
 
 

 
 
 
 
 

平成２０年度業務実績評価シート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
 

- 1 - 
 

 

第２ 法人全体の業務運営の改善に関する

事項 

独立行政法人の趣旨を十分に踏まえ、業

務実施方法の更なる改善を図り、機構に期

待される社会的使命を効率的、効果的に果

たすことができるよう、経営管理の充実・

強化を図ること。 

 

 

 

第１ 法人全体の業務運営の改善に関する

目標を達成するためにとるべき措置 

機構に期待される社会的使命を効率性、

有効性を持って果たしていくために、第二

期中期目標期間においては、「専門性の向

上」と「業務間の連携強化」を図り、総合

力の発揮を目指して、次のような機構の事

業全般にわたる共通の取組を実施すること

とする。 

 

 

第１ 法人全体の業務運営の改善に関する

目標を達成するためにとるべき措置 

法人全体の業務運営の更なる改善を推進

するための仕組みの適切な運用と機能強化

に努めることとする。 

 

 

 

第１ 法人全体の業務運営の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

法人全体の業務運営の更なる改善を推進するための仕組みの適切な運用と機能強化に努

めた。 

 

 

 

 

１ 効率的かつ効果的な業務運営体制の

整備 

国の政策や福祉医療に係る事業経営環

境が変化する中で福祉医療に係る事業の

健全な発展を総合的に支援するため、組

織編成、人員配置等の業務運営体制を継

続的に見直すこと。 

 

１ 効率的かつ効果的な業務運営体制の

整備 

（１）国の政策や福祉医療に係る事業経営

環境が変化する中で福祉医療に係る事

業の健全な発展を総合的に支援するた

め、組織編成、人員配置、人事評価制

度、職員研修等の業務運営体制につい

て、継続的に見直しを行う。 

 

 

１ 効率的かつ効果的な業務運営体制の

整備 

（１）第１期中期計画に引き続き、事務・

事業の合理化・効率化のため、業務の

実態を踏まえつつ組織のスリム化を図

る。 

 

 

１ 効率的かつ効果的な業務運営体制の整備 

 

【組織のスリム化等】#1 

○ 平成２０年４月に次のとおり組織改正を行った。 

a 業務運営体制の整備 

・ 福祉医療経営指導業務の充実強化を図るため、平成２０年４月より経営指導課

と調査室を統合・再編し、経営支援室（室長は次長ポスト：医療貸付部次長を振

替）を新設 

b 組織のスリム化（課長ポスト△４名） 

・ 福祉医療貸付業務の融資相談から貸付審査までを一貫して同じ課で行うことに

より顧客サービスの向上を図るため、医療貸付部融資相談室及び大阪支店融資相

談課を廃止し、融資相談業務を福祉審査課及び医療審査課に移管（課長ポスト△

２名） 

・ 情報システムを一元管理し、業務の効率化を図るため、情報事業部情報企画課

と情報システム課の統合・再編（課長ポスト△１名） 

・ 平成２０年度からの承継教育資金貸付けあっせん業務の休止に伴う調査役の廃

止（課長ポスト△１名） 

＜添付資料：1＞

 

○ 独立行政法人の組織・業務の見直し（平成１８年１２月行革推進本部決定）並びに

独立行政法人整理合理化計画（平成１９年１２月閣議決定）の趣旨を踏まえ、業務量

に応じた効率的かつ効果的な業務運営を行うための平成２１年４月に向けた組織体

制等を検討した。 

［業務運営体制の整備及び組織のスリム化］ 

・ 監査の公正性・中立性・透明性を高めるため、平成２１年４月より監査課を総

務部所属から理事長直属の監査室に再編（上席検査役は課長ポスト：監査課長を

振替） 

・ 福祉医療貸付の個別法的措置案件、長期延滞案件に係る業務を強化するため、

調査役（調査役は課長ボスト：収納課長を振替）を新設 

・ 福祉医療貸付の債権管理業務の効率化を図るため、収納課を管理課に統合する

とともに、リスク管理債権に係る業務を債権課に一元化 

・ 基金助成審査業務を一元化し、業務の効率化を図るため、計画課と振興課を統

合・再編し、基金支援課を新設（課長ポスト△１名） 
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○ 経営者が目指す方向性及び業務運営にあたっての心構えを明確化するため、「経営

理念」を策定した。これにより、中期目標・中期計画を実現していくための方向性が

明確になり、職員の一体感が高まった。 

また、「経営理念」の具体化に向けての取り組みとして、平成２１年４月より「民

間活動応援本部」を立ち上げることを検討した。 

＜添付資料：2・3＞

 

（２）国の政策や福祉医療に係る事業経営

環境の変化等に迅速的確に対応するた

め、トップマネジメントを補佐する経

営企画会議等の効率的かつ効果的な運

営を図る。 

 

 

（２）トップマネジメント機能が有効に発

揮されるよう、経営企画会議等の効率

的かつ効果的な運営に努める。 

 

 

【経営企画会議等の運営】#2 

○ 平成２０年度においては、経営企画会議を１４回開催し、福祉医療機構経営理念の

策定、第１期中期計画の業績評価の検討、リスク管理債権の発生要因の分析・検証、

広報のあり方に関する検討、年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業の貸付金利

の検証を実施したほか、ＱＭＳに基づき定期的に業務の進捗状況及びプロセスの監視

を行った。 

＜添付資料：4＞

 

（３）多岐にわたる事業を実施している機

構の特長や専門性を活かしつつ、業務

間の連携を強化することにより、業務

の効率的な運営を図る。 

 

 

（３）多岐にわたる事業を実施している機

構の特長や専門性を活かしつつ、業務

間の連携を強化することにより、業務

の効率的な運営を図る。 

 

 

【業務間の連携強化】#3 

○ 平成１９年度におけるリスク管理債権増加要因の分析等のために、経営支援室及び

貸付関係部職員をメンバーとした横断的な「リスク管理債権発生要因解析作業チー

ム」を結成し、「リスク管理債権の増加要因分析」を行い、その結果を踏まえ「貸付・

管理・経営支援連絡会議」において、リスク管理債権の未然防止策の検討を行い実行

した。 

※ 貸付先６８件（福祉貸付２７件、医療貸付４１件）を分析 

 

○ 債権管理部門において、リスク管理債権を抑制する観点から必要な分析等を行い、

貸付関係部への情報提供等をするとともに、経営支援室と連携強化する仕組みを構築

した。 

 

○ 退職手当共済事業の業務委託先（都道府県社会福祉協議会等）が開催する共済契約

者向けの実務研修会の開催に合わせて、ＷＡＭ ＮＥＴ操作説明会を開催し、退職手

当共済の電子届出システムについてパソコンを用いて操作の説明を行った。 

 

○ 経営基盤刷新プロジェクトチームを立ち上げ、経営基盤強化のための基礎的調査研

究に着手するとともに、専門家との交流等を行い経営基盤の強化を図った。 

 

○ 民間活動支援強化プロジェクトチームを立ち上げ、職員の専門性の向上や専門スタ

ッフの育成し、民間福祉活動の支援強化を図った。 

 

○ 経営支援強化プロジェクトチームを立ち上げ、リスク管理債権の発生防止に向けた

フォローや収支予想のためのデータ整理を行った。 

 

○ 広報戦略プロジェクトチームを立ち上げ、経営理念を踏まえ、機構として発信する

情報の整理・検討を行うために、広報の効率性や横断的取組みを行った。 

＜添付資料：5＞
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ａ 評価項目 １ 評  定 A 

  

平成２０年１０月に経営理念を策定し、福祉医療機構の目指す方向

性を明確にするとともに、職員間の目標の統一・共有化を実現し、組

織力の向上が図られた。 

業務運営体制については、福祉医療経営指導業務の充実強化を図る

ため経営支援室を新設するとともに、業務の実態を踏まえつつ組織の

見直し及びスリム化（課長ポスト▲４）を図り、効率的かつ効果的な

業務運営体制の確立を推進した。 

また、トップマネジメント機能を補佐する経営企画会議等を積極的

に開催し、経営理念の策定などの重要案件に対し迅速的確に経営判断

したほか、ＱＭＳに基づき定期的に業務の進捗状況及び業務プロセス

の監視を行うことができた。 

さらに、リスク管理債権発生要因解析作業チームや４つのプロジェ

クトチームを立ち上げ、機構の特長や専門性を活かしつつ、業務間の

連携を強化し効率的な運営を実施した。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

  経営理念の策定により、職員間の目標の統一・共有化が図られ、組織

力の向上に繋がっていることが認められる。 

  また、トップマネジメント機能を補佐する経営企画会議を積極的に開

催し、重要案件に迅速的確に経営判断したほか、リスク管理債権発生要

因解析作業チームや４つのプロジェクトチームの立ち上げ等、組織横断

的な取組みを整備し、業務間の連携強化が図られている。 

さらに、福祉医療の経営指導業務の充実強化を図るため経営支援室を

新設するとともに、業務の実態を踏まえつつ課長ポストを４つ削減する

など、効率的かつ効果的な業務運営体制の確立を推進している。 

以上のように、法人全体の業務運営の改善に関する措置については、

国の政策や福祉医療に係る事業経営環境が変化する中で福祉医療に係

る事業の健全な見直しを行っており、中期計画を上回る実績をあげてい

ると評価する。 

 

（各委員の評定理由） 

○ 職員全体に経営理念の共有化が浸透し、組織の一体化に向けた努力

がなされている。 

○ 課長ポスト４ポスト（業務休止によるものを除くと３ポスト）を削

減し、組織のスリム化に取り組んでいる。 

○ 福祉医療の経営指導業務を統合・再編し、経営支援室を新設するな

どメリハリある改善が行われている。 

○ トップマネジメントを補佐する経営企画会議の開催、リスク管理債

権発生要因解析作業チーム及び４つのプロジェクトを立ち上げ、業務

運営の効率化に沿った取組みが行われている。 

 

 

 

［評価の視点］ 

○ 福祉医療に係る事業の健全な発展を総合的に支援するため、業務

運営体制を継続的に見直しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ トップマネジメント機能が有効に発揮され、国の福祉医療施策の

変化等に関する重要事項に迅速かつ的確に対応しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

実績：○  

・ 平成２０年度の組織改正において、福祉医療経営指導業務の充実

強化を図るため、経営指導課と調査室を統合・再編し、経営支援室

を新設するとともに、業務の実態を踏まえつつ組織の見直し及びス

リム化（課長ポスト▲４）を図り、効率的かつ効果的な業務運営体

制の確立を推進した。 

※ 業務実績Ｐ1【組織のスリム化等】＃1参照 

 

・ 平成２１年４月に向けた組織見直しを検討し、監査の公正性・中

立性・透明性を高めるため、監査課を総務部所属から理事長直属の

監査室に再編するとともに、業務の実態を踏まえつつ組織の見直し

及びスリム化（課長ポスト▲１）を図ることとした。 

※ 業務実績Ｐ1【組織のスリム化等】＃1参照 

 

・ 経営理念の策定により、福祉医療機構の目指す方向性を明確にす

るとともに、職員間の目標の統一・共有化を実現し、組織力の向上

を図った。 

※ 業務実績Ｐ1【組織のスリム化等】＃1参照 

 

実績：○  

・ トップマネジメント機能を補佐する経営企画会議等を積極的に開

催し、経営理念の策定などの重要案件に対し迅速的確に経営判断し

たほか、ＱＭＳに基づき定期的に業務の進捗状況及び業務プロセス

の監視を行った。 

※ 業務実績Ｐ2【経営企画会議等の運営】＃2参照 
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○ 業務間の連携強化により、どのような業務運営の効率化が図られ

ているか。 

 

 

 

 

■ 法人の業務改善のための具体的なイニシアティブを把握・分析し、

評価しているか。（政・独委評価の視点） 

 

実績：○ 

・ リスク管理債権発生要因解析作業チームや４つのプロジェクトチ

ームを立ち上げ、機構の特長や専門性を活かしつつ、業務間の連携

を強化し効率的な運営を実施した。 

※ 業務実績Ｐ2【業務間の連携強化】＃3参照 

 

実績：○ 

・ 法人業務に対する国民のニーズを把握して業務改善を図る取組、

または、職員の積極的な貢献を促すための取組については、次のと

おり実施している。 

① 平成２０年１０月に経営理念を策定し、国民の皆様へ発信す

ることにより、当機構の目指す方向性を明確に示し、また、職

員間の目標の統一・共有化が図られ組織力の向上を実現してい

る。 

② 経営理念の具体化策の一つとして、理事長以下の役職員がお

客さまを直接訪問し、当機構の融資先、助成先の法人が事業を

順調に実行しているかを確認するとともに、現地の責任者、指

導者等のトップがどのような問題意識を持ち、どのような支援

を望んでいるのかといった生の声を聞くことにより、今後の当

機構のあり方、存在意義、必要性を確立していく中で活用する

こととしている。 

③ 各事業において、アンケート調査等を通じて顧客満足度調査

を実施し、国民のニーズの把握に努めるとともに、調査結果に

基づき業務の継続的な改善を図ることとしている。 

④ ＱＭＳの運用の効率化、有効性の向上を図り、業務上の課題、

顧客からのニーズ等に対応するための是正・予防処置活動の充

実及び内部監査の実施による事務リスク等の抽出・管理を行い、

効率的かつ効果的な業務運営を実施している。 

⑤ 各事業部門は中期計画と連携して平成２０年度の業務目標を

定めるとともに、人事評価制度を活用して各職員の個人目標と

して展開している。これらの組織目標及び個人目標の進行管理

については、ＱＭＳ及び人事評価制度に基づき適切に実施して

いる。 

⑥ 人事評価結果に基づく処遇への反映にあたっては、給与にお

いても人事評価結果による格差を設け、成果をあげた職員の能

力や実績の評価を明確にすることにより、職員が高い士気を持

って職務に励むことが可能となった。 

⑦ 担当業務に必要な知識・技術の習得等を目的として各種研修

（ＯＪＴ・Ｏｆｆ-ＪＴ）を実施するとともに、各業務の特性に

応じて、より専門性の高い職員の育成を目指している。 

⑧ 平成１９年度に創設した改善アイデア提案制度を効果的に運

営し、職員の創意工夫による改善活動を活性化するとともに、

職員の意識改革・意欲向上を実現している。 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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２ 業務管理（リスク管理）の充実 

効率的かつ効果的な業務運営を行うた

め、業務の実態に応じた業務管理手法の

確立・定着を図るとともに、法人運営に

伴い発生する業務上のリスク、財務上の

リスク等を把握し、適切な予防措置を講

じるなどリスク管理の充実を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業務管理（リスク管理）の充実 

（１）内部監査、顧客満足度調査、各種デ

ータ分析などに基づく是正・予防処置

活動により、業務改善の推進及び事務

リスクの抑制を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、職員の業務改革等に向けた取

組を奨励し、業務改善活動の活性化を

図るとともに、業務管理手法の改善等

を進め業務管理の充実を図る。 

 

 

 

 

２ 業務管理（リスク管理）の充実 

（１）第１期中期計画において構築したＩ

ＳＯ９００１に基づく品質マネジメン

トシステム（以下「ＱＭＳ」という。）

の運用の効率化、有効性の向上を図る

ため、次の取組を行う。 

① 継続的な業務の質の向上・業務改

善を推進するための業務管理の仕組

みであるＩＳＯ９００１の認証更新

② QMS文書体系の再構築 

③ 業務上の課題、顧客からのニーズ

等に効果的に対応するための是正・

予防処置活動の充実及び内部監査の

実施による事務リスク等の抽出・管

理 

 

 

また、平成１９年度に創設した改善

アイデア提案制度を効果的に運営し、

職員の創意工夫による改善活動の活性

化を図る。 

 

さらに、業務管理手法の充実を図る

ため、機構のセグメント情報等を活用

の上、業務活動単位ごとのコスト分析

の実施に向けて検討する。 

 

 

２ 業務管理（リスク管理）の充実 

【品質マネジメントシステムの運用】#4 

○ ＩＳＯ継続認証 

平成１９年度に受審した更新審査により、ＩＳＯ９００１の認証を更新した。また、

認証機関によるサーベイランス（定期審査）に併せ、ＩＳＯ９００１：２００８（平

成２０年１２月発行の新規格）への移行審査を受審し、移行登録を完了した。  

 

○ ＱＭＳ文書のスリム化 

ＱＭＳ運営の効率化の観点から、ＱＭＳ文書の改訂（業務フローの簡素化等）を行

った。  

 

○ ＱＭＳ内部監査の実施 

ＱＭＳが効果的に実施・維持されているかを確認するため、全部署を対象に内部監

査を実施し（６月～９月）、是正・予防処置の充実、事務リスクの抽出等業務改善に

資する提案等を実施した。 

＜添付資料：6＞

 

【業務改善活動の活性化】#5 

○ 改善アイデアの募集を行い（応募総数３８件）、優良提案の選定、提案実現に向け

ての取組を行った。 

 ＜添付資料：7＞

 

【業務管理手法の改善等】#6 

○ 平成１９年度実績に基づく、業務活動単位での費用（人件費）対効果分析（コスト

の分析）を行うとともに、実現可能な手法の検討を実施した。 

 

 

 

（２）福祉貸付事業及び医療貸付事業にお

いては、ＡＬＭ（資産負債管理）シス

テムなどを活用して、金利リスクなど

の抑制に努める。 

 

 

 

（２）ＡＬＭ（資産負債管理）システムを

活用して、貸付事業に係る財務構造の

状況の定期的な把握及び予算要求や財

投機関債の発行等のタイミングに合わ

せた分析を行うとともに、信用リスク

モデル分析を実施し、モデルの精度向

上に努める。 

 

 

 

【ＡＬＭシステムの活用及び信用リスクモデル分析の実施】#7 

○ 平成１９年度決算に基づく分析の実施及び信用リスクモデルの精度向上 

・ 平成１９年度財務諸表等に基づき、ＡＬＭ分析（マチュリティラダー、デュレー

ションギャップ）を実施した。 

・ 福祉貸付、医療貸付別にリスク管理債権比率推計モデルを構築し、複数のシナリ

オに基づきリスク管理債権比率の推計を実施した。また、リスク管理債権データベ

ースの整備によりモデルの精度、活用性の向上を実施した。 

・ リスク管理債権遷移データ（平成１８～１９年度実績）に基づき、クレジットス

プレッドにつき試算を実施した。 

・ 財投機関債発行に資するＡＬＭ分析を実施した。 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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（３）個人情報の保護に関する法律に基づ

き個人情報保護を徹底するとともに、

情報セキュリティー対策の充実を図

る。 

 

 

 

 

（３）情報資産の安全確保等の観点から、

「政府機関の情報セキュリティ対策の

強化に関する基本方針」及び「政府機

関の情報セキュリティ対策のための統

一基準」を踏まえ、更なる強化を図る。

また、職員が保有個人情報の取扱い

について理解を深め、適切に管理でき

るようにするため、職員に対し必要な

研修等を行う。 

 

 

【個人情報保護の徹底及び情報セキュリティ対策の充実】#8 

○ 平成２０年７月に個人情報保護及び情報セキュリティに関する職員の意識、行動等

についてアンケートを実施した。さらに、当該アンケート結果を踏まえ、個人情報保

護・情報セキュリティに関する職員研修を全職員に対して実施し、個人情報保護・情

報セキュリティの重要性について注意喚起を行った。 

 

○ 個人情報管理作業チームを設け、各部における個人情報の保有状況等について調査

を実施した。 

 

○ 情報資産の安全確保等の観点から「政府機関の情報セキュリティ対策の強化に関す

る基本方針」及び「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（第３版）」

を踏まえた強化策を取りまとめ、情報セキュリティ対策基準及び実施手順の見直しを

行い、情報セキュリティの強化を図った。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 A 評価項目 ２ 評  定 A 

  

ＩＳＯ９００１に基づく品質マネジメントシステムの運用の効率化

及び有効性の向上を図り、ＱＭＳ内部監査の実施により事務リスクの

抽出等業務改善に資する提案を行う等、継続的に業務の質の向上・業

務改善を推進した。 

また、情報資産の安全確保等の観点から「政府機関の情報セキュリ

ティ対策の強化に関する基本方針」及び「政府機関の情報セキュリテ

ィ対策のための統一基準（第３版）」を踏まえた強化策を取りまとめ、

情報セキュリティ対策基準及び実施手順の見直しを行うとともに、情

報セキュリティに関する職員研修を全職員に対して実施し、個人情報

保護・情報セキュリティの重要性について注意喚起を行うことにより

更なる情報セキュリティ対策の強化を図ることができた。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

ＩＳＯ９００１に基づく品質マネジメントシステムについては、業

務フローの簡素化を図るなど、認証登録機関から十分な評価を受けて

いる。また、職員の業務改善活動を奨励するための改善アイデア提案

制度を推進し、職員の意識改革・意欲向上が図られている。 

さらに、ＡＬＭ（資産負債管理）システムを活用し、貸付事業に係

る財務構造を定期的に把握している。また、個人情報保護・情報セキ

ュリティ対策の充実が図られている。 

以上のように、業務管理（リスク管理）の充実については、法人運

営に伴い発生する業務上のリスク、財務上のリスク等を把握し、適切

な予防措置を講じるなどリスク管理の充実を図っており、中期計画を

上回る実績を上げていると評価する。 

今後とも更なる業務改善活動の活性化を期待する。 

 

（各委員の評定理由） 

○ ＩＳＯ９００１の認証を更新した。 

○ ＩＳＯに基づくＱＭＳ運営の効率化を図るため、業務フローの簡

素化を図るなど、認証登録機関から「十分に確立」と評価されてい

る。 

○ 職員の業務改善活動を奨励するため、改善アイデアを募集し、

38件の応募があり、活動が活発化している。 

○ リスク管理債権比率が上昇しているものの、診療報酬改正の影響

や景況によるところが大きい。機構の社会的意義を考えれば、この

比率が低い方が問題。ＡＬＭ分析でも問題がなく、現状レベルは適

切であると思料する。 

○ 各種リスク管理に努力し、年度計画に見合った実績と認められ

る。 

 

（その他の意見） 

○ 品質マネジメントシステムの構築や職員研修等の活動は評価で

きるがそのエビデンスについて具体的に示されたい。 

○ 業務改善活動の活性化について、さらなる努力を期待する。 

 

［評価の視点］ 

○ 内部監査、顧客満足度調査、各種データ分析などに基づく是正・

予防処置活動により、業務改善の推進及び事務リスクの抑制を図っ

ているか。 

 

 

 

 

 

 

○ 職員の業務改革等に向けた取り組みを奨励し、業務改善活動の活

性化を図っているか。 

 

 

 

○ 業務管理手法をどのように改善し、業務管理の充実を図っている

か。 

 

 

 

 

○ ＡＬＭシステムを適切に活用するなど、金利リスク等の抑制に努

めているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績：○  

・ ＱＭＳの運用等を通じ、業務改善の推進及び事務リスクの抑制を

図った。ＱＭＳ内部監査において、必要な提案等を実施した。併せ

て、各部における業務改善の推進等に向けた、積極的取組を確認し

た。 

認証登録機関による定期審査（サーベイランス）において、「当

組織のQMSは十分に確立されていた」との報告を受けた。 

※ 業務実績Ｐ5【品質マネジメントシステムの運用】＃4参照 

 

実績：○  

・ 改善アイデア提案制度の運用を通じ、職員より寄せられた業務改

善提案につき、実現の検討を行った。 

※ 業務実績Ｐ5【業務改善活動の活性化】＃5参照 

 

実績：○  

・ 平成１９年度実績に基づく、業務活動単位での費用（人件費）対

効果分析（コストの分析）を行うとともに、実現可能な手法の検討

を実施した。 

※ 業務実績Ｐ5【業務管理手法の改善等】＃6参照 

 

実績：○  

・ 平成１９年度財務諸表等に基づき、マチュリティラダー、デュレ

ーションギャップを算出した。 

信用リスク分析を目的に、リスク管理債権比率推計モデルの精度、

活用性を向上に資する、リスク管理債権データベースの整備を進め、

当該データを活用し、クレジットスプレッドにつき試算を実施した。

※ 業務実績Ｐ5【ＡＬＭシステムの活用及び信用リスクモデル

分析の実施】＃7参照 
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○ 個人情報を適切に管理しているか。 

○ 情報セキュリティー対策の充実を図っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 内部統制（業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、業務活

動に関わる法令等の遵守等）に係る取組についての評価が行われて

いるか。（政・独委評価の視点） 

 

 

実績：○  

・ 個人情報保護及び情報セキュリティに関する職員の意識、行動等

についてのアンケートを実施し、当該アンケート結果を踏まえ、個

人情報保護・情報セキュリティに関する職員研修を全職員に対して

実施することにより個人情報保護・情報セキュリティの重要性につ

いて注意喚起を行った。 

※ 業務実績Ｐ6【個人情報保護の徹底及び情報セキュリティ対

策の充実】＃8参照 

 

・ 個人情報管理作業チームを設け、各部における個人情報の保有状

況等について調査を実施した。 

※ 業務実績Ｐ6【個人情報保護の徹底及び情報セキュリティ対

策の充実】＃8参照 

 

実績：○ 

１ 当機構における内部統制に係る取組状況については以下のとおり

であり、内部統制の強化に努めている。 

① 目標管理による人事評価制度の導入及びその勤務成績を給与

等に反映することによる業務遂行へのインセンティブの向上 

② 「経営理念」を策定し、経営方針を明確化するとともに経営

企画会議及び電子掲示板等において全役職員に周知を実施。 

③ 経営者が出席する役員会、経営企画会議、幹部会等による内

部統制の実施 

④ 品質マネジメントシステム（ＱＭＳ）に基づく業務運営の実

施 

⑤ 内部監査（監査課内部検査・ＱＭＳ内部監査）の実施 

⑥ 外部監査（会計監査法人・ＱＭＳ外部監査）の実施 

⑦ 監事監査の実施 

 

２ また、役職員倫理規程、個人情報管理規程及び情報セキュリティ

ポリシー等の規定を整備した上で、職員研修を行い、コンプライア

ンス意識の定着化に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
 

- 9 - 
 

 

第３ 業務運営の効率化に関する事項 

通則法第２９条第２項第２号の業務運営

の効率化に関する事項は、次のとおりとす

る。 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達

成するためにとるべき措置 

独立行政法人通則法（以下「通則法」と

いう。）第３０条第２項第１号の業務運営

の効率化に関する事項は、次のとおりとす

る。 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達

成するためにとるべき措置 

 

 

 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

 

 

 

 

 

 

１ 業務・システムの効率化と情報化の推

進 

（１）平成１９年度に策定した以下の事業

等に係る業務・システムの 適化計画

に基づき業務の見直し並びにシステム

構成及び調達方式の見直しを行うこと

により、システムコスト削減、システ

ム調達における透明性の確保及び業務

運営の合理化を行い、経費の節減及び

随意契約の見直し等を図ること。 

・ 福祉医療貸付事業 

・ 福祉保健医療情報サービス事業 

・ 退職手当共済事業 

・ 年金担保貸付事業 

・ 承継年金住宅融資等債権管理回収

業務 

 

 

 

 

 

 

１ 業務・システムの効率化と情報化の推

進 

（１）平成１９年度に策定した以下の事業

等に係る業務・システムの 適化計画

に基づき業務の見直し並びにシステム

構成及び調達方式の見直しを行うこと

により、システムコスト削減、システ

ム調達における透明性の確保及び業務

運営の合理化を行い、経費の節減及び

随意契約の見直し等を図る。 

・ 福祉医療貸付事業 

・ 福祉保健医療情報サービス事業 

・ 退職手当共済事業 

・ 年金担保貸付事業 

・ 承継年金住宅融資等債権管理回収

業務 

 

 

 

 

 

 

１ 業務・システムの効率化と情報化の推

進 

（１）平成１９年度に策定した業務・シス

テム 適化計画に基づき、システム効

率化、運用保守コストの削減、外部委

託業務の適正管理及び業務の効率化を

図る。 

① 福祉保健医療情報サービス事業の

業務・システム効率化及び運用保守

コストの削減を図るため、システム

刷新に着手する。 

② 退職手当共済事業、年金担保貸付

事業及び承継年金住宅融資等債権管

理回収業務の外部委託業務の適正な

管理を行うため、システム運用保守

業務と入力作業等の委託業務の分割

調達に着手する。 

③ 福祉医療貸付事業及び退職手当共

済事業の業務の効率化及び合理化を

図るため、電子申請届出の推進を図

る。 

 

 

１ 業務・システムの効率化と情報化の推進 

 

【業務・システム 適化計画に基づく効率化等】#9 

○ 福祉保健医療情報サービス事業のシステム刷新に向け、次期システムの設計・開発

業務については、調達における公平・透明性確保及び経費の節減に向けて実施した調

査・分析結果を踏まえ、作成した調達仕様書をもって、平成２０年１１月に一般競争

入札（総合評価落札方式）を実施することにより、質の高い業務を実現可能な技術力

のある業者を選定し、あわせてコストの削減を図った。 

 

○ 退職手当共済事業、年金担保貸付事業及び承継年金住宅融資等債権管理回収業務に

係る情報システムについては、「ホスティング及びシステム運用保守等業務」と「デ

ータ作成等業務」とに分離し、また、サービス内容、品質等を明確にしたサービスレ

ベル契約（ＳＬＡ）を前提として、平成２０年１２月に一般競争入札により委託事業

者を選定した。 

なお、委託事業者が変更となった情報システムについては、委託業務が円滑に移行

されるよう実施手順書等の確認を実施した。 

 

○ 機構業務の効率的実施を推進するため、WAM NET基盤を活用した福祉医療貸付

事業の貸付先が提出する事業報告書等の電子報告システムを平成２０年５月に構築

し、平成２０年７月から運用を開始した。 

 

○ 退職手当共済電子届出システムに、利用者のさらなる利便性向上のため、被共済職

員の退職にかかる電子届出機能を平成２１年３月に追加し、平成２１年４月から運用

を開始することとした。また、被共済職員の加入にかかる電子届出機能について、平

成２１年１０月からの導入に向けて、準備を行った。 

＜添付資料：8＞

 

（２）業務の実施を効率的かつ安定的に支

援するため、システム等の継続的な改

善に努めること。 

 

 

（２）業務の実施を効率的かつ安定的に支

援するため、 適化対象外の他のシス

テムについても継続的な改善を推進す

る。 

 

 

（２）業務の実施を効率的かつ安定的に支

援するため、 適化対象外のシステム

についても効率化に向けて計画的なシ

ステム改修及び機器・ソフトの導入等

を行う。 

 

 

【システムの改善】#10 

○ 機構業務の効率的実施を推進するため、平成２０年４月からWAM NET基盤を活

用した長寿・子育て・障害者基金事業に係る助成金の電子申請等システムの助成金交

付申請機能（第一次開発分）及び電子図書館機能の運用を開始した。 

さらに、助成金交付要望書機能（第二次開発分）についても、平成２０年９月の受

付開始に合わせて運用を開始した。 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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○ 経営指導事業の高度化を図るため、平成２０年９月に医療貸付事業報告システム等

の改修を行った。 

 

○ 業務の実施を効率的かつ安定的に支援するため、更新を予定しているりん議・決裁

システム及び法人文書ファイル管理システム等に係るパッケージソフトについて情

報収集を行うとともに、平成２０年９月に情報事業者に対し行った資料招請の結果を

踏まえ、システムの調達方法を決定した。 

 

○ 業務の実施を効率的かつ安定的に支援するため、平成２０年度にソフトウェア等保

守期間切れを迎えているサーバ及びパソコン等について一般競争入札により調達し、

平成２１年3月に機器更新を行った。 

 

○ 福祉医療貸付事業に係る直接貸付先の利便性向上を図るため、平成２１年度から約

定元利金の返済方法に新たに預金口座振替方式（銀行引き落し）を導入することとし、

福祉医療貸付事業に係る情報システムの改修を実施した。 

 

○ 業務の効率化を図るため、承継年金住宅融資等管理回収業務等に係る情報システム

の機能改善を実施した。 

 

 

（３）情報化の進展による諸環境の変化に

対応できるように、情報管理担当部署

の専門性の向上を図るとともに、業務

上必要となる職員のＩＴ技能の習得を

推進すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）情報化統括責任者（ＣＩＯ）及び情

報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官を中

心に、情報化推進体制の強化を図ると

ともに、情報システムの運用管理体制

の向上を図るため、機構の情報化推進

を担うＩＴ技術に精通した人材の育成

を図る。 

 

 

（３）業務の一層の効率化及び利用者の利

便性の向上等を図るため、情報化統括

責任者（ＣＩＯ）及び情報化統括責任

者（ＣＩＯ）補佐官を中心として、情

報化推進体制の強化を図るとともに、

ＩＴ技術に精通した人材を育成するた

めの研修プログラムを改善し、プログ

ラムに基づき研修を受講する。 

 

 

【情報化推進体制の強化等】#11 

○ 情報化統括責任者（ＣＩＯ）を中心として、情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官よ

りＩＴ動向等を踏まえた支援、助言を受けて、福祉保健医療情報ネットワークシステ

ムの設計・開発業者について総合評価落札方式による調達を実施するなど業務・シス

テム 適化計画を適正に実施するとともに、情報システムに係る委託契約内容等の適

正化を図った。 

 

【ＩＴ技能の習得】#12 

○ 情報化の推進及び情報システムの運用管理の向上を図るため、ＱＭＳの教育訓練手

順書に基づき、外部研修を受講した。（受講回数：３２回） 

 

○ 機構内の情報システムに係る課題を検討するワークショップを開催し、自主的な取

り組みの中でＩＴ技術に精通した人材の育成を図った。（開催回数：１４回） 

 

○ 情報化の推進及び情報システムの運用管理の向上と機構の情報化推進を担うＩＴ

技術に精通した人材の育成を図るためにシステム構築プロセスを文書化した。 

 

 

（４）各業務の特性に応じて、当該業務に

必要なＩＴに関する技能の習得を推進

するため、職員に対する研修等を計画

的に実施する。 

 

 

 

（４）各業務の特性に応じて、当該業務に

必要なＩＴに関する技能の向上を図る

ため、情報化統括責任者（ＣＩＯ）補

佐官及び情報管理担当部署による職員

研修等を計画的に実施する。 

 

 

【職員研修の実施】#13 

○ 各業務の特性に応じて、当該業務に必要なＩＴに関する技能の向上を図るため、情

報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官及び情報管理担当部署による職員研修を実施した。

（開催回数：４４回、参加者数：６０５人） 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ａ 評価項目 3 評  定 A 

  

業務・システム 適化計画については、情報化統括責任者（ＣＩＯ）

を中心として、情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官よりＩＴ動向等を

踏まえた支援、助言を受けて、福祉保健医療情報ネットワークシステ

ムの設計・開発業者について、調達における公平・透明性確保及び経

費の節減に向けて実施した調査・分析結果を踏まえ作成した調達仕様

書をもって、総合評価落札方式による調達を実施することにより、質

の高い業務を実現可能な技術力のある業者を選定でき、併せてコスト

の削減を図ることができた。また、情報システムに係る委託契約内容

等の適正化を図ることができた。 

また、情報化の推進及び情報システムの運用管理の向上を図るため、

外部研修を３２回受講するとともに、各業務の特性に応じて、情報化

統括責任者（ＣＩＯ）補佐官及び情報管理担当部署による職員研修を

４４回実施し、当該業務に必要なＩＴに関する技能の向上を図ること

ができた。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

業務・システム 適化計画に基づきシステムの効率化、外部委託業

務の適正管理など業務･システムの効率化を着実に進めるとともに、

情報化の推進及び情報システムの運用管理の向上を図るため、外部研

修受講32回、職員研修44回開催するなどＩＴ技術に精通した人材育

成に積極的に取り組んでいる。 

以上のように、業務システムの効率化と情報の推進については、業

務・システム 適化計画の着実な推進によりコスト削減を達成するな

ど、中期計画を上回る実績を上げていると評価する。 

 

（各委員の評定理由） 

○ ＷＡＭＮＥＴ事業について課題が残るが、前年度と比べて改善さ

れている。 

○ ＷＡＭＮＥＴ事業のシステム刷新に向け、設計・開発業務に係る

一般競争入札を実施している。 

○ ＩＴ技術に精通した人材育成を図るため、外部研修32回、ワー

クショップ14回、職員研修44回（延べ参加者約600人）と積極

的に取り組んでいる。 

○ サービスレベル契約など新たな仕組みを導入し、積極的に業務・

システム効率化に取り組んでいる。 

○ 各細目とも中期計画どおり順調に実績が推移し、職員教育等につ

いても計画どおり実施されている。 

 

（その他の意見） 

○ ＷＡＭＮＥＴ事業のコストと成果の比率は適切か。 

○ 職員関与によるコスト削減、効率化が可能ではないか。 

○ ＷＡＭＮＥＴ事業は重要な事業ではあるが、6.79億円の運用経

費が必要であり、民間への委譲の可能性はないか。 

○ 業務・システム 適化計画の速やかな実施を図るべき。 

 

 

［評価の視点］ 

○ 業務・システムの 適化計画に基づき、経費の節減及び随意契約

の見直し等を図っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 業務の実施を効率的・安定的に支援するために、システム等の継

続的な改善に努めているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・ 業務・システム 適化対象システムについては、応札事業者が公

平な見積もりができ、特定の業者に依存しないよう配慮した明瞭か

つ詳細なシステム要件を設定するとともに、高い技術力の提供が可

能な受託条件等の設定や安定したシステムの質を確保するためにサ

ービスレベルを設定し、さらに運用コスト節減のための分離調達を

実施できるよう調達仕様書を作成した。 

※ 業務実績Ｐ9【業務・システム 適化計画に基づく効率化等】

＃9参照 

 

・ 上記により、質の高い業務を実現可能な技術力のある業者を選定

でき、あわせて情報システムの開発コストの大幅な節減や今後の運

用コストの縮減を図ることができた。 

※ 業務実績Ｐ9【業務・システム 適化計画に基づく効率化等】

＃9参照 

 

実績：○  

・ 福祉医療貸付事業に係る直接貸付先の利便性向上を図るため、約

定元利金の預金口座振替方式（銀行引き落し）導入に伴う福祉医療

貸付事業に係る情報システムの改修を実施するとともに業務の効率

化を図るため、承継年金住宅融資等管理回収業務等に係る情報シス

テムの機能改善を実施した。 

※ 業務実績Ｐ9【システムの改善】＃10参照 

 

・ 長寿・子育て・障害者基金事業助成金の電子申請等システムに係

る運用開始及びサーバ及びパソコン等の機器更新等を行った。 
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○ 情報化統括責任者（ＣＩＯ）及び情報化統括責任者（ＣＩＯ）補

佐官を中心とした専門性の高い情報化推進体制の強化を図っている

か。 

 

 

 

 

○ ＩＴ技術に精通した人材の育成を計画的に実施しているか。 

 

 

 

 

○ 職員に対するＩＴに関する研修等を計画的に実施しているか。 

 

 

※ 業務実績Ｐ9【システムの改善】＃10参照 

 

実績：○  

・ 情報化統括責任者（ＣＩＯ）及び情報化統括責任者（ＣＩＯ）補

佐官を中心として、情報システム委員会を開催するとともに、業務・

システム 適化計画の実施、情報セキュリティ対策の強化及び一般

競争入札による情報システム調達などの課題に適切に対応した。 

※ 業務実績Ｐ10【情報化推進体制の強化等】＃11参照 

 

実績：○  

・ 情報化推進計画及びＱＭＳの教育訓練手順書に基づき外部研修を

受講した。 

※ 業務実績Ｐ10【ＩＴ技能の習得】＃12参照 

 

実績：○  

・ 情報化推進計画に基づき、情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官及

び情報管理担当部署による職員研修を計画的に実施した。 

※ 業務実績Ｐ10【職員研修の実施】＃13参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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２ 経費の節減 

（１）業務方法の見直し及び事務の効率化

を行い、経費の節減に努めること。 

 

 

 

２ 経費の節減 

（１）質が高く効率的な業務運営を確保し、

組織における資源を有効に活用するた

め、業務の外部委託（アウトソーシン

グ）を適切に活用する。 

 

 

２ 経費の節減 

（１）質が高く効率的な業務運営を確保し、

組織における資源を有効に活用するた

め、業務の外部委託（アウトソーシン

グ）を適切に活用する。 

 

 

２ 経費の節減 

【業務の外部委託の活用】#14 

○ 債権管理及び経営指標作成における機構貸付先事業報告書の決算データ等入力作

業において、外部委託を活用した。 

 

○ 長寿・子育て・障害者基金事業における平成１９年度の特別分・地方分助成事業に

かかる完了報告書の処理について、迅速化を図るため、事務の一部（提出書類の点検、

検算及び要望書のコピー）を外部委託した。 

 

 

（２）契約については、原則として一般競

争入札等によるものとし、以下の取組

により、随意契約の適正化を推進する

こと。 

① 「随意契約見直し計画」に基づく

取組を着実に実施するとともに、そ

の取組状況を公表すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 一般競争入札等により契約を行う

場合であっても、特に企画競争や公

募を行う場合には、競争性、透明性

が十分確保される方法により実施す

ること。 

 

 

③ 監事及び会計監査人による監査に

おいて、入札・契約の適正な実施に

ついて徹底的なチェックを受けるこ

 

（２）契約については、原則として一般競

争入札等によるものとし、以下の取組

により、随意契約の適正化を推進する。

 

① 「随意契約見直し計画」に基づく

取組を着実に実施するとともに、そ

の取組状況を公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 一般競争入札等により契約を行う

場合であっても、特に企画競争や公

募を行う場合には、競争性、透明性

が十分確保される方法により実施す

る。 

 

 

③ 監事及び会計監査人による監査に

おいて、入札・契約の適正な実施に

ついて徹底的なチェックを受ける。 

 

（２）契約については、原則として一般競

争入札等によるものとし、以下の取組

により、随意契約の適正化を推進する。

 

① 「随意契約見直し計画」に基づく

取組を着実に実施するとともに、そ

の取組状況を公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 一般競争入札等により契約を行う

場合であっても、特に企画競争や公

募を行う場合には、競争性、透明性

が十分確保される方法により実施す

る。 

 

 

③ 監事及び会計監査人による監査に

おいて、入札・契約の適正な実施に

ついて徹底的なチェックを受ける。

 

 

 

 

 

【随意契約の適正化】#15 

○ 「随意契約見直し計画」に基づく取組状況については、以下のとおり。 

また、取組状況については、平成２０年７月、機構ホームページに「平成１９年度

における随意契約見直し計画のフォローアップ」として公表を行った。 

（単位：件、億円）

区  分 

平成１８年度実績

（参考） 
平成１９年度実績 平成２０年度実績 

見直し計画 

（参考） 

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 

競争入札等 
（27.6％） （9.0％） （42.1％） （16.7％） （47.4％） （34.3％） （32.9％） （14.1％）

21 2.8 40 5.0 37 15.8 25 4.3

企画競争・公募 
（1.3％） （1.2％） （5.3％） （2.6％） （24.4％） （11.7％） （59.2％） （84.2％）

1 0.4 5 0.8 19 5.4 45 25.8

競争性のある契約

（小計） 

（28.9％） （10.2％） （47.4％） （19.3％） （71.8％） （46.0％） （92.1％） （98.3％）

22 3.1 45 5.8 56 21.1 70 30.1

競争性のない （71.1％） （89.8％） （52.6％） （80.7％） （28.2％） （54.0％） （7.9％） （1.7％）

随意契約 54 27.5 50 24.4 22 24.8 6 0.5

合  計 
（100％） （100％） （100％） （100％） （100％） （100％） （100％） （100％）

76 30.6 95 30.2 78 46.0  76 30.6

＜添付資料：9＞

 

○ 企画競争・公募を行う場合は、競争性や透明性が十分確保できるよう、一般競争に

準じ 低１０日間の公示期間を確保のうえホームページ上で公示を行い、企画競争に

ついては、契約審査会において契約方式や企画書等の評価結果の妥当性について審査

を行った。 

また、更に競争性及び透明性を確保する観点から、企画競争及び公募に係る「調達

マニュアル」の整備を行った。 

 

○ 契約に係る第三者による監視強化の観点から、契約審査会にオブザーバーとして監

事の出席が可能となるよう同審査会運営要領の改正を行い、監事のチェックを受け

た。 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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と。 

 

  また、整理合理化計画に示された入札・契約の状況に関して、各契約方式（一般

競争、企画競争、公募及び随契）の実施状況及び随意契約見直し計画の進捗状況等

について監事の監査を受けた。 

（参考） 

「独立行政法人整理合理化計画」（平成１９年１２月２４日閣議決定）等において、

独立行政法人の随意契約に関して「会計監査人の監査において厳正な（又は徹底的な）

チェック」の要請がなされたことに対し、日本公認会計士協会より、平成２０年２月

１３日付「独立行政法人の随意契約について」において「監査法人は、財務諸表監査

の枠内で実施できることについて既に厳正に対応しているところであり、入札・契約

のそもそもの適正性や法人運営における資金の無駄遣いについて、直接的に会計監査

チェックや判断をすることは、財務諸表監査の性質から範囲を超えるものである」と

の見解が示された。 

 

 

（３）一般管理費、人件費及び業務経費（退

職手当金、承継年金住宅融資等債権管

理回収業務に係る金融機関及び債権回

収会社への業務委託費及び抵当権移転

登記経費並びに承継教育資金貸付けあ

っせん業務に係る経費を除く。）につ

いては、効率的な利用に努め、中期目

標期間の 終事業年度において、平成

１９年度予算と比べて１５.５%程度

の額を節減すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人件費については、「簡素で効率的

な政府を実現するための行政改革の推

進に関する法律」（平成１８年法律第

４７号）に基づき、平成１８年度以降

の５年間で、平成１７年度を基準（た

 

（３）毎年度、業務方法等を点検し、業務

方法の改善等を行うことにより、事務

の効率化を推進する。 

 

 

 

（３）業務方法等を点検し、業務方法の改

善等を行うことにより、事務の効率化

を推進する。 

 

 

 

【業務方法の改善等による事務効率化】#16 

○ 事業報告書電子報告システムの導入により、決算等の機構貸付先事業報告書データ

の電子送信の試行を行った。（平成２０年６月から実施） 

 

○ 回収業務における事務効率化を進めるため、口座振替導入の準備（契約金融機関対

応、関係部署との調整など）を行った。（平成２１年４月から実施） 

 

○ 利用者負担の軽減の観点から、融資の申込書類に関する不備・不足調査に基づく改

訂や契約に関する事務手続き、関係書類の再評価を行い、簡素化などにより効率化を

図った。（平成２０年４月から実施） 

 

○ 事業報告書電子報告システムに連動可能な、「経営参考指標」作成システムを稼働

した。（平成２０年６月から実施） 

 

 

（４）一般管理費、人件費及び業務経費（退

職手当金、承継年金住宅融資等債権管

理回収業務に係る金融機関及び債権回

収会社への業務委託費及び抵当権移転

登記経費並びに承継教育資金貸付けあ

っせん業務に係る経費を除く。）につ

いては、効率的な利用に努め、中期目

標期間の 終事業年度において、平成

１９年度予算と比べて１５.５%程度

の額を節減する。 

 

人件費については、「簡素で効率的

な政府を実現するための行政改革の推

進に関する法律」（平成１８年法律第

４７号）に基づき、平成１８年度以降

の５年間で、平成１７年度を基準（た

 

（４）一般管理費、人件費及び業務経費（退

職手当金、承継年金住宅融資等債権管

理回収業務に係る金融機関及び債権回

収会社への業務委託費並びに抵当権移

転登記経費並びに承継教育資金貸付け

あっせん業務に係る経費を除く。）に

ついては、経費節減に関する中期目標

の達成を念頭に置きつつ、効率的な利

用に努める。 

 

 

「簡素で効率的な政府を実現するた

めの行政改革の推進に関する法律」

（平成１８年法律第４７号）及び経済

財政運営と構造改革に関する基本方針

２００６（平成１８年７月７日閣議決

 

【一般管理費等の節減】#17 

○ 平成２０年度においては、平成１９年度予算と比べて３．１％縮減した予算を策定

し、節減に取り組んでいる。 

（単位：百万円、％）

＜添付資料：10＞

 

【人件費の削減】#18 

○ 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８

年法律第４７号）等に基づく削減目標を確実に達成するため、業務の効率化等により

常勤職員数を抑制し、平成１７年度を基準（平成１８年度に承継した年金住宅融資等

債権管理回収業務及び教育資金貸付けあっせん業務に係る2勘定については平成１８

区 分 
平成19年度 

（予算） 

平成20年度 

（予算） 

平成20年度 

（実績） 

金  額 6,319 6,123 5,768

節 減 率 － ▲3.1% ▲8.7％



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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だし、平成１８年度に承継された年金

住宅融資等債権管理回収業務及び教育

資金貸付けあっせん業務に係る２勘定

については、平成１８年４月１日に在

職する人員及びこれを前提として支払

われるべき人件費を基準）として５％

以上を削減すること。 

さらに、経済財政運営と構造改革に

関する基本方針２００６（平成１８年

７月７日閣議決定）に基づき、国家公

務員の改革を踏まえ、人件費改革を平

成２３年度まで継続すること。 

併せて、機構の給与水準について、

以下のような観点からの検証を行い、

その検証結果や取組状況については公

表するものとすること。 

 

 

 

① 職員の在職地域や学歴構成等の要

因を考慮してもなお国家公務員の給

与水準を上回っていないか。 

② 職員に占める管理職割合が高いな

ど、給与水準が高い原因について、

是正の余地はないか。 

③ 国からの財政支出の大きさ、累積

欠損の存在、類似の業務を行ってい

る民間事業者の給与水準等に照ら

し、現状の給与水準が適切かどうか

十分な説明ができるか。 

④ その他、給与水準についての説明

が十分に国民の理解の得られるもの

となっているか。 

だし、平成１８年度に承継された年金

住宅融資等債権管理回収業務及び教育

資金貸付けあっせん業務に係る２勘定

については、平成１８年4月1日に在職

する人員及びこれを前提として支払わ

れるべき人件費を基準）として５％以

上を削減する。 

さらに、経済財政運営と構造改革に

関する基本方針２００６（平成１８年

７月７日閣議決定）に基づき、国家公

務員の改革を踏まえ、人件費改革を平

成２３年度まで継続する。 

併せて、機構の給与水準について、

以下のような観点からの検証を行い、

これを維持する合理的な理由がない場

合には必要な措置を講ずることによ

り、給与水準の適正化に速やかに取り

組むとともに、その検証結果や取組状

況については公表するものとする。 

① 職員の在職地域や学歴構成等の要

因を考慮してもなお国家公務員の給

与水準を上回っていないか。 

② 職員に占める管理職割合が高いな

ど、給与水準が高い原因について、

是正の余地はないか。 

③ 国からの財政支出の大きさ、累積

欠損の存在、類似の業務を行ってい

る民間事業者の給与水準等に照ら

し、現状の給与水準が適切かどうか

十分な説明ができるか。 

④ その他、給与水準についての説明

が十分に国民の理解の得られるもの

となっているか。 

定）を確実に実行するため、常勤職員

数を抑制し、人件費削減に取り組む。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

併せて、機構の給与水準について、

その妥当性に係る検証結果や適正化に

向けた取組状況を公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度実績額を基準）として中期計画における人件費削減目標（５％）を上回る人件費

削減（１４．６%）を実施した。 

また、機構の給与水準の適切性に係る検証を行うとともに、その結果と今後講ずる

措置を機構ホームページ上で公表した。 

＜添付資料：10・11＞
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ａ 評価項目 ４ 評  定 A 

  

随意契約の適正化については、「随意契約見直し計画」に基づく取

組を着実に実施し、契約については、原則一般競争入札等とし、随意

契約の適正化を図り、取組状況を機構ホームページで公表した。（随

意契約件数：平成１８年度７１％⇒平成２０年度２８％） 

一般管理費等の節減については、一般競争入札の促進、再リースの

活用等により、平成２０年度予算（平成１９年度予算と比べて３．１

％縮減）の縮減幅を上回る８．７％の額を節減することができた。 

また、人件費の削減については、組織のスリム化、常勤職員数の抑

制により、平成１７年度との比較で１４．６％削減するとともに、機

構の給与水準の適切性に係る検証し、その結果と今後講ずる措置を機

構ホームページ上で公表した。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

一般管理費の節減については、平成１９年度予算比３．１％の縮減

幅を上回る８．７％を節減している。また、人件費については、組織

のスリム化、常勤職員の抑制により平成１７年度比較で１４．６%の

節減が図られている。 

また、随意契約の適正化については、平成１９年度に策定した「随

意契約見直し計画」に基づき一般競争入札への着実な移行が実施され

ている。 

以上のように、経費の節減については、随意契約の適正化を着実に

実施するとともに、一般管理費等について予算の縮減幅を上回る節減

を実施しており、中期計画を上回る実績をあげていると評価する。 

なお、今後とも、経費削減への継続的な努力や一般競争入札のさら

なる導入等により、引き続き、業務の効率性・経済性を向上させてい

くことを期待する。 

 

（各委員の評定理由） 

○ 一般管理費について、平成 19 年度予算比 3.1％の縮減幅を上回る

8.7％を節減している。 

○ 人件費の削減について、職員の昇給停止及び組織のスリム化等によ

り経費節減が図られていると評価する。 

 （平成 17 年度に比して 18 年度△7.9%→20 年度△14.6%）） 

○ 随意契約の適正化により、競争性のない契約が大幅に減少してい

る。（随意契約件数 18 年度 71.1%→20 年度 28.2%） 

○ 契約業務の透明性がより図られている。 

   

（その他の意見） 

○ 国家公務員の給与に比べ高額な理由の説明が十分でない。 

○ 理事数は適切か。（一方、「事業内容が８事業と多岐に渡るため理

事数は妥当」との意見あり）  

○ 人件費、一般管理費の節減の経営努力を認めるが、職員のモチベ

ーション維持に不安が残る。 

 

［数値目標］ 

① 一般管理費等については、中期目標期間の 終事業年度において、

平成１９年度予算と比べて１５.５%程度の額を節減する。 

 

 

 

② 人件費については、平成１７年度を基準（ただし、平成１８年度

に承継された年金住宅融資等債権管理回収業務及び教育資金貸付け

あっせん業務に係る２勘定については、平成１８年4月1日に在職す

る人員及びこれを前提として支払われるべき人件費を基準）として

５％以上を削減する。 

 

 

 

① 一般管理費等については、一般競争入札の促進、再リースの活用

等により、平成２０年度予算（平成１９年度予算と比べて３．１％

縮減）の縮減幅を上回る８．７％の額を節減することができた。 

※ 業務実績Ｐ14【一般管理費等の節減】＃17参照 

 

② 組織のスリム化、常勤職員数の抑制により、平成１７年度との比

較で１４．６％削減した。 

※ 業務実績Ｐ14【人件費の削減】＃18参照 

 

 

［評価の視点］ 

○ 業務の外部委託（アウトソーシング）を適切に活用するなど、経

費を節減しているか。 

 

 

 

○ 随意契約の適正化について、中期計画に示したとおり適切に行わ

れているか。（政・独委評価の視点事項と同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・ データ入力、提出書類の点検等の業務の一部について、外部委託

（アウトソーシング）を有効に活用し、事務の効率化を図った。 

※ 業務実績Ｐ13【業務の外部委託の活用】＃14参照 

 

実績：○ 

・ 随意契約見直し計画に基づき、順次一般競争入札等に移行を行っ

た結果、競争性のある契約は次のとおり増加しており、同計画を着

実に実施した。 

【競争性のある契約（一般競争、企画競争、公募）】 

・１９年度⇒４５件（４７．４％）、 ５．８億円（１９．３％）

・２０年度⇒５６件（７１．８％）、２１．１億円（４６．０％）

◇（  ）内は各年度の全体に占める割合 

なお、競争性のない随意契約についても、件数ベースでは、５０

件（１９年度）から２２件（２０年度）に半減しており、同計画を

着実に実施したことを示している。金額ベースでは、２４．４億円
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■ 契約方式等、契約に係る規程類について、整備内容や運用の適切

性等、必要な評価が行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 契約事務手続に係る執行体制や審査体制について、整備・執行等

の適切性等、必要な評価が行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

 

 

 

 

 

（１９年度）から２４．８億円（２０年度）に０．４億円増加して

いる。 

これは、業務・システム 適化によるＷＡＭ ＮＥＴシステムの見

直しにあたり、新システム稼働までの間、経費節減を目的として、

現行システムの運用保守契約を単年度契約から複数年度契約に変更

したことにより、契約金額が４．２億円増加したことが主な要因と

なっており、実質的には競争性のない随意契約の金額は減少してい

る。 

【競争性のない随意契約】 

・１９年度⇒５０件（５２．６％）、２４．４億円（８０．７％）

・２０年度⇒２２件（２８．２％）、２４．８億円（５４．０％）

◇（  ）内は各年度の全体に占める割合 

※ 業務実績Ｐ13【随意契約の適正化】＃15参照 

 

実績：○ 

・ 契約方式等に係る規程類については、「独立行政法人における契

約の適正化（依頼）」（平成２０年１１月１４日総務省行政管理局

長事務連絡）において講ずることとされている措置を踏まえ、次の

とおり会計規程等の改正等を行った。 

なお、同事務連絡の下記以外の事項については、既に措置済みで

ある。 

① 平成２０年度において会計規程施行細則を改正し、公告期

間・公告方法等を国の規定（「予算決算及び会計令」第７４条）

と同様の内容とした。 

② 平成２０年度において会計規程施行細則を改正し、随意契約

要件を「事業経営上特に必要があると認めたとき」と定めてい

た包括的契約条項及び「公共事業を目的とする法人」と定めて

いた随意契約条項を削除した。 

③ 平成２０年度において会計規程等を改正し、総合評価方式及

び複数年度契約に関する規定を定めた。 

（「会計法」第２９条の６第２項（落札方式）、同法第２９条の

１２（長期継続契約）、「予算決算及び会計令」第１０２条の

２（長期継続契約ができるもの）及び他の独利行政法人の複数

年度契約に係る例を参考とした。） 

④ 平成２０年度において、「総合評価落札方式による調達マニ

ュアル」及び「企画競争・公募による調達マニュアル」を策定

した。 

 

実績：○ 

・ 当機構では、契約に係る適正性及び透明性を十分確保する観点か

ら、少額随意契約以外の契約については、契約担当部門の審査以外

に、「契約審査会」（内部役員及び職員を構成メンバーとする審査

機関）において契約方式の妥当性や総合評価・企画競争に係る評価

結果の適正性等について審議を行うこととしている。 

また、契約審査会における第三者による監視強化の観点から、同

審査会に監事の出席を求め、そのチェックを受けることとした。 
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■ 個々の契約について、競争性・透明性の確保の観点から、必要な

検証・評価が行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 業務方法をどのように改善し、事務の効率化を図っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 一般管理費等の経費の節減については、中期目標を達成している

か。 

   

 

○ 人件費の削減については、中期目標を達成しているか。 

 

 

○ 機構の給与水準について、中期目標に示されたとおり、適切に取

組んでいるか。 

 

 

 

■ 国家公務員と比べて給与水準の高い法人について、以下のような

観点から厳格なチェックが行われているか。（政・独委評価の視点） 

● 給与水準の高い理由及び講ずる措置（法人の設定する目標水準を

含む）についての法人の説明が、国民に対して納得の得られるも

（参考） 

少額随意契約の基準額は次のとおり。（国と同様の基準である。）

工事及び物品の製造⇒予定価格が２５０万円を超えないもの 

財産の買入⇒予定価格が１６０万円を超えないもの 

物件の借入⇒予定価格が８０万円を超えないもの 

上記以外⇒予定価格が１００万円を超えないもの 

 

実績：○ 

・ 当機構では、契約に係る適正性及び透明性を十分確保する観点か

ら、少額随意契約以外の契約については、契約担当部門の審査以外

に、「契約審査会」（内部役員及び職員を構成メンバーとする審査

機関）において契約方式の妥当性や総合評価・企画競争に係る評価

結果の適正性等について審議を行うこととした。 

また、契約審査会における第三者による監視強化の観点から、同

審査会に監事の出席を求め、そのチェックを受けることとした。 

 

・ 更に、平成２０年度は、定例監事監査において随契見直し計画の

進捗状況、規程類の整備状況及び契約方式別の落札率の状況などに

ついて監査を受け、各契約方式（一般競争、企画競争、公募、随意

契約）の個別契約の処理・手続きの適正性についても随時監査を受

けた。 

 

実績：○ 

・ 事業報告書電子報告システムの導入、福祉医療貸付事業における

口座振替導入の準備、融資の申込書類の簡素化等、業務方法の改善

等を行うことにより、利用者負担の軽減を図るとともに、機構の事

務の効率化を推進した。 

※ 業務実績Ｐ14【業務方法の改善等による事務効率化】＃16

参照 

 

実績：○ 

・ 上記【数値目標①】のとおり節減することができた。 

 

 

実績：○  

・ 上記【数値目標②】のとおり節減することができた。 

 

実績：○  

・ 機構の給与水準の適切性に係る検証を行うとともに、その結果と

今後講ずる措置を機構ホームページ上で公表した。 

※ 業務実績Ｐ14【人件費の削減】＃18参照 

 

実績：○ 

１ 給与水準の状況 

◎指数の状況 

対国家公務員  １１９．６ 
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のとなっているか。 

● 法人の給与水準自体が社会的な理解の得られる水準となってい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■  国の財政支出割合の大きい法人及び累積欠損金のある法人につい

て、国の財政支出規模や累積欠損の状況を踏まえた給与水準の適切

性に関する法人の検証状況をチェックしているか。（政・独委評価

の視点） 

 

■ 取組開始からの経過年数に応じ取組が順調であるかどうかについ

て、法人の取組の適切性について検証が行われているか。また、今

後、削減目標の達成に向け法人の取組を促すものとなっているか。

（政・独委評価の視点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域勘案    １０７．１ 

学歴勘案    １１６．６ 

地域・学歴勘案 １０４．５ 

 

◎国に比べて給与水準が高くなっている定量的な理由 

① 民間の金融部門における給与実態を勘案していること 

当機構は、福祉医療分野における政策金融を事業の中核とし

て行っており、金融に関する専門性を有する公庫等の給与実態

や民間における金融部門の給与実態を勘案しながら、必要な人

材が確保できる水準としている。 

② 管理職比率が高いこと 

当機構は、特殊法人改革等の流れの中で、他組織からの事業

承継が断続的に行われており、従来から実施してきた福祉医療

貸付事業等の６事業に加え、年金担保貸付事業等を他組織から

承継し、現在、８事業１業務と多種多様な事業を行っており、

事業承継の過程において、各事業毎に担当部署を設け、結果的

に、全体の管理監督者の比率が国家公務員と比較して高い傾向

にあること。 

③ 在勤地が大都市圏であること 

比較対象となる国家公務員の平均給与は全国平均であるが、

機構の在勤地は大都市圏（東京都特別区及び大阪市）であるこ

と。（職員の割合：東京都特別区８８．９％、大阪市１１．１

％） 

 

◎給与水準の適切性の検証 

① 国からの財政支出について 

平成２０年度支出予算の総額２１１，１６４百万円に対し国

からの財政支出額は４０，５８２百万円（支出予算の総額に占

める国からの財政支出の割合：１９．２％）であり、その内訳

は、運営費交付金４，２８１百万円、退職手当共済事業に係る

給付費補助金２６，５３７百万円、福祉・医療貸付事業に係る

利子補給金９，７６４百万円となっている。 

運営費交付金のうち給与、報酬等支給総額は２，０７６百万

円（支出総額に占める割合：１．０％）であり、国からの財政

支出を増加させる要因とはなっていない。 

② 累積欠損額 

平成１９年度決算において累積欠損額は発生していない。 

③ 法人の業績評価 

当機構は平成１９年度業務実績について、評価委員会の評価

において２０項目中19項目にＡ（中期目標を上回っている）評

価を受けている。なお、平成１６年度より導入した人事評価制

度による評価結果を賞与、昇給に反映させている。 

④ 支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合 

平成２０事業年度決算における支出総額２０９，５８１百万

円に対し給与、報酬等支給総額２，０７６百万円であり、その

割合は１．０％程度である。 
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⑤ 管理職の割合 

平成２１年度公表における事務・技術職員数２１７人のうち

管理職は４３人であり、その割合は１９．８％となっている。

上記措置により管理職の割合は減少傾向にあり、給与水準引

き下げの一要因となっている。 

⑥ 大卒以上の高学歴者の割合 

同２１７人のうち大卒以上の職員数は１８６人であり、その

割合は８５．７％となっている。 

 

◎講ずる措置 

○これまでに講じた措置 

・ 平成１６年度において全職員の昇給を停止 

・ 平成１７年１月に、国家公務員に先立って、職階と等級の明

確化及び昇給カーブの抑制を目的とした本俸基準表の引下げ

を実施（平均△５．３%） 

・ 平成１６～１９年度にかけて、組織のスリム化の推進（部長

△２、次長△１、課長△１、課長代理△８） 

・ 平成２０年度に課長ポストを更に４ポスト削減 

・ 年功的な給与処遇を改め、管理職の職務・職責を反映できる

よう管理職に対する役職手当を定率制から定額制に移行 

○今後講ずる措置 

上記措置を講じてきた結果、年齢・地域・学歴差を勘案した

国家公務員指数は逓減傾向にあるが、引き続き以下の取り組み

を実施することとしている。 

・ 給与水準の適正化に寄与すると考えられるポスト削減等の組

織のスリム化を着実に実施（平成２１年度は課長ポストを１ポ

スト削減） 

・ 特別都市手当（国の地域手当に相当）について、国は平成 

１８年度以降６％引き上げ、平成２２年度に１８％（東京都特

別区）の支給割合となる予定であるが、当機構は引き続き１２

％に据え置き、抑制を継続する。 

・ 国に新設された本府省業務調整手当に類似する手当は設けな

い。 

・ 以上の措置により、平成２２年度に見込まれる年齢・地域・

学歴差を勘案した対国家公務員指数は１０３．９ポイント程度

に見込まれるが、今後とも国家公務員の給与改定状況等を注視

しつつ、必要に応じた措置を適宜講じることにより、平成２４

年度（平成２５年度公表）における年齢・地域・学歴差を勘案

した対国家公務員指数を概ね１００ポイントとするよう努め

る。 

 

２ 総人件費の状況 

① 対前年度比における増減の要因について 

［給与、報酬等支給総額］ 

以下の要因により、平成２０年度における給与、報酬等支給

総額は対前年度比△３．１％となっている。 
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■ 法人の福利厚生費について、法人の事務・事業の公共性、業務運

営の効率性及び国民の信頼確保の観点から、必要な見直しが行われ

ているか。（政・独委評価の視点） 

 

 

 

・ ポスト削減等の組織のスリム化の実施 

・ 平成１９年度の退職者数が見込みを上回り、平成２０年４月

以降、新規職員採用を行ってもなお前年度と同数の人員を確保

できなかったことから、平成２０年度末における職員数は平成

１９年度末に比較して減少したこと。 

［ 広義人件費］ 

上記要因により給与、報酬等支給総額が減少していることに

加え、退職手当支給額について平成１９年度は平均勤続年数が

長い職員が退職した一方、平成２０年度は退職者数が例年より

少なかったことから、同支給額が大幅に減少している。結果と

して 広義人件費が対前年度比で７．１％減となっている。 

② 人件費削減の取組状況 

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関

する法律」（平成18年法律第47号）等に基づく削減目標を確

実に達成するため、業務の効率化等により常勤職員数を抑制し、

平成１７年度を基準（平成１８年度に承継した年金住宅融資等

債権管理回収業務及び教育資金貸付けあっせん業務に係る２勘

定については平成１８年度実績額を基準）として中期計画にお

ける人件費削減目標（５％）を上回る人件費削減（１４．６%）

を実施した。 

 

実績：○ 

１ レクリエーション経費 

レクリエーション経費の執行及び予算編成状況は以下の通りとな

っている。 

［平成２０年度支出］ 

公庫総合運動場共用経費 １，４４２，７８４円 

［平成21年度予算］ 

公庫総合運動場共用経費 １，０５０，０００円 

なお、当該施設については平成２１年６月をもって閉鎖してい

る。 

 

２ レクリエーション経費以外の福利厚生費（法定外福利費） 

当機構では、昨今の社会情勢に鑑み、レクリエーション経費以外

の福利厚生費（法定外福利費）について以下の見直しを行っている。

・ 厚生会（役職員親睦団体）助成費について、平成１９年度を限

りに廃止 

・ 厚生契約施設利用補助の廃止（平成２０年９月末） 

・ 30 年勤続した職員への旅行券の支給廃止（平成２０年１２月）

・ 昼食券の廃止（平成２１年１月末） 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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第４  業務の質の向上に関する事項 

 

通則法第２９条第２項第３号の国民に対

して提供するサービスその他の業務の質の

向上に関する事項は、次のとおりとする。 

 

 

第３  業務の質の向上に関する目標を達成

するためにとるべき措置 

通則法第３０条第２項第２号の国民に対

して提供するサービスその他の業務の質の

向上に関する事項は、次のとおりとする。 

 

 

第３  業務の質の向上に関する目標を達成

するためにとるべき措置 

 

 

 

 

 

第３  業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

 

 

 

 

１ 福祉医療貸付事業（福祉貸付事業） 

福祉貸付事業については、国の福祉政

策に即して民間の社会福祉施設等の整備

に対し長期・固定・低利の資金を提供す

ること等により、福祉、介護サービスを

安定的かつ効率的に提供する基盤整備に

資するため、以下の点に特に留意してそ

の適正な実施に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 福祉医療貸付事業（福祉貸付事業） 

福祉貸付事業については、国の福祉政

策に即して民間の社会福祉施設等の整備

に対し長期・固定・低利の資金を提供す

ること等により、福祉、介護サービスを

安定的かつ効率的に提供する基盤整備に

資するため、以下の点に特に留意してそ

の適正な実施に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 福祉医療貸付事業（福祉貸付事業） 

福祉貸付事業については、国の福祉政

策に即して民間の社会福祉施設等の整備

に対し長期・固定・低利の資金を提供す

ること等により、福祉、介護サービスを

安定的かつ効率的に提供する基盤整備に

資するため、以下の点に特に留意してそ

の適正な実施に努める。 

（参考） 

区 分 平成２０事業年度 

 

貸付契約額 

資金交付額 

千円

173,500,000

163,700,000
 

 

１ 福祉医療貸付事業（福祉貸付事業） 

福祉貸付事業については、国の福祉政策に即して民間の社会福祉施設等の整備に対し

長期・固定・低利の資金を提供すること等により、福祉、介護サービスを安定的かつ効

率的に提供する基盤整備に資するため、以下の点に特に留意してその適正な実施に努め

た。 

なお、当該事業に係る貸付契約額及び資金交付額の実績は次のとおりである。 

 

 

（実績） 

区  分 平成 20 事業年度 

 

貸 付 契 約 額 

資 金 交 付 額 

千円

103,347,800 

111,828,300 
 

 

（１）国の福祉政策における政策目標を着

実に推進するため、毎年度、国と協議

のうえ、当該年度における融資の基本

方針を定めた融資方針に基づき、政策

優先度に即して効果的かつ効率的な政

策融資を実施すること。 

 

 

 

（１）政策優先度に即して効果的かつ効率

的な政策融資を行うため、毎年度、国

と協議のうえ、当該年度における融資

の基本方針を定めた融資方針に基づ

き、福祉貸付事業を実施する。 

 

 

 

 

（１）政策優先度に即して効果的かつ効率

的な政策融資を行うため、利用者等へ

の融資方針の周知等に努め、当該融資

方針に基づいた事業を実施する。 

 

 

 

 

【福祉貸付事業の実績】#19 

○ 平成２０年度の福祉貸付事業における貸付審査の実績は、以下のとおりである。 

《貸付審査の実績》                     （単位：件、百万円）

施 設 の 種 類 
貸付審査の実績 

件 数 割 合 金 額 割 合 

老 人 福 祉 関 係 施 設 291 45.4% 75,976 78.2%

 うち特別養護老人ホーム 182 28.4% 64,014 65.9%

児 童 福 祉 関 係 施 設 218 34.0% 12,834 13.2%

 うち保育所 198 30.9% 11,313 11.6%

障 害 者 福 祉 関 係 施 設 127 19.8% 7,786 8.0%

そ の 他 5 0.8% 556 0.6%

計 641 100.0% 97,153 100.0%

※ 複数の施設を一体的に整備する場合、その件数は主たる施設をもって１件と計上

している。 

※ 制度改正及び物価高騰等に伴う経営資金５４件分を含んでいる。 

 

【福祉貸付事業における融資方針の策定】#20 

○ 平成２０年度の融資方針については、政策優先度に即して効果的かつ効率的な政策
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融資を行うため、国と協議のうえ策定し、機構のホームページにて公表するとともに、

平成２０年４月に開催した各都道府県市の実務担当者を対象とした説明会において、

融資方針等について説明し、市町村や社会福祉法人等への周知等を依頼した。 

また、当機構の主催するセミナーのほか、地方公共団体及び福祉関係団体の主催す

るセミナー等においても、融資方針などについての説明等を行った。 

 

○ 平成２１年度の融資方針についても、国と協議のうえ策定し、各都道府県市の実務

担当者を対象とした説明会を平成２１年３月に前倒しして開催して説明を行い、市町

村や社会福祉法人等への周知等を依頼した。 

＜添付資料：12＞

 

 

（２）政策融資の果たすべき役割を踏まえ、

国の要請等に基づき、災害復旧、制度

改正、金融環境の変化に伴う経営悪化

への対応に臨機応変に対応すること。 

 

 

 

 

（２）政策融資の果たすべき役割を踏まえ、

国の要請等に基づき、災害復旧、制度

改正、金融環境の変化に伴う経営悪化

への対応に臨機応変に対応する。 

特に、療養病床の再編を推進するた

め、医療貸付事業と連携し、転換の受

け皿となる施設の優先的整備を進め

る。 

 

 

 

（２）国の要請等に基づき、療養病床の再

編、障害者の就労支援、消防法施行令

改正に伴う消防用設備の整備等に係る

事業への融資を、優遇措置等を講じて

実施する。 

 

 

 

【福祉貸付事業に係る政策適合性】#21 

○ 療養病床の再編、障害者の就労支援、消防法施行令改正に伴う消防用設備の整備等

に係る事業への融資は、国の要請等に基づき、次のような優遇措置等を講じて実施し

た。 

また、特に療養病床の再編に係る整備事業については、整備に支障のないよう貸付

けに必要な予算額を十分に確保した。 

ａ 療養病床のケアハウス等への転換事業に対する融資率の引上げ及び貸付金利

の引下げ 

ｂ 障害者の就労支援事業の推進に係る貸付けの相手方に特定非営利活動法人を

追加及び融資率の引上げ 

ｃ 消防法施行令等改正に伴う障害者グループホーム等の改修事業に係る貸付け

の相手方に特定非営利活動法人を追加 

 

○ 平成２０年度前半の原油、食糧価格の高騰による経済情勢の変化に対応すべく、政

府・与党が打ち出した「安心実現のための緊急総合対策」（平成２０年８月２９日）

の一環として、物価高騰など経営環境等の変化により一時的に資金不足が生じている

社会福祉施設に対し、経営資金の融資条件に優遇措置（ 優遇金利の適用など）を講

じ、緊急融資を実施した。（実績：３０件、２９１百万円） 

また、併せて昨今の建設費の高騰にも対応すべく、基準事業費の弾力的な取扱いを

行った。（実績：４５件、２，１７０百万円増額） 

＜添付資料：13＞

 

○ 障害者自立支援法の施行に伴い平成１８年度から実施している経営資金（つなぎ資

金）について、引き続き、融資を実施した。 

（実績：平成２０年度２４件、１５８百万円、累計２３４件、２，７８９百万円） 

 

○ 地域密着型サービスに対する融資 

介護保険制度改革に伴い平成１８年度から創設された「地域密着型サービス」に対

する平成２０年度の貸付審査の実績は、以下のとおりである。 
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《貸付審査の実績》 

施 設 種 類 貸 付 審 査 件 数 

特別養護老人ホーム（29名以下） 76件

ケアハウス（29名以下） 5件

小規模多機能型居宅介護事業所 49件

認知症グループホーム 37件

認知症デイサービスセンター 18件

計 185件

 

○ 補助金等が交付された施設に対する融資 

国及び地方公共団体の福祉政策と密接に連携し、福祉・介護サービスを安定的かつ

効率的に提供するための基盤整備を着実に支援するため、国及び地方公共団体等の補

助金・交付金等の対象事業として採択された事業に対し、重点的融資を行った。 

また、補助金等が交付されなかった事業であっても、地方公共団体が緊急性や政策

上の必要性を認めたものについては融資を行った。 

なお、平成２０年度の機構融資（５８７件：制度改正及び物価高騰等に伴う経営資

金を除く。）の８８．９％（５２２件）が交付金等の補助金が交付された施設に対す

る融資となっている。 

《貸付審査の実績》 

施 設 の 種 類 
貸付審査の実績 

（経営資金を除く） 

うち交付金等の補助金 

が交付された施設整備 

老 人 福 祉 関 係 施 設 271件 237件

児 童 福 祉 関 係 施 設 215件 204件

障 害 者 福 祉 関 係 施 設 97件 78件

そ  の  他 4件 3件

計 587件 522件
 

 

（３）政策融資の果たすべき役割を踏まえ、

事業者の施設整備等に関する相談等を

適切に実施することにより、利用者サ

ービスの向上を図ること。 

 

 

 

 

 

（３）利用者サービスの向上を図るため、

福祉施設の整備の融資相談等を充実す

る。 

 

 

 

 

 

 

（３）事業者に対する融資内容の積極的周

知や個別融資相談の積極的実施、さら

にわかり易い諸手引き等の作成・提供

などを行い、利用者サービスの向上を

図る。 

また、国の政策目標に即した施設整

備への支援などを行うための情報収

集・提供を行う。 

 

 

【利用者サービスの向上】#22 

○ 補助金等の内示を受けた法人に対し機構の融資制度の案内を送付するとともに、当

機構、地方公共団体及び福祉関係団体が主催するセミナー等において個別融資相談を

実施するなど、利用者サービスの向上を図った。 

また、保育所の整備に係る借入申込については、政策優先度が高いことや貸付リス

クが低いことなどから、借入申込書類等の大幅な減量化を図り、事務手続きの迅速化

を行った。 

 

 

（４）民業補完の推進の観点から、福祉貸

付における協調融資制度を充実し、制

度の適切な運用に努めること。 

 

（４）協調融資制度の対象を福祉貸付の全

対象施設等に拡大するなど制度を充実

させるとともに周知を図り、制度の適

 

（４）協調融資制度の対象範囲を福祉貸付

全体に拡大するとともに、制度につい

ての周知等を行う。 

 

【協調融資制度の充実】#23 

○ 平成１９年度以前の協調融資制度の対象範囲は、特別養護老人ホーム等の介護保険

関係施設等に限定されていたが、平成２０年度から福祉貸付全体に拡大し、制度の充



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
 

- 25 - 
 

 切な運用を行う。 

 

 実を図った。 

 

○ 協調融資制度の周知を図るため、行政担当者説明会における制度説明や新たに作成

した協調融資制度に関するパンフレットを市町村や補助金等の内示を受けた法人等

へ配布するなど制度周知を図った。 

 

○ 覚書締結金融機関の拡大を図るため、代理貸付の受託金融機関等への覚書締結の案

内などを行い、平成１９年度末の２１２機関から、平成２０年度末現在で２４４機関

まで拡大し、制度利用者が速やかに民間資金を活用できるよう整備を進めた。 

＜添付資料：14＞

 

 

（５）審査業務及び資金交付業務について

利用者サービスの向上を図ること。 

 

 

 

 

 

 

（５）審査業務については特殊異例な案件

を除き、借入申込み受理から貸付内定

通知までの平均処理期間を７５日以内

とする。 

 

また、資金交付業務については、請

求内容の不備が著しいもの等を除き、

請求後１５営業日以内に行う。 

 

 

（５）中期計画に定められた審査業務及び

資金交付業務に係る処理期間の順守に

努め、利用者サービスの向上を図る。

 

 

 

 

 

 

【審査・資金交付業務の事務処理期間短縮】#24 

○ 審査業務に係る処理期間について、平成２０年度においては、特殊異例な案件を除

いた平均処理期間が３５日となっており、中期計画に定められた処理期間（７５日以

内）を順守することができた。 

 

○ また、資金交付業務に係る処理期間についても、平成２０年度においては、資金交

付した１，２２１件全てについて、請求後１５営業日以内に資金交付を行うことがで

きた。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ａ 評価項目 ５ 評  定 A 

  

国の福祉政策における政策目標を着実に推進するため、政策融資の

果たすべき役割を踏まえつつ、政策効果の高い事業等を優先的に融資

することができた。 

特に、政府・与党が打ち出した「安心実現のための緊急総合対策」

の一環として、物価高騰など経営環境等の変化により一時的に資金不

足が生じている社会福祉施設に対し、経営資金の融資条件に優遇措置

（ 優遇金利の適用など）を講じ、緊急融資を実施した。（実績： 

３０件、２９１百万円） 

また、併せて昨今の建設費の高騰にも対応すべく、基準事業費の弾

力的な取扱いを行った。（実績：４５件、２，１７０百万円増額） 

協調融資制度については、平成２０年度から対象範囲を福祉貸付事

業全体に拡大し、制度の充実を図り、また、協調融資制度の積極的な

周知活動や覚書締結金融機関の拡大を実施することにより、制度利用

者が速やかに民間資金を活用できるよう整備を進めた。 

また、審査業務及び資金交付業務の迅速化については、いずれも中

期計画の目標値を上回る実績を上げ、利用者サービスの向上を図るこ

とができた。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

福祉貸付事業については、貸付審査実績の８８．９％が国及び地方

公共団体から補助金等が交付された施設整備への融資となっており、

政策融合性が高い水準にある。また、政策融資の果たすべき役割を踏

まえ、物価高騰など経営環境の悪化により一時的に資金不足が生じる

社会福祉施設に対し、緊急融資を実施している。さらに、協調融資制

度の対象範囲を拡大し、制度の充実を図るとともに、積極的な周知活

動や覚書締結金融機関の拡大を実施している。また、事務面では審査

及び資金交付業務の迅速化に努め、利用者サービスの向上が図られて

いる。 

以上のように、福祉医療貸付事業（福祉貸付事業）については、国

の福祉政策に沿った融資が効率的かつ効果的に行われており、中期計

画を上回る実績をあげていると評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

○ 審査・資金交付業務の迅速化が図られている。 

○ 事業の政策融合性が高い水準にある。 

○ 協調融資制度の対象を拡大している。 

○ 各細目について目標を上回る実績を達成している。 

 

（その他の意見） 

○ 設備投資の減少による融資件数の低下が認められるが、ハード面だ

けでなくソフト面への融資を積極的に進めていくと良いのではない

か。 

○ 老人福祉関係施設に対する融資減少の理由を分析する必要がある

のではないか。 

 

 

［数値目標］ 

① 審査業務については特殊異例な案件を除き、借入申込み受理から

貸付内定通知までの平均処理期間を７５日以内とする。 

 

 

 

 

② 資金交付業務については、請求内容の不備が著しいもの等を除き、

請求後１５営業日以内に行う。 

 

 

 

① 審査業務については、特殊異例な案件を除き、借入申込み受理か

ら貸付内定通知までの平均処理期間が３５日となり、中期計画を達

成した。 

※ 業務実績Ｐ25【審査・資金交付業務の事務処理期間短縮】＃

24参照 

 

② 資金交付業務については、１，２２１件全てについて、請求後 

１５営業日以内に資金交付を行い、中期計画を達成した。 

※ 業務実績Ｐ25【審査・資金交付業務の事務処理期間短縮】＃

24参照 

 

 

［評価の視点］ 

○ 毎年度、国と協議のうえ、当該年度における融資の基本方針を定

めた融資方針に基づき、政策優先度に即した効果的かつ効率的な政

策融資を実施しているか。 

 

 

 

 

 

 

○ 政策融資の果たすべき役割を踏まえ、国の要請等を受けて、政策

 

 

実績：○ 

・ 国及び地方公共団体の福祉政策と密接に連携し、平成２０年度の

機構融資（５８７件：制度改正及び物価高騰等に伴う経営資金を除

く。）の８８．９%（５２２件）が交付金等の補助金が交付された

施設に対する融資となり、政策優先度に即した効果的かつ効率的な

政策融資を実施することができた。 

※ 業務実績Ｐ22【福祉貸付事業の実績】＃19、【福祉貸付事

業における融資方針の策定】＃20参照 

 

実績：○ 
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融資として災害復旧、制度改正、金融環境の変化に伴う経営悪化等

への緊急措置に臨機応変に対応しているか。 

特に、療養病床の再編を推進するため、医療貸付事業と連携し、

転換の受け皿となる施設の優先的整備を進めているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 利用者サービスの向上を図るため、融資相談等を充実しているか。 

 

 

 

 

○ 協調融資制度の対象を拡大するなど制度の充実を図っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 協調融資制度の周知を図り、制度の適切な運用を行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 政策融資の果たすべき役割を踏まえ、次のとおり政策に沿った融

資条件の優遇措置を講じた。 

① 療養病床の転換事業に対する融資率の引上げ及び貸付金利の

引下げ  

② 障害者の就労支援事業の推進に係る貸付の相手方にＮＰＯ法

人の追加及び融資率の引上げ 

③ 消防法施行令等の改正に伴う障害者グループホームの改修事

業に係る貸付の相手方に特定非営利活動法人を追加 

※ 業務実績Ｐ23【福祉貸付事業に係る政策適合性】＃21参照

 

・ 政府・与党が打ち出した「安心実現のための緊急総合対策」の一

環として、物価高騰など経営環境等の変化により一時的に資金不足

が生じている社会福祉施設に対し、経営資金の融資条件に優遇措置

（ 優遇金利の適用など）を講じ、緊急融資を実施した。（実績：

３０件、２９１百万円） 

また、併せて昨今の建設費の高騰にも対応すべく、基準事業費の

弾力的な取扱いを行った。（実績：４５件、２，１７０百万円増額）

※ 業務実績Ｐ23【福祉貸付事業に係る政策適合性】＃21参照

 

・ 障害者自立支援法の施行に伴う経営資金（つなぎ資金）について

対応した。（実績：平成２０年度２４件､１５８百万円､累計２３４

件､２，７８９百万円） 

※ 業務実績Ｐ23【福祉貸付事業に係る政策適合性】＃21参照

 

実績：○ 

・ 都道府県等の主催する事業者向けの説明会等に職員を派遣して個

別相談会を開催するなどにより融資相談を実施した。 

※ 業務実績Ｐ24【利用者サービスの向上】＃22参照 

 

実績：○ 

・ 平成１９年度以前の協調融資制度の対象範囲は、特別養護老人ホ

ーム等の介護保険関係施設等に限定されていたが、平成２０年度か

ら福祉貸付全体に拡大し、制度の充実を図った。 

また、平成２０年度においては、新たに３２の金融機関と覚書を

締結し、制度利用者が速やかに民間資金を活用できるよう整備を進

めた。（覚書締結金融機関数は２４４機関） 

※ 業務実績Ｐ24【協調融資制度の充実】＃23参照 

 

実績：○ 

・ 協調融資制度の周知については、行政担当者説明会での説明や補

助内示先法人へのパンフレット配布等により実施した。 

また、平成２０年度から新たに対象となった児童・障害者福祉施

設等において２８件の協調融資制度の利用があり、これは制度周知

の効果が現れたものと考えている。 

※ 業務実績Ｐ24【協調融資制度の充実】＃23参照 
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○ 審査業務の平均処理期間については、特殊異例な案件を除き、中

期計画を達成しているか。 

 

○ 資金交付業務の平均処理期間については、請求内容の不備が著し

いもの等を除き、中期計画を達成しているか。 

実績：○ 

・ 上記【数値目標①】のとおり中期計画を達成した。 

 

実績：○ 

・ 上記【数値目標②】のとおり中期計画を達成した。 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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２ 福祉医療貸付事業（医療貸付事業） 

医療貸付事業については、国の医療政

策に即して民間の医療施設等の整備に対

し長期・固定・低利の資金を提供するこ

と等により、医療サービスを安定的かつ

効率的に提供する基盤整備に資するた

め、以下の点に特に留意してその適正な

実施に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 福祉医療貸付事業（医療貸付事業） 

医療貸付事業については、国の医療政

策に即して民間の医療施設等の整備に対

し長期・固定・低利の資金を提供するこ

と等により、医療サービスを安定的かつ

効率的に提供する基盤整備に資するた

め、以下の点に特に留意してその適正な

実施に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 福祉医療貸付事業（医療貸付事業） 

医療貸付事業については、国の医療政

策に即して民間の医療施設等の整備に対

し長期・固定・低利の資金を提供するこ

と等により、医療サービスを安定的かつ

効率的に提供する基盤整備に資するた

め、以下の点に特に留意してその適正な

実施に努める。 

（参考） 

区 分 平成２０事業年度 

 

貸付契約額 

資金交付額 

千円

176,600,000

170,100,000
 

 

２ 福祉医療貸付事業（医療貸付事業） 

医療貸付事業については、国の医療政策に即して民間の医療施設等の整備に対し長

期・固定・低利の資金を提供すること等により、医療サービスを安定的かつ効率的に提

供する基盤整備に資するため、以下の点に特に留意してその適正な実施に努めた。 

なお、当該事業に係る貸付契約額及び資金交付額の実績は次のとおりである。 

 

 

 

（実績） 

区  分 平成 20 事業年度 

 

貸 付 契 約 額 

資 金 交 付 額 

千円

54,219,800 

74,364,600 
 

 

（１）国の医療政策における政策目標を着

実に推進するため、国と協議のうえ、

中期目標期間中における融資の基本方

針を定めたガイドラインに基づき、政

策優先度に即して効果的かつ効率的な

政策融資を実施すること。 

ただし、当該ガイドラインの施行に

当たっては、制度の円滑な移行のため

十分な周知期間を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）政策優先度に即して効果的かつ効率

的な政策融資を行うため、国と協議の

うえ、中期目標期間中における融資の

基本方針を定めたガイドラインに基づ

き、医療貸付事業を実施する。 

ただし、当該ガイドラインの施行に

当たっては、制度の円滑な移行のため

十分な周知期間を設け適切に対応す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）医療貸付事業については、医療制度

改革に対応し医療施設の質的向上と効

率化を推進することにより、医療の政

策目標の推進に積極的に貢献する。 

また、平成２１年度からのガイドラ

インの施行に当たり、制度の円滑な移

行のための周知活動を実施する。 

なお、病院の機械購入資金、薬局、

衛生検査所、施術所、歯科技工所、疾

病予防運動施設及び温泉療養運動施設

の整備・運転に係る融資を廃止する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【医療貸付事業の実績】#25 

○ 平成２０年度の医療貸付事業における貸付審査の実績は、以下のとおりである。 

《貸付審査の実績》                     （単位：件、百万円）

施 設 の 種 類 
貸 付 審 査 の 実 績 

件 数 割 合 金 額 割 合 

病 院 49 30.2% 45,964 70.4%

診 療 所 81 50.0% 4,074 6.2%

介護老人保健施設 32 19.8% 15,271 23.4%

そ の 他 0 0% 0 0%

計 162 100.0% 65,309 100.0%

※ 件数とは施設件数である。 

※ 療養病床の再編成に伴う経営安定化資金を除く。 

※ 療養病床の転換支援策に係る運転資金融資を除く。 

※ 経営環境変化に伴う経営安定化資金を除く。 

 

【医療貸付事業におけるガイドラインの周知】#26 

○ 平成２１年４月から施行するガイドラインの円滑な実施に向け、医療関係団体の本

部（４箇所）、地方の支部等（２７箇所）及び都道府県、地方厚生局等（１９箇所）

に対してガイドラインの周知活動を実施した。 

＜添付資料：15＞

 

【融資対象の重点化】#27 

○ 平成２０年度から、病院の機械購入資金、薬局、衛生検査所、施術所、歯科技工所、

疾病予防運動施設及び温泉療養運動施設の整備・運転に係る融資を廃止した。 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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（２）政策融資の果たすべき役割を踏まえ、

国の要請等に基づき、災害復旧、制度

改正、金融環境の変化に伴う経営悪化

への対応に臨機応変に対応すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）政策融資の果たすべき役割を踏まえ、

国の要請等に基づき、災害復旧、制度

改正、金融環境の変化に伴う経営悪化

への対応に臨機応変に対応する。 

特に、療養病床の再編を推進するた

め、福祉貸付事業と連携し、転換の受

け皿となる施設の優先的整備を進め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）政策融資の果たすべき役割を踏まえ、

病院の長期運転資金を災害復旧、制度

改正、金融環境の変化に伴う緊急的な

ものに限定する。 

さらに、療養病床の再編を推進する

ため、療養病床転換に係る貸付条件の

優遇などの支援策を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【医療貸付事業に係る政策適合性】#28 

病院の病床不足地域及び診療所不足地域に対する融資 

○ 国民に良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保するため、病院の病床不

足地域及び診療所不足地域における施設整備に対し優遇金利を適用し、都道府県医療

計画に即した施設の整備を推進した。 

 

○ 平成２０年度における病院病床・診療所不足地域及び充足地域に対する貸付審査の

実績は、以下のとおりである。   

区 分 

病院病床・診療所不足地域 
病院病床・診療所

充足地域 計 

新築資金 甲種増改築資金 乙種増改築資金 

件 数 病床数 件 数 病床数 件 数 病床数 件 数 病床数

病 院 10件 1,434床 12件 2,405床 27件 5,269床 49件 9,108床

（割合） 20.4% 15.7% 24.5% 26.4% 55.1% 57.9% 100.0% 100.0%

診療所 67件 45床 8件 19床 6件 74床 81件 138床

（割合） 82.7％ 32.6% 9.9% 13.8% 7.4% 53.6% 100.0% 100.0%

計 77件 1,479床 20件 2,424床 33件 5,343床 130件 9,246床

中小規模病院に対する融資 

○ ２００床未満の中小規模病院は、大規模病院に比べ必ずしも経営資源が良好とは言

えず、資金調達に困難を伴う傾向があるため、これらの病院の施設整備に対する機構

融資については、通常より高い融資率（９０％）を適用し、医療の進歩に合わせた施

設の更新、病床不足地域における施設の整備が円滑に行われるようその支援を行っ

た。 

 

○ 平成２０年度における２００床未満の病院に対する貸付審査の実績は、以下のとお

りである。 

審査件数 

（平成20年度） 

200床未満の病院 

の審査件数 
割 合 

49件 35件 71.4％ 

 

臨床研修指定病院に対する融資 

○ 国の医療政策に即し、臨床研修指定病院の整備を推進するため、これらの施設整備

に対する機構融資については、通常より高い融資率（９０%）を適用し、整備の支援

を行った。 

 

○ 平成２０年度における臨床研修指定病院の貸付審査の実績は、以下のとおりであ

る。 

審査件数 

（平成20年度） 

臨床研修指定病院 

の審査件数 
割 合 

49件 8件 16.3％ 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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医療の機能分化の推進 

○ 平成１５年８月に厚生労働省が策定した「医療提供体制の改革ビジョン」に掲げら

れた施策の推進に貢献するため、医療の機能分化の観点から以下のとおり貸付審査を

行い、特定病院の整備促進に努めた。なお、平成２０年度における特定病院の審査件

数は３５件であり、全病院の審査件数４９件に対し、７１．４%を占めている。 

［特定病院の種類］ 

・地域医療支援病院 ・臨床研修指定病院 ・１００床以上の特殊診療機能（専

らがん、小児疾患、周産期疾患などの機能）を有する病院等 

 

【長期運転資金の限定及び運用】#29 

○ 政策融資の果たすべき役割を踏まえ、融資制度においては、平成２０年度から病院

の長期運転資金を災害復旧、制度改正、金融環境の変化に伴う緊急的なものに限定し

た。 

 

○ 一方、制度運用面においては、平成２０年度前半の原油、食糧価格の高騰による経

済情勢の変化に対応すべく、政府・与党が打ち出した「安心実現のための緊急総合対

策」（平成２０年８月２９日）の一環として、医療提供体制確保の観点から、医療機

関に対して、融資条件の優遇措置（ 優遇金利の適用など）を講じた物価高騰に伴う

経営安定化資金制度を設け、緊急融資を実施した。 

 

○ さらに、金融危機の影響による経済情勢の急激な悪化等による医療経営環境の状況

を踏まえ、平成２１年１月に「物価高騰に伴う経営安定化資金」を「経営環境変化に

伴う経営安定化資金」に改編し、金融環境の変化に伴う経済情勢の急激な悪化等によ

り資金繰りに困難を来している医療機関に対して審査を行った。 

（実績：１５１件、５，４３９百万円） 

＜添付資料：13＞

 

【療養病床の再編に向けた支援】#30 

○ 療養病床を介護老人保健施設に転換する場合、通常よりも高い融資率（９０%）を

適用する等、貸付条件を優遇した融資を実施し、転換を支援した。（実績：９件、５

７７床の療養病床を転換） 

 

○ 療養病床の再編成に伴い、一時的に資金繰りに困難を来たす病院等に対して、経営

安定化資金を交付した。（実績：２件、１５０百万円） 

＜添付資料：16＞

 

【物価高騰に伴う建設費高騰への対応】#31 

○ 平成２０年度前半の原油、食糧価格の高騰による経済情勢の変化に対応すべく、政

府・与党が打ち出した「安心実現のための緊急総合対策」（平成２０年８月２９日）

の一環として、建築資材の高騰等により医療機関の建設費が当初予定を上回る事態に

対応するため、標準建築単価の引上げ（１．３倍）を実施した。（実績：６１件、３，

２９４百万円） 

＜添付資料：13＞



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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（３）政策融資の果たすべき役割を踏まえ、

事業者の施設整備等に関する相談等を

適切に実施することにより、利用者サ

ービスの向上を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）利用者サービスの向上を図るため、

医療施設の整備の融資相談等を充実す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）受託金融機関への業務の指導を強化

する実務者研修の実施や、全国数か所

で融資相談会を開催するとともに、事

業計画検討中の者については、必要に

応じ、融資相談に出向くなど、融資相

談の充実を図り、利用者サービスの向

上に努める。 

さらに、経営環境の悪化に伴い、こ

れまでの融資制度を中心とした利用者

に対するサービスに加え、施設の整備

面や運営面に係る課題の解消策等の提

案を行う。 

 

 

【利用者サービスの向上】#32 

○ 借入申込前の利用者サービスの向上を図るため、平成２０年度後半及び平成２１年

度に医療施設・介護老人保健施設等の整備を予定している者を対象とした融資相談会

を全国７ブロックで計１４回開催した。（融資相談件数：１３０件） 

 

○ さらに、機構主催の経営セミナーの会場に融資相談窓口を設置して融資相談（実績

４４件）を行ったほか、個別に訪問融資相談を行った。（実績：２３件） 

 

○ また、県主催の療養病床転換に係る病院関係者向けの会議や医療関係団体主催の融

資制度説明会において個別融資相談を実施した。（実績：１１件） 

 

○ 受託金融機関への業務の指導を強化する実務者研修を実施した。（実績：２回、参

加１３３金融機関） 

 

○ 融資相談者からの「設計・建築」、「経営」等の相談に対して、専門的な提案を行

った。（実績：１０件） 

 

○ 医療関係団体等が主催する医療施設を対象とした総合展示会において、融資相談コ

ーナーを出展し、来場している医療関係者に対して融資制度説明や融資相談を行っ

た。（実績：２回） 

 

（４）審査業務及び資金交付業務について

利用者サービスの向上を図るととも

に、病院の機能や経営状況についての

第三者評価結果を融資審査に活用する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）審査業務については特殊異例な案件

を除き、借入申込み受理から貸付内定

通知までの平均処理期間を４５日以内

とするとともに、病院の機能や経営状

況についての第三者評価結果を融資審

査に活用する。 

また、資金交付業務については、請

求内容の不備が著しいもの等を除き、

請求後１５営業日以内に行う。 

 

 

 

（４）継続的な審査方針の見直し、事務の

合理化等により、審査期間に関する中

期計画を達成するため、審査業務の迅

速化に努めるとともに、第三者評価結

果を融資審査に活用する。 

また、資金交付時期に関する中期計

画を達成するため、資金交付業務の迅

速化に努める。 

 

 

 

 

【審査・資金交付業務の事務処理期間短縮】#33 

○ 審査業務に係る処理期間について、平成２０年度においては、特殊異例な案件を除

いた平均処理期間が３８日となっており、中期計画に定められた処理期間（４５日以

内）を順守することができた。 

 

○ また、資金交付業務に係る処理期間についても、平成２０年度においては、資金交

付した４７０件全てについて、請求後１５営業日以内に資金交付を行うことができ

た。 

 

【第三者評価結果の融資審査への活用】#34 

○ 平成１９年度から試行的に実施していた第三者評価結果の融資審査への活用につ

いては、平成２０年度においても引き続き実施している。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 A 評価項目 ６ 評  定 A 

  

平成２１年４月から施行するガイドラインの円滑実施に向け、医療

関係団体の本部等関係各所に周知するとともに、融資対象の重点化、

政策優先度の高い事業への融資拡大や貸付金利の引下げなど、国の政

策要請等を踏まえ、適切な見直しを行うことができた。 

また、政策融資の果たすべき役割を踏まえ、政府・与党が打ち出し

た「安心実現のための緊急総合対策」の一環として、物価高騰など経

営環境等の変化や金融危機の影響による経済情勢の急激な悪化等によ

り一時的に資金不足が生じている医療機関に対し、融資条件の優遇措

置（ 優遇金利の適用など）を講じた経営安定化資金制度を設け、緊

急融資を実施した。（実績：１５１件、５，４３９百万円） 

療養病床の再編については、貸付条件を優遇した融資の実施及び一

時的に資金繰りに困難を来たす病院等に対する経営安定化資金の融資

を実施することにより療養病床の転換を支援した。（実績１１件、 

５７７床の療養病床を転換） 

さらに、建築資材の高騰等により医療機関の建設費が当初予定を上

回る事態に対応するため、標準建築単価の引上げ（１．３倍）を実施

した。 

また、審査業務及び資金交付業務の迅速化に関しては、いずれも中

期計画の目標値を上回る実績を上げ、利用者サービスの向上を図るこ

とができた。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

医療貸付事業については、ガイドラインの円滑実施に向け、医療関

係団体の本部等関係各所に周知するとともに、融資対象の重点化、政

策優先度の高い事業への重点化など適切な見直しを行っている。ま

た、政策融資の果たすべき役割を踏まえ、物価高騰など経営環境の悪

化により一時的に資金不足が生じる医療機関に対し、緊急融資を実施

している。さらに、事務面では審査及び資金交付業務の迅速化に努め、

利用者サービスの向上が図られている。 

以上のように、福祉医療貸付事業（医療貸付事業）については、国

の医療政策に沿った融資が効率的かつ効果的に行われており、中期計

画を上回る実績をあげていると評価する。 

  

    

（各委員の評定理由） 

○ 政策転換、社会情勢の変化に臨機応変に対応している。 

○ 審査処理期間の短縮が図られている。 

○ 金額ベースでみると貸付審査状況は、平成 16 年度の約３割程度の

水準に低下しているが、政策と事業の適合性は満たしている。 

○ 病院融資のガイドラインを作成、政策融資を効率的に実行してい

る。 

○ 各細目について目標を上回る実績を達成している。 

 

（その他の意見） 

○ 医療経営状況の悪化に伴い、設備投資よりも人材確保や経営の合理

化などソフト面への融資、指導事業も推進されたい。 

○ 経営安定化資金等の支援をできるだけ早急に実施することを期待

する。 

 

 

 

［数値目標］ 

① 審査業務については特殊異例な案件を除き、借入申込み受理から

貸付内定通知までの平均処理期間を４５日以内とする。 

 

 

 

 

② 資金交付業務については、請求内容の不備が著しいもの等を除き、

請求後１５営業日以内に行う。 

 

 

 

① 審査業務については、特殊異例な案件を除き、借入申込み受理か

ら貸付内定通知までの平均処理期間が３８日となり、中期計画を達

成した。 

※ 業務実績Ｐ32【審査・資金交付業務の事務処理期間短縮】＃

33参照） 

 

② 資金交付業務については、４７０件全てについて、１５営業日以

内に資金交付を行い、中期計画を達成した。 

※ 業務実績Ｐ32【審査・資金交付業務の事務処理期間短縮】＃

33参照） 

 

 

［評価の視点］ 

○ 中期目標期間中における融資の基本方針を定めたガイドラインに

基づき、政策優先度に即した効果的かつ効率的な政策融資を実施し

ているか。 

 

 

 

○ 政策融資の果たすべき役割を踏まえ、国の要請等を受けて、政策

 

 

実績：○ 

・ 平成２１年４月から施行するガイドラインの円滑な実施に向け、

関係各所に対してガイドラインの周知活動を実施した。 

※ 業務実績Ｐ29【医療貸付事業におけるガイドラインの周知】

＃26参照） 

 

実績：○ 
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融資として災害復旧、制度改正、金融環境の変化に伴う経営悪化等

への緊急措置に臨機応変に対応しているか。 

特に、療養病床の再編を推進するため、福祉貸付事業と連携し、

転換の受け皿となる施設の優先的整備を進めているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 利用者サービスの向上を図るため、融資相談等を充実しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 審査業務の平均処理期間については、特殊異例な案件を除き、中

・ 政策融資の果たすべき役割を踏まえ、次のとおり政策に沿った融

資条件の優遇措置を講じた。 

① 政府・与党が打ち出した「安心実現のための緊急総合対策」

の一環として、物価高騰など経営環境等の変化や金融危機の影

響による経済情勢の急激な悪化等により一時的に資金不足が生

じている医療機関に対し、融資条件の優遇措置（ 優遇金利の

適用など）を講じた経営安定化資金制度を設け、緊急融資を実

施した。（実績：１５１件、５，４３９百万円） 

※ 業務実績Ｐ31【長期運転資金の限定及び運用】＃29参照 

 

② 療養病床の転換事業に対する融資率の引上げ及び貸付金利の

引下げ（実績：９件、５７７床の療養病床を転換） 

※ 業務実績Ｐ31【療養病床の再編に向けた支援】＃30参照 

 

③ 療養病床の再編成に伴い、一時的に資金繰りに困難を来たす

病院等に対して、経営安定化資金を実施（実績：２件、１５０

百万円） 

※ 業務実績Ｐ31【療養病床の再編に向けた支援】＃30参照 

 

④ 建築資材の高騰等による建設費の増加に対応するため標準建

築単価の引上げ（１．３倍）を実施 

※ 業務実績Ｐ31【物価高騰に伴う建設費高騰への対応】＃31

参照 

 

実績：○ 

・ 融資相談会については、平成２０年度に１４回開催し、１３０件

の相談があり、相談者の利便性の向上と相談業務の集中的実施によ

る機構業務の効率化に大きく貢献した。 

※ 業務実績Ｐ32【利用者サービスの向上】＃32参照 

 

・ 機構主催の経営セミナーの会場に融資相談の窓口を設置して４４

件の融資相談を実施したほか、個別に相談を希望する者に対する訪

問融資相談、県や医療関係団体が主催する説明会等でも融資相談を

実施することにより、利用者サービスの向上に努めた。 

※ 業務実績Ｐ32【利用者サービスの向上】＃32参照 

 

・ 代理貸付業務を委託している金融機関に対する「業務研修会」を

２回開催し、貸付条件改正の周知をするとともに業務指導を行った。

※ 業務実績Ｐ32【利用者サービスの向上】＃32参照 

 

・ 現場への経営アドバイスを積極的に行うべく、融資相談者からの

「設計・建築」、「経営」等の相談に対して、専門的な提案を行っ

た。 

※ 業務実績Ｐ32【利用者サービスの向上】＃32参照 

 

実績：○ 
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期計画を達成しているか。 

 

○ 資金交付業務の平均処理期間については、請求内容の不備が著し

いもの等を除き、中期計画を達成しているか。 

 

○ 病院の機能や経営状況についての第三者評価結果を融資審査に活

用しているか。 

 

・ 上記【数値目標①】ののとおり中期計画を達成した。 

 

実績：○ 

・ 上記【数値目標②】のとおり中期計画を達成した。 

 

実績：○ 

・ 第三者評価結果の融資審査への活用については、平成２０年度に

おいても引き続き実施している。 

※ 業務実績Ｐ32【第三者評価結果の融資審査への活用】＃34

参照 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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３ 福祉医療貸付事業（債権管理） 

（１）福祉医療貸付事業等の効率化 

① 政策金融改革の趣旨を踏まえ、融

資の重点化及び融資率の引き下げを

行い平成２４年度予算における福祉

医療貸付事業の新規融資額を平成１

７年度における同事業の新規融資額

の実績と比べて２０%程度縮減し、

併せて同事業における融資残高の縮

減に努めること。 

② 福祉医療貸付事業の金利につい

て、政策の変更、緊急措置等やむを

得ない事情により国が認めたものを

除き、現中期目標期間中の新規契約

分について利差益が確保されるよう

努めること。 

 

③ 政策融資としての役割を効果的に

果たし、併せて民業補完を推進する

との観点から、政策融資としての機

能を毎年点検し、事業内容を不断に

見直す等事業の効率化を進めるこ

と。 

 

 

３ 福祉医療貸付事業（債権管理） 

（１）福祉医療貸付事業等の効率化 

① 融資対象の重点化及び融資率の引

下げを行い、福祉医療貸付事業の新

規融資額の縮減に関する中期目標を

達成する。 

 

 

 

 

② 福祉医療貸付事業の金利につい

て、政策の変更、緊急措置等やむを

得ない事情により国が認めたものを

除き、新規契約分の利差益に関する

中期目標を達成する。 

 

 

③ 政策融資としての機能を毎年点検

し、政策優先度に応じて、貸付対象

等を見直す等事業の効率化を進め

る。 

 

 

 

３ 福祉医療貸付事業（債権管理） 

（１）福祉医療貸付事業等の効率化 

① 福祉医療貸付事業の新規融資額に

ついては、融資対象の重点化及び融

資率の引下げを行うとともに、国の

福祉及び医療政策の動向等を踏まえ

縮減する。 

 

 

 

② 福祉医療貸付事業の金利につい

て、政策の変更、緊急措置等やむを

得ない事情により国が認めたものを

除き、新規契約分の利差額の状況を

適切に把握する。 

 

 

③ 政策融資としての機能を点検し、

政策優先度に応じて、貸付対象等の

見直しを行う。 

 

 

 

 

３ 福祉医療貸付事業（債権管理） 

【新規融資額の縮減】#35 

○ 平成２０年度の福祉医療貸付事業の新規融資額については、国の福祉及び医療政策

の動向等を踏まえ、平成１７年度と比べて１３％縮減した予算（３，５０１億円）を

策定したところであるが、新規融資額は１，５７６億円となった。 

なお、平成２０年度における新規融資額については、度重なる介護報酬・診療報酬

の引下げや施設整備に対する補助制度の変更及び金融不安や景気後退の影響を受け

て、新規での設備投資等を手控えられたことにより、予算に対して大幅に減少してい

る。 

 

【利差益の確保】#36 

○ 平成２０年度における福祉医療貸付事業における新規契約分の利差額の状況につ

いては、国の政策目的の達成のために特に定めるものを除外し、政策の変更、緊急措

置等やむを得ない事情による影響を控除した新規契約分において、貸付金利と資金調

達の金利差０．０９３％、利差額６３百万円を確保することができた。 

＜添付資料：17＞

 

【貸付対象等の見直し】#37 

○ 政策融資としての機能を点検し、政策優先度に応じて、以下のとおり貸付対象等の

見直しを行った。 

［福祉貸付事業］ 

ａ 療養病床のケアハウス等への転換事業に対する融資率の引上げ及び貸付金利

の引下げ 

ｂ 障害者の就労支援事業の推進に係る貸付けの相手方に特定非営利活動法人を

追加及び融資率の引上げ 

ｃ 消防法施行令等改正に伴う障害者グループホーム等の改修事業に係る貸付け

の相手方に特定非営利活動法人を追加 

ｄ アスベスト対策事業に対する融資率の引上げ及び貸付金利の引下げ 

ｅ 耐震化に係る改築・修繕等事業及び災害復旧事業に対する融資率の引上げ 

ｆ 障害者自立支援法の施行に伴うつなぎ資金の特例貸付（１８年度より継続） 

ｇ 老朽民間社会福祉施設整備における無利子貸付について、養護老人ホームを融

資対象から除外 

ｈ 既設社会福祉施設用地有効活用改築促進制度における高層化改築に係る無利

子貸付について、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老

人ホームを融資対象から除外 

ｉ 障害者自立支援法における経過措置期間中の障害者関係施設について、同法に

おける新体系施設への移行を伴わない施設整備事業への貸付けについて、融資率

の引下げ 

［医療貸付事業］ 

a 療養病床を介護老人保健施設等へ転換する病院又は診療所に対する長期運転資

金として、療養病床転換支援資金融資制度を創設 

b 療養病床の介護老人保健施設への転換事業に対する融資率の引上げ及び貸付金

利の引下げ 

ｃ アスベスト対策事業に対する融資率の引上げ及び貸付金利の引下げ 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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ｄ 有床診療所の貸付対象の見直し 

ｅ 療養病床整備に対する融資率の引下げ及び標準面積の引下げ 

ｆ 病院の機械購入資金、薬局、衛生検査所、施術所、歯科技工所、疾病予防運動

施設及び温泉療養運動施設の整備・運転に係る融資の廃止 

ｇ 病院の長期運転資金を災害復旧、制度改正や金融環境の変化に伴う経営悪化へ

の対応など緊急的なものに限定 

 

（２）リスク管理債権の適正な管理 

福祉医療貸付事業の貸付債権につい

て、貸付先の業況の把握、福祉医療経

営指導事業等との連携の強化による債

権悪化の未然防止に取組むとともに、

債権区分別に適切な管理を行い、中期

目標期間中における貸付残高に対する

リスク管理債権の額の比率を第１期中

期目標期間中の比率の平均を上回らな

いように努めること。 

 

 

 

 

（２）リスク管理債権の適正な管理 

① 福祉医療貸付事業の貸付に係る債

権について、継続的に貸付先の経営

情報の収集と分析を行い、経営状況

の的確な把握に努め、福祉医療経営

指導事業等との連携の強化による債

権悪化の未然防止に取組むととも

に、債権区分別に適切な管理を行う。

また、リスク管理債権を抑制する

観点から発生要因別分析等を行い貸

付関係部にフィードバックする。 

② 中期目標期間中における貸付残高

に対するリスク管理債権の額の比率

を第１期中期目標期間中の比率の平

均を上回らないように努める。 

 

 

 

 

（２）リスク管理債権の適正な管理 

① 貸付先の経営情報を継続的に収集

し分析を行う。 

 

 

 

 

 

また、リスク管理債権を抑制する

観点から発生要因別分析等を行い貸

付関係部にフィードバックする。 

② 貸出条件緩和債権については、福

祉医療政策、事業の公共性及びサー

ビス需要を鑑み、貸付先の実態把握

及び再生の見通しを考慮の上、適正

な審査を行う。 

また、２０年度に創設した「療養

病床転換支援資金」等融資制度につ

いては、貸付関係部と連携を図り、

積極的に取組む。   

③ 毀損の著しい債権の管理の徹底を

図ると共に、必要に応じて債権保全

措置を的確に実施する。 

 

 

 

 

【福祉医療貸付事業における適切な債権管理】#38 

○ リスク管理債権の抑制を図るため、事業報告書により貸付先の経営情報を分析し、

業況を注視する案件については、個別に継続的なフォローを実施した（実施件数２９

件）。 

また、大口貸付先（貸付残高上位５０位）について、財務・収支の経年比較を行っ

た。 
 

○ 施設を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、リスク管理債権の動向を毎月役員等幹部

に報告した。 

また、四半期毎に開催する特殊債権処理状況報告会において、リスク管理債権の状

況について、以下のとおり分析結果を理事長以下役員に報告するとともに、貸付関係

部にフィードバックした。 

・１９年度末リスク管理債権（前年度比較）の傾向分析について報告 

・施設別リスク管理債権の主要因分析について（２０年度新規発生分）報告 

・貸出条件緩和債権の実施状況について報告 

・法的整理（破産、民事再生等）実施状況について報告 

・個別案件の状況を報告 
 

○ 貸出条件緩和検討会、貸付関係部との共同勉強会等を通じて、貸付関係部に対し個

別の事例をフィードバックした。 
 

○ 平成１９年度におけるリスク管理債権増加要因の分析等のために、経営支援室及び

貸付関係部職員をメンバーとした横断的な「リスク管理債権発生要因解析作業チー

ム」を結成し、「リスク管理債権の増加要因分析」を行い、その結果を踏まえ「貸付・

管理・経営支援連絡会議」において、リスク管理債権の未然防止策の検討を行い実行

した。 
 

○ 貸出条件緩和債権処理にあたっては、従来、担当部で行っていた検討会について、

機能強化の観点から、役員も出席をすることとし、貸付先から提出された改善計画書

を基に、その事業の公共性、経営状態等を十分に勘案のうえ、適正な審査を行った（検

討会開催回数９回、貸出条件緩和実施件数２３貸付先３６資金）。 
 

○ 療養病床転換に伴う機構既往貸付金の償還期間の延長を承認した。（３貸付先３資

金） 
 

○ 延滞が長期化した案件について、貸金等請求訢訟などを５件実施した。 
 

○ 民事再生案件（３貸付先５資金）について、全額元金保全の別除権協定締結により

再生計画に協力し、併せて機構融資分の保全を図った。 
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○ 緊急融資分について、診療報酬の担保実行等により（９貸付先１３資金）の回収を

図った。 

＜添付資料：18＞

【リスク管理債権比率】#39 

○ 平成２０年度末のリスク管理債権は、2.97％となった。 

これは、累次のマイナス報酬改定により医療、介護施設を取り巻く経営環境が年々

厳しくなり経営体力が低下する中、医師、看護師・介護職員の不足の影響を受けると

ともに、民間金融機関の貸出態度の悪化もあり、資金繰りに支障を来す貸出先が増加

したこと等が、主たる要因と考えられる。 

この様な中、当機構は、資金繰り資金に支障を来す貸出先に適切に対応するため、

貸出条件緩和の積極的な実施により、対応してきたところである。 

こうした柔軟な対応により経営の立て直しや福祉施設、医療施設の再生を後押しす

ることによって、地域の福祉施設や医療施設の維持・存続に貢献している。 

貸出条件緩和は、金融環境の厳しい中、貸付先の返済金の低減を実施することによ

り資金繰り資金の融資と同じ効果が生まれる措置であり、政策金融を担う機構の重要

な使命と考えている。 

【全体】 

区  分 平成19年度末 平成２０年度末 

リ ス ク 管 理 債 権 比 率 2.02％ 2.97％

 

破 綻 先 債 権 0.24％ 0.24％

6 か 月 以 上 延 滞 債 権 0.83％ 1.10％

3 か 月 以 上 延 滞 債 権 0.19％ 0.14％

貸 出 条 件 緩 和 債 権 0.77％ 1.49％

リ ス ク 管 理 債 権 68,311百万円 96,173百万円

総 貸 付 残 高 3,374,592百万円 3,242,262百万円

（参考）貸出条件緩和債権を除いたリスク管理債権比率(19年度末1.25%､20年度末1.48%) 

【リスク管理債権比率（福祉・医療貸付別）】 

区  分 平成19年度末 平成２０年度末 

【福祉】リスク管理債権比率 1.07％ 1.15％

 

 

 

 

破綻先債権 0.03％ 0.06％

6か月以上延滞債権 0.37％ 0.36％

3か月以上延滞債権 0.08％ 0.01％

貸出条件緩和債権 0.59％ 0.72％

リ ス ク 管 理 債 権 14,944百万円 15,896百万円

総 貸 付 残 高 1,397,706百万円 1,382,388百万円

【医療】リスク管理債権比率 2.70％ 4.32％

 

 

 

 

破綻先債権 0.38％ 0.36％

6か月以上延滞債権 1.16％ 1.66％

3か月以上延滞債権 0.26％ 0.23％

貸出条件緩和債権 0.90％ 2.07％

リ ス ク 管 理 債 権 53,366百万円 80,276百万円

総 貸 付 残 高 1,976,886百万円 1,859,873百万円

＜添付資料：18＞
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ｂ 評価項目 ７ 評  定 B 

  

平成２０年度末のリスク管理債権は、２．９７％となった。 

これは、累次のマイナス報酬改定により医療、介護施設を取り巻く

経営環境が年々厳しくなり経営体力が低下する中、医師、看護師・介

護職員の不足の影響を受けるとともに、民間金融機関の貸出態度の悪

化もあり、資金繰りに支障を来す貸出先が増加したこと等が、主たる

要因と考えられる。 

（主な施設の経常収支差額比率の推移） 

区 分 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 

一般病院 2.7％ 2.5％ 1.2％ 0.8％ 0.5％

特養 

（従来型）
11.4％ 11.1％ 8.6％ 7.2％ 7.1％

※ 一般病院は医業利益率の推移、特養（従来型）は経常収支差額比率の推移 

この様な中、当機構は、資金繰り資金に支障を来す貸出先に適切に

対応するため、貸出条件緩和の積極的な実施により、対応してきたと

ころである。 

こうした柔軟な対応により経営の立て直しや福祉施設、医療施設の

再生を後押しすることによって、地域の福祉施設や医療施設の維持・

存続に貢献している。 

貸出条件緩和は、金融環境の厳しい中、貸付先の返済金の低減を実

施することにより資金繰り資金の融資と同じ効果が生まれる措置であ

り、政策金融を担う機構の重要な使命と考えている。 

（リスク管理債権比率の推移） 

H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 Ｈ20年

1.50％

（0.07％）

1.53％

（0.87％）

1.23％

（0.63％）

1.50％

（0.55％）

2.02％

（0.77％）

2.97％

（1.49％）

※（ ）内は、うち条件緩和債権比率 

 

 

（委員会としての評定理由） 

累次のマイナス報酬改定等により医療、介護施設を取り巻く経営環境

が年々厳しくなり経営体力が低下する中、医師、看護師・介護職員の不

足の影響を受けるとともに、金融危機の影響による経済情勢の急激な悪

化等に伴う民間金融機関の貸出態度の悪化もあり、資金繰りに支障を来

す貸出先が増加したこと等から、中期計画の目標値の 1.56％を上回る

2.97％となったところである。他の金融機関と比較しても低い水準を

維持しているものの目標達成できていないことから、当委員会として

は、目標値の達成に向けてさらに努力を求める。 

一方、福祉医療機構に求められている役割（使命）は、地域の福祉施

設や医療施設の維持・存続を支援することであることから、引き続き、

貸出条件緩和や経営指導等による積極的な支援についても期待する。 

また、昨今の福祉施設や医療施設を取り巻く厳しい環境を踏まえ、福

祉医療機構からの借入金の返済分を地域の民間金融機関から経営資金

として融資を受けている可能性もあることから、今後、地域金融機関と

の連携強化を図ることが望まれる。 

 

（各委員の評定理由） 

○ リスク管理債権比率が 2.97％に拡大し、目標（1.56%）を達成し

ていない。 

○ 外部経済情勢など不可避の環境要因の影響を受け、経営環境が悪化

したことは勘案すべき事項であり、地域医療福祉基盤の維持を優先

し、リスク管理債権比率が目標に達しないことはやむを得ない。 

○ 債権悪化の未然防止の努力が見られる。 

 

（その他の意見） 

○ 政策金融の評価であることを鑑みると、「新規融資の絶対額水準及

び貸付対象並びに金利設定に関係する利益差」、「リスク管理債権の

絶対値と貸付残高に対する比率」、「リスク管理債権の管理体制」を

同一評定項目とすることに無理がある。特に「リスク管理債権の貸付

残高に対する比率」の数値目標が、経営環境を考慮した許容値ではな

く、絶対値であることは正しい評定にならない恐れがある。 

○ 計上された数値がどの程度状況改善を表しているのかよくわから

ない。 

○ 経済状況等により目標を達成しなかったこと、その状況にどう対応

したかを判断して評価とするのか、自己判定の基準がわかりにくい。

○ 民間金融機関との連携強化（病院指導等を含む）が望まれる。 

 

 

 

 

［数値目標］ 

① 平成２４年度予算における福祉医療貸付事業の新規融資額を平成

１７年度における同事業の新規融資額の実績と比べて２０%程度縮

減する。 

 

 

 

 

 

 

② 現中期目標期間中の新規契約分について利差益が確保されるよう

努める。 

 

 

 

 

① 平成２０年度の福祉医療貸付事業の新規融資額については、平成

１７年度と比べて１３％縮減した予算（３，５０１億円）を策定し

たところであるが、新規融資額は１，５７６億円となった。 

なお、平成２０年度における新規融資額については、度重なる介

護報酬・診療報酬の引下げや施設整備に対する補助制度の変更及び

金融不安や景気後退の影響を受けて、新規での設備投資等を手控え

られたことにより、予算に対して大幅に減少している。 

※ 業務実績Ｐ36【新規融資額の縮減】＃35参照 

 

② 利益差については、貸付金利と調達金利の金利差０．０９３％、

利差額６３百万円を確保した。 

※ 業務実績Ｐ36【利差益の確保】＃36参照 
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③ 中期目標期間中における貸付残高に対するリスク管理債権の額の

比率を第１期中期目標期間中の比率の平均（１．５６％）を上回ら

ないように努める。 

 

③ 平成２０年度末リスク管理債権は、２.９７％（平成１９年度末対

比０.９５％増）となった。第１期中期期間中の比率の平均１.５６％

との差は、１.４１％である。 

これは、累次のマイナス報酬改定により医療、介護施設を取り巻く

経営環境が年々厳しくなり経営体力が低下する中、医師、看護師・介

護職員の不足の影響を受けるとともに、民間金融機関の貸出態度の悪

化もあり、資金繰りに支障を来す貸出先が増加したこと等が、主たる

要因と考えられる。 

この様な中、当機構は、資金繰り資金に支障を来す貸出先に適切に

対応するため、貸出条件緩和の積極的な実施により、対応してきたと

ころである。 

こうした柔軟な対応により経営の立て直しや福祉施設、医療施設の

再生を後押しすることによって、地域の福祉施設や医療施設の維持・

存続に貢献している。 

貸出条件緩和は、金融環境の厳しい中、貸付先の返済金の低減を実

施することにより資金繰り資金の融資と同じ効果が生まれる措置で

あり、政策金融を担う機構の重要な使命と考えている。 

※ 業務実績Ｐ38【リスク管理債権比率】＃39参照 

 

 

［評価の視点］ 

○ 福祉医療貸付事業の新規融資額の縮減に関する中期目標を達成し

ているか。 

 

○ 新規貸付契約平均利率と新規調達平均利率との比較において、利

差益の確保に関する中期目標を達成しているか。 

なお、貸付金利の設定において、政策の変更、緊急措置等やむを

得ない事情により国が認めたものを控除する。 

 

○ 政策融資としての機能を毎年点検し、政策優先度に応じて、貸付

対象等を見直す等事業の効率化を進めているか。 

 

 

 

○ 継続的に貸付先の経営情報を収集し、リスク管理債権等の傾向分

析を行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・ 上記【数値目標①】のとおり中期計画を達成した。 

 

実績：○ 

・ 上記【数値目標②】のとおり中期計画を達成した。 

 

 

 

実績：○ 

・ 政策優先度の高い事業に対し優遇措置を講じ、効率的な政策融資

を実施した。 

※ 業務実績Ｐ36【貸付対象等の見直し】＃37参照 

 

実績：○ 

・ リスク管理債権の抑制を図るため、貸付先より提出された事業報

告書の分析を行うとともに、特に問題のある案件について、モニタ

リング等の継続的なフォローを実施した。 

※ 業務実績Ｐ37【福祉医療貸付事業における適切な債権管理】

＃38参照 

 

・ 厳しい経営環境を踏まえ、リスク管理債権の動向を毎月役員等幹

部に報告し問題の共有化を図った。 

四半期毎に開催する特殊債権処理状況報告会において、リスク管

理債権の状況について、分析結果を役員等幹部に報告するとともに

貸付関係部にフィードバックした。 
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○ 福祉医療経営指導事業等との連携の強化により、債権悪化の未然

防止に取組んでいるか。 

 

 

 

 

 

 

○ 債権区分別に適切な管理を行っているか。 

 

 

 

 

 

 

○ 発生要因別分析等を行い貸付関係部にフィードバックし、リスク

管理債権の抑制を図っているか。 

 

 

 

 

○ 中期目標期間中における貸付残高に対するリスク管理債権の額の

比率を第１期中期目標期間中の比率の平均（１．５６％）を上回ら

ないように努めているか。 

なお、介護報酬及び診療報酬の大幅改定等に伴う福祉施設及び医

療施設の経営環境の著しい悪化、療養病床の転換支援策による機構

貸付金の償還期間の延長、貸付先からの繰上償還等により機構の貸

付残高の著しい変動が生じた場合等は、その事情を考慮する。 

 

■ 貸付金、未収金等の債権について、回収計画が策定されているか。

回収計画が策定されていない場合、その理由の妥当性についての検

証が行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

 

 

■ 回収計画の実施状況についての評価が行われているか。評価に際

し、ⅰ）貸倒懸念債権・破産更生債権等の金額やその貸付金等残高

に占める割合が増加している場合、ⅱ）計画と実績に差がある場合

の要因分析を行っているか。（政・独委評価の視点） 

 

 

 

 

※ 業務実績Ｐ37【福祉医療貸付事業における適切な債権管理】

＃38参照 

 

実績：○ 

・ 経営支援室、貸付関係各部と連携して、平成１９年度の「リスク

管理債権の増加要因分析」を行い、その結果を踏まえ「貸付・管理・

経営支援連絡会議」において、リスク管理債権の未然防止策の検討

を行い実行した。 

※ 業務実績Ｐ37【福祉医療貸付事業における適切な債権管理】

＃38参照 

 

実績：○ 

・ 破綻先等、法的措置が必要な案件については、法的措置を実行す

るなど適切な債権管理により、H２０年度は１１件６０百万円の回

収を図っている。  

※ 業務実績Ｐ37【福祉医療貸付事業における適切な債権管理】

＃38参照 

 

実績：○ 

・ リスク管理債権の動向を毎月役員等幹部に報告、また、リスク管

理債権の状況を分析し、結果を貸付関係部にフィードバックした。 

※ 業務実績Ｐ37【福祉医療貸付事業における適切な債権管理】

＃38参照 

 

実績：× 

・ 上記【数値目標③】のとおりとなり、中期計画の目標を達成でき

なかった。 

※ 業務実績Ｐ38【リスク管理債権比率】＃39参照 

 

 

 

 

実績：○ 

・ 福祉医療貸付事業においては、当機構は、金銭消費貸借契約の内

容により作成した償還約定表に基づき、償還日に貸付先から償還元

金及び貸付金利息の回収を行うとともに、入金状況を把握する等、

回収金等の管理を実施している。 

 

実績：○ 

・ 福祉医療貸付事業におけるリスク管理債権については、施設を取

り巻く厳しい経営環境を踏まえ、リスク管理債権の動向を毎月役員

等幹部に報告するとともに、発生要因を分析し、分析結果を貸付関

係部にフィードバックするなど、リスク管理債権の抑制に努めてい

るところである。 

なお、近年、リスク管理債権比率が増加しているが、これは累次の

マイナス報酬改定により医療、介護施設を取り巻く経営環境が年々厳
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■ 回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの必要性等の検討が行われ

ているか。（政・独委評価の視点） 

しくなり経営体力が低下する中、医師、看護師・介護職員の不足の影

響を受けるとともに、民間金融機関の貸出態度の悪化もあり、資金繰

りに支障を来す貸出先が増加したこと等が主たる要因と考える。 

 

実績：○ 

・ 貸付先からの回収が滞った場合、直ちに状況を確認するとともに、

回収計画の変更が必要と判断された場合には、貸付先から提出され

た改善計画書を基に、その事業の公共性、経営状態等を十分に勘案

のうえ、適正な審査を実施し、貸出条件の緩和による経営の立て直

しや再生を支援しているところである。 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
 

- 43 - 
 

 

４ 福祉医療経営指導事業 

福祉医療経営指導事業（集団経営指導

（セミナー）及び個別経営診断）につい

ては、民間の社会福祉施設、医療施設の

経営者に対し、公的な立場から経営に関

わる正確な情報や有益な知識を提供し、

あるいは経営状況を的確に診断すること

により、福祉、介護、医療サービスを安

定的かつ効率的に提供できる施設の経営

を支援するため、以下の点に特に留意し

てその適正な実施に努めること。 

 

４ 福祉医療経営指導事業 

福祉医療経営指導事業（集団経営指導

（セミナー）及び個別経営診断）につい

ては、民間の社会福祉施設、医療施設の

経営者に対し、公的な立場から経営に関

わる正確な情報や有益な知識を提供し、

あるいは経営状況を的確に診断すること

により、福祉、介護、医療サービスを安

定的かつ効率的に提供できる施設の経営

を支援するため、以下の点に特に留意し

てその適正な実施に努める。 

 

４ 福祉医療経営指導事業 

福祉医療経営指導事業（集団経営指導

（セミナー）及び個別経営診断）につい

ては、民間の社会福祉施設、医療施設の

経営者に対し、公的な立場から経営に関

わる正確な情報や有益な知識を提供し、

あるいは経営状況を的確に診断すること

により、福祉、介護、医療サービスを安

定的かつ効率的に提供できる施設の経営

を支援するため、以下の点に特に留意し

てその適正な実施に努める。 

 

４ 福祉医療経営指導事業 

福祉医療経営指導事業（集団経営指導（セミナー）及び個別経営診断）については、

民間の社会福祉施設、医療施設の経営者に対し、公的な立場から経営に関わる正確な情

報や有益な知識を提供し、あるいは経営状況を的確に診断することにより、福祉、介護、

医療サービスを安定的かつ効率的に提供できる施設の経営を支援するため、以下の点に

特に留意してその適正な実施に努めた。 

 

 

 

 

 

 

（１）集団経営指導（セミナー）について

は、施設の健全経営のために必要な情

報を広く施設経営者等に提供するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）セミナー実施日の平均１０週間前ま

でに開催内容の告知を行う等、受講希

望者の受講機会確保とＰＲに努め、中

期目標期間における延べ受講者数を１

２，６００人以上とする。 

 

 

（１）セミナー実施日の平均１０週間前ま

でに開催内容の告知を行う等、受講希

望者の受講機会確保とＰＲに努め、平

成２０年度における延べ受講者数を

２，５２０人以上とする。 

 

 

【集団経営指導（セミナー）の開催実績】#40 

○ 平成２０年度においては、セミナーを１７回開催し、積極的なＰＲ活動やカリキュ

ラムの改編等を実施することにより、セミナーの延べ受講者数等の平成２０年度計画

の数値目標を上回り、施設の健全経営に必要な情報を広く施設経営者に提供した。 

項 目 20年度計画 20年度実績 

開催内容の告知 平均10週間（70日）前 平均70.1日前 

延べ受講者数 2,520人以上 2,952人 

満足度指標 平均65ポイント以上 平均71.6ポイント 

 ［積極的なＰＲ活動を実施］ 

関係誌への情報掲載の強化、機構の融資説明会でのＰＲ 

［セミナーのカリキュラムを改編］ 

実務者向け要素の強化（施設開設・経営実務セミナー）、ディスカッション（障害

者セミナー）、現場実践者による講義数増加（精神科セミナー）等 

＜添付資料：19・20＞

 

（２）開設施設の経営改善手法について良

質で実践的な事例を提供するなどカリ

キュラムを工夫し、中期目標期間中の

受講者に対するアンケート調査におけ

る満足度指標を平均６５ポイント以上

とする。 

 

 

（２）開設施設の経営改善手法について良

質で実践的な事例を提供するなどカリ

キュラムを工夫し、平成２０年度の受

講者に対するアンケート調査における

満足度指標を平均６５ポイント以上と

する。 

 

 

（２）施設経営者等が施設の経営状況を的

確に把握し、健全な施設経営を行うこ

とができるように、診断メニューの多

様化を図り、個別経営診断の普及に努

めること。特に、実地調査を伴う個別

経営診断の強化を図り、経営が悪化あ

るいは悪化が懸念される施設に対する

経営支援に努めること。 

 

 

（３）顧客ニーズに対応して、経営指標の

策定・診断手法の確立等の年次計画に

基づき、法人全体を対象とした経営診

断の創設、経営診断対象施設の追加等

を段階的に実施する。 

 

（３）年次計画案の策定と併せて、以下の

施設種別の簡易経営診断を平成２０年

度中に開始する。 

① 老人デイサービスセンター 

② 一般療養中間型病院 

 

【個別経営診断メニューの多様化】#41 

○ 老人デイサービスセンター（試行的に実施）及び一般療養中間型病院の簡易経営診

断を開始した。 

 

 

（４）個別経営診断については、中期目標

期間中に延べ１，４００件以上の診断

を実施する。また、経営が悪化あるい

は悪化が懸念される施設に対し問題点

の解決に重点を置いた診断・支援を図

る経営改善支援事業に重点化し、漸次、

当該経営診断件数の増加に努める。 

 

 

（４）個別経営診断については、平成２０

年度に延べ２８０件以上の診断を実施

する。 

 

 

 

 

【個別経営診断の実績】#42 

○ 平成２０年度の実績は下記のとおりである。 

診断種別 件 数 うち福祉 うち医療 

経営分析診断 14 6 ８

簡易経営診断 1,128 1,064 64

合  計 1,142 1,070 72

 ※上記の簡易経営診断には東京都からの受託（883件）を含む。 

 

○ 経営が悪化した施設に対する経営支援事業の実施に向け、福祉医療貸付で発生した

リスク管理債権の事案について、発生要因の分析・予防に向けた諸方策を策定した。

＜添付資料：21＞



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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（３）社会福祉や医療の制度変更、経営環

境の変化等による経営者のニーズを的

確に把握し、施設経営を支援するため

の情報の収集・分析・提供の充実強化

に努めること 

 

 

 

（５）利用者の利便の向上を図るため、経

営分析診断については、申込書の受理

から報告書の提示までの平均処理期間

を５０日以内とする。 

 

 

（５）利用者の利便の向上を図るため、経

営分析診断については、申込書の受理

から報告書の提示までの平均処理期間

を５０日以内とする。 

 

 

【個別経営診断の事務処理期間短縮】#43 

○ 経営分析診断の平均処理期間は３０．８日となった。 

 

 

 

（６）施設経営者等が経営状況を客観的に

把握できるように、年次計画に基づき、

経営指標の対象施設の拡大を段階的に

図る。 

 

 

 

 

 

（６）年次計画案の策定と併せて、平成２

０年度中に、以下の対象施設経営指標

の拡大を段階的に図る。 

① 認知症グループホームの経営指標

の作成 

② 保育所にかかる経営情報収集開始

③ 社会福祉法人全体にかかる経営情

報収集開始 

 

【経営指標の対象施設の拡大】#44 

○ 年次計画を策定し、同計画に基づき次の取組を行った。 

 ・ 認知症グループホームの経営指標を試行的に作成した。 

・ 保育所にかかる経営情報の収集を開始し、試行的に作成した経営指標を経営セミ

ナー資料に参考掲載し、情報提供を行った。 

・ 社会福祉法人全体について経営情報の収集を開始した。 

＜添付資料：22＞

 

（７）安定的かつ効率的な法人運営に寄与

するため、財務面や収支面等の経営指

標の組み合わせによる、法人全体の格

付についての研究及び導入を図る。 

 

 

（７）安定的かつ効率的な法人運営に寄与

するため、財務面や収支面等の経営指

標の組み合わせによる、法人全体の格

付についての調査・研究を行う。 

    

 

【法人全体の格付の調査・研究】#45 

○ 国内格付機関（Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ）等から病院・医療法人における格付等についての

ヒアリングを行い、格付機関の格付けの考え方を確認した。 

 

○ 法人全体の経営情報のデータ分析を行いつつ、引き続き、法人全体の格付について

調査・研究を行った。 

 

 

（８）施設の経営実態及び経営改善事例や

経営統合・分離手法等について年次計

画に基づき調査研究を行い、施設経営

を支援するための情報を施設経営者等

に的確に提供する。 

 

 

（８）経営改善支援事業の重点化に向けて、

現行の施設類型を踏まえ、施設の経営

実態・改善手法等に関し、調査の年次

計画案を作成し、これに従って調査を

行い、その結果を取りまとめる。 

 

 

【経営改善支援事業の重点化と施設経営者に対する情報提供】#46 

○ 経営改善支援事業の実施に向け、現在の業務やデータ等を踏まえて、今後５年間の

間で構築・開発していくべき事項を年次計画として取りまとめた。 

 

○ 緩和ケア病床を有する病院や救護施設など施設の経営実態についての調査を合計

４法人グループに対して行い、報告書に調査結果を取りまとめた。 

 

○ 高齢者医療福祉施設の建設コストの改善に係る研究を行った。 

＜添付資料：23＞

 

 

（４）集団経営指導及び個別経営診断の各

業務において、運営費交付金の縮減の

観点から自己収入の拡大に努めるこ

と。 

 

 

 

（９）集団経営指導及び個別経営診断の各

業務において、運営費交付金の縮減の

観点から適切なサービス・料金体系の

設定と受講者等の増加を図ることによ

り、中期目標期間中において実費相当

額を上回る自己収入を確保する。 

 

 

（９）集団経営指導及び個別経営診断の各

業務において、運営費交付金の縮減の

観点から適切なサービス・料金体系の

設定と受講者等の増加を図ることによ

り、実費相当経費を上回る自己収入を

確保する。 

 

 

【各業務における収支相償】#47 

○ 集団経営指導及び個別経営診断とも機会をとらえてＰＲに努め、利用者、自己収入

とも増となった。 

                   （単位：千円）

区  分 収  入 費  用 差  引 

集団経営指導 28,628 26,013 2,615

個別経営診断 10,701 4,486 6,215

※費用は、会場借料、謝金、旅費、印刷製本費、運搬費等の事業の直接経費である。
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ａ 評価項目 ８ 評  定 A 

  

平成２０年４月から福祉医療経営指導業務の充実強化を図るため経

営支援室を創設し、経営が悪化あるいは悪化が懸念される施設に対し

問題点の解決に重点を置いた診断・支援を図る経営改善支援事業の重

点化についての検討・準備を進め、平成２１年度以降への基礎を固め

たところである。 

集団経営指導（セミナー）については、積極的なＰＲ活動の実施や

カリキュラムの改編等を実施し、セミナーの延べ受講者数等の中期計

画の目標値を上回る実績をあげ、施設の健全経営に必要な情報を広く

施設経営者に提供することができた。 

また、個別経営診断については、東京都からの受託業務もあり、年

度計画の目標値２８０件を上回る１，１４２件を診断し、施設の健全

経営を支援した。 

さらに、集団経営指導及び個別経営診断の各業務における収支相償

については、実費相当額を上回る自己収入を確保することができた。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

経営指導業務の充実強化を図るため経営支援室を設置するなど、経

営改善支援事業を推進する取組みが進められている。 

集団経営指導（セミナー）については、積極的なＰＲ活動の実施や

カリキュラムの改編等を実施し、セミナー受講者数等において目標を

上回る実績を上げ、個別経営診断についても、診断件数において目標

を大幅に上回る実績を達成している。さらに、各業務における収支相

償については、適切な料金設定と受講者の増加を図り、実費相当額を

上回る実績をあげている。 

以上のように、民間の社会福祉・医療施設経営者に対し有益な情報の

提供や経営状況の的確な診断を実施しており、中期計画を上回る実績を

上げていると評価する。  

 

（各委員の評定理由） 

○ セミナーについて、受講者からの要望等に対応したカリキュラムの

改善を図り、開催内容の告知、受講者数、満足度指標のいずれも目標

を上回っている。 

○ 個別経営診断件数が計画を大幅に上回っている。 

   （年度計画 280 件以上→1,142 件） 

○ 各業務の収支相償も目標を達成し、自己収益を確保している。 

   

（その他の意見） 

○ 経営指導、コンサルティング活動は重要であり、さらなる充実を希

望する。 

○ 安価なコンサルティング事業を拡大してほしい。 

○ 手続きの簡素化、指導力の専門家強化が望まれる。 

○ 近年の厳しい経営状況に合わせ経営診断・指導を一層期待する。 

 

 

 

 

［数値目標］ 

① 集団経営指導については、次の数値目標を達成する。 

項 目 20年度計画 中期計画 

開催告知 平均10週間前 平均10週間前 

延べ受講者数 2,520人以上 12,600人以上 

満足度指数 平均65ポイント以上 平均65ポイント以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 個別経営指導については、次の数値目標を達成する。 

項 目 20年度計画 中期計画 

延べ診断件数 280件以上 1,400件以上 

平均処理期間 50日以内 50日以内 

 

 

 

③ 集団経営指導及び個別経営診断の各業務において、中期目標期間

 

 

① 平成２０年度においては、セミナーを１７回開催し、積極的なＰ

Ｒ活動やカリキュラムの改編等を実施することにより、セミナーの

延べ受講者数等の平成２０年度計画の数値目標を上回り、施設の健

全経営に必要な情報を広く施設経営者に提供することができた。 

項 目 20年度計画 20年度実績 

開催告知 平均10週間（70日）前 平均70.1日前 

延べ受講者数 2,520人以上 2,952人 

満足度指標 平均65ポイント以上 71.6ポイント 

［ＰＲ活動］ 

関係誌への情報掲載の強化、機構の融資説明会でのＰＲ 

［カリキュラムの改編］ 

実務者向け要素の強化（施設開設・経営実務セミナー）、ディス

カッション（障害者セミナー）、現場実践者による講義数増加（精

神科セミナー）等 

※ 業務実績Ｐ43【集団経営指導（セミナー）の開催実績】＃

40参照 

 

② 積極的なＰＲ活動や申込書記載内容の工夫などを行い、延べ診断

件数及び平均処理期間の２０年度計画の数値目標を上回った。 

項 目 20年度計画 20年度実績 

延べ診断件数 280件以上 1,142件 

平均処理期間 50日以内 30.8日 

※ 業務実績Ｐ43【個別経営診断の実績】＃42参照 

 

③ 集団経営指導及び個別経営診断の各業務において、適切なサービ
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中、実費相当額を上回る自己収入を確保する。 

 

ス・料金体系の設定と受講者等の増加を図り、次のとおり実費相当

額を上回る自己収入を確保した。 

  （単位：千円）

区  分 収  入 費  用 差  引 

集団経営指導 28,628 26,013 2,615

個別経営診断 10,701 4,486 6,215

※ 業務実績Ｐ44【各業務における収支相償】＃47参照 

 

［評価の視点］ 

○ セミナーの開催告知について、中期計画に定められた期間内に行

うなど、受講希望者の機会確保とＰＲに努めたか。 

 

○ セミナーの受講者数について、中期計画を達成しているか。 

 

 

○ カリキュラムの工夫により、受講者へのアンケート調査における

満足度指標が中期計画を達成しているか。 

 

○ 法人全体を対象とした経営診断の創設、経営診断対象施設の追加

等の診断メニューの多様化を段階的に実施し、個別経営診断の普及

に努めているか。 

 

 

○ 個別経営診断について、延べ診断件数が中期計画を達成している

か。 

 

○ 経営改善支援事業に重点化を図り、問題点の解決に重点を置いた

診断・支援を適切に実施し、健全な施設経営の支援に努めているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 申込書受理日から報告書提示までの所要期間が中期計画を達成し

ているか。 

 

○ 経営指標の対象施設の拡大を段階的に図っているか。 

 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・ 上記【数値目標①】のとおり中期計画を達成した。 

 

実績：○ 

・ 上記【数値目標①】のとおり中期計画を達成した。 

 

実績：○ 

・ 上記【数値目標①】のとおり中期計画を達成した。 

 

実績：○ 

・ 新たに老人デイサービスセンター及び一般療養中間型病院の簡易

経営診断を開始し、経営診断の多様化を図った。 

※ 業務実績Ｐ43【個別経営診断メニューの多様化】＃41参照

 

実績：○ 

・ 上記【数値目標②】のとおり中期計画を達成した。 

 

実績：○ 

・ 福祉医療貸付で発生したリスク管理債権の事案について、発生要

因を分析し、予防に向けた諸方策を策定した。 

※ 業務実績Ｐ43【個別経営診断の実績】＃42参照 

 

・ 経営改善支援事業の実施に向け、現在の業務やデータ等を踏まえ

て、今後５年間の間で構築・開発していくべき事項を年次計画とし

て取りまとめた。 

※ 業務実績Ｐ44【経営改善支援事業の重点化と施設経営者に対

する情報提供】＃46参照 

 

実績：○ 

・ 上記【数値目標②】のとおり中期計画を達成した。 

 

実績：○ 

・ 平成２０年度は認知症グループホーム、保育所の指標を試行的に

作成し、対象施設の拡大を図った。また、社会福祉法人全体にかか

る経営情報収集開始し、法人全体の経営指標作成へ向けた準備を行

った。 
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○ 財務面や収支面等の経営指標の組み合わせによる、法人全体の格

付についての研究及び導入を図っているか。 

 

 

 

 

○ 施設経営を支援するための情報を施設経営者等に的確に提供して

いるか。 

 

 

 

 

 

○ 集団経営指導及び個別経営診断の各業務において、適切なサービ

ス・料金体系の設定と受講者等の増加を図り、中期目標期間中に実

費相当額を上回る自己収入を確保しているか。 

 

※ 業務実績Ｐ44【経営指標の対象施設の拡大】＃44参照 

 

実績：○ 

・ 格付機関の格付けを参考に、格付けの基本的な考え方をヒアリン

グするとともに、法人情報全体のデータ分析を行い、格付け導入の

ための基礎研究を行った。 

※ 業務実績Ｐ44【法人全体の格付の調査・研究】＃45参照 

 

実績：○ 

・ 経営セミナー及び経営診断では高い顧客満足を獲得し、また広報

誌ＷＡＭや、外部セミナーへの講師派遣、ＷＥＢなど多様な機会を

とらえて情報発信を行った。 

※ 業務実績Ｐ44【経営改善支援事業の重点化と施設経営者に対

する情報提供】＃46参照 

 

実績：○ 

・ 上記【数値目標③】のとおり実費相当額を上回る自己収入を確保

した。 
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５ 長寿・子育て・障害者基金事業（透明

で公正な助成の実施） 

長寿・子育て・障害者基金事業につい

ては、国から出資を受けた長寿・子育て・

障害者基金の運用益（独立行政法人福祉

医療機構法の一部を改正する法律（平成

１６年法律第１３９号）による改正後の

独立行政法人福祉医療機構法（平成１４

年法律第１６６号）附則第１１条第１項

に基づく場合にあっては、基金の一部を

取り崩すことにより得られた利益とす

る。）を用いて、独創的・先駆的な活動

など民間の創意工夫を活かしたボランテ

ィア団体等における自発的な福祉活動に

対し、次に掲げる方針の下で、効果的に

資金助成を行うことにより、多様な福祉

ニーズに対応できる社会環境の醸成に努

めること。 

 

 

 

 

５ 長寿・子育て・障害者基金事業（透明

で公正な助成の実施） 

長寿・子育て・障害者基金事業につい

ては、国から出資を受けた長寿・子育て・

障害者基金の運用益（独立行政法人福祉

医療機構法の一部を改正する法律（平成

１６年法律第１３９号）による改正後の

独立行政法人福祉医療機構法（平成１４

年法律第１６６号）附則第１１条第１項

に基づく場合にあっては、基金の一部を

取り崩すことにより得られた利益とす

る。）を用いて、独創的・先駆的な活動

など民間の創意工夫を活かしたボランテ

ィア団体等における自発的な福祉活動に

対し、次に掲げる方針の下で、効果的に

資金助成を行うことにより、多様な福祉

ニーズに対応できる社会環境の醸成に努

める。 

 

 

 

５ 長寿・子育て・障害者基金事業（透明

で公正な助成の実施） 

長寿・子育て・障害者基金事業につい

ては、国から出資を受けた長寿・子育て・

障害者基金の運用益（独立行政法人福祉

医療機構法の一部を改正する法律（平成

１６年法律第１３９号）による改正後の

独立行政法人福祉医療機構法（平成１４

年法律第１６６号）附則第１１条第１項

に基づく場合にあっては、基金の一部を

取り崩すことにより得られた利益とす

る。）を用いて、独創的・先駆的な活動

など民間の創意工夫を活かしたボランテ

ィア団体等における自発的な福祉活動に

対し、次に掲げる方針により、平成１９

事業年度分の助成事業の適切な評価、平

成２０事業年度分の助成事業の適正な実

施、並びに平成２１事業年度分の助成事

業の募集及び選定の適正な実施に努める

こととする。 

 

 

５ 長寿・子育て・障害者基金事業（透明で公正な助成の実施） 

 

長寿・子育て・障害者基金事業については、国から出資を受けた長寿・子育て・障害

者基金の運用益（独立行政法人福祉医療機構法の一部を改正する法律（平成１６年法律

第１３９号）による改正後の独立行政法人福祉医療機構法（平成１４年法律第１６６号）

附則第１１条第１項に基づく場合にあっては、基金の一部を取り崩すことにより得られ

た利益とする。）を用いて、独創的・先駆的な活動など民間の創意工夫を活かしたボラ

ンティア団体等における自発的な福祉活動に対し、次に掲げる方針により、平成１９事

業年度分の助成事業の適切な評価、平成２０事業年度分の助成事業の適正な実施、並び

に平成２１事業年度分の助成事業の募集及び選定の適正な実施に努めた。 

 

 

 

（１）長寿・子育て・障害者基金の助成事

業（以下「基金助成事業」という。）

の募集に当たっては、毎年度、助成方

針を定め公表すること。その際、制度

改革等により変化する政策課題や多様

化する国民ニーズに即して、毎年度、

各基金ごとに、同事業の目的にふさわ

しい重点助成分野を国と協議のうえ設

定し、助成方針に明記すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）長寿・子育て・障害者基金の助成事

業（以下「基金助成事業」という。）

の募集に当たっては、毎年度、外部有

識者からなる基金事業審査・評価委員

会（以下「審査・評価委員会」という。）

において、前年度に実施した事後評価

結果等を踏まえ、助成方針を定め、募

集要領等に明記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その際、毎年度、各基金ごとに設定

した重点助成分野についても、併せて

募集要領等に明記する。 

 

 

（１）長寿・子育て・障害者基金の助成事

業（以下「基金助成事業」という。）

の募集に当たっては、外部有識者から

なる基金事業審査・評価委員会（以下

「審査・評価委員会」という。）にお

いて、平成１９事業年度に実施した事

後評価結果等を踏まえ、平成２１事業

年度助成方針を定め、当該事業年度募

集要領等に明記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 平成２１事業年度分の助成にあた

り、重点助成分野については、制度

改革等により変化する政策課題や多

様化する国民ニーズに即して、各基

 

【募集要領等の策定】#48 

○ 平成２１事業年度分助成事業の募集について、以下の改正を行い、募集要領に明記

した。 

ａ 重点助成分野の大幅な見直し（新規７、見直し４） 

重点助成分野については、政策課題や多様化する国民ニーズに対応するため、前

年度の重点助成分野の見直しに加え、新たに７事業を追加して合計で１７事業を対

象とした。 

ｂ 地域における独創的・先駆的事業（以下「特別分」という。）にかかる複数年助

成の対象拡大 

これまで４事業に限定していたものを、重点助成分野の見直しに伴って、１７事

業に対象拡大した。 

ｃ 地域の実情に即したきめ細かな事業（以下「地方分」という。）にかかるモデル

事業の見直し 

次の2事業を地方分モデル事業の対象事業とした。 

・ 団塊世代等による孤立した高齢者への支援事業 

・ 父親の子育て活動促進・ネットワーク事業 

＜添付資料：25・26＞

 

【重点助成分野の周知・採択】#49 

○ 平成２１事業年度分の助成事業の募集に当たり、募集要領に１７事業の「重点助成

分野」を設定、明記し、機構のホームページへの掲載、ダイレクトメールの送付によ

り周知を図るとともに、都道府県・指定都市社会福祉協議会を対象とした事務説明会
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また、幅広く助成配分する観点から、

重点助成分野の見直しを行う等、事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、基金で幅広く助成配分する観

点から、必要性や効果を十分考慮し、

金ごとに、同事業の目的にふさわし

い分野を設定し、当該事業年度募集

要領等に明記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 幅広く助成配分する観点から、必

要性や効果を十分考慮し、平成２１

を開催するなど、幅広く周知した。 

＜添付資料：25・26＞

 

○ 「平成２１年度における長寿・子育て・障害者基金事業の選定方針（以下「選定方

針」という。）」で、「重点助成分野に関する助成事業を優先的に選定すること」を

明記し、平成２１年３月の基金事業審査・評価委員会（以下「審査・評価委員会」と

いう。）において上記選定方針に基づき選定した結果、重点助成分野に関する事業と

して、以下のとおり５３２事業を採択した。（注：重点助成分野５３２事業には地方

分モデル事業１５事業を含む。） 

 

基金の種類 採択事業数 
重 点 助 成 分 野 

（★新規７事業、○見直し４事業、・継続６事業） 

長寿社会 

福祉基金 
15事業 

・ 孤独死防止対策に関する事業 

○ 認知症等の高齢者を介護する家族の負担軽減に関
する事業（見直し①） 

・ 団塊の世代等による地域のコミュニティの再生に関
する事業 

★ 福祉・介護サービス従事者の人材確保・職場定着・
離職防止に関する事業（新規①） 

○ 医療的ケアが必要な障害児・者の家族の支援に関す
る事業（見直し②） 

★ 高齢者の介護予防の支援に関する事業（新規②） 

★ 自治会・町内会、ボランティア等の地域住民による
地域福祉活動活性化事業（新規③） 

★ 障害者の権利擁護普及促進事業（新規④） 

・ 障害者の自立生活・就労の支援に関する事業 

★ 介護保険における小規模多機能居宅介護など地域
密着型サービスの普及・促進を図るための事業（新規
⑤） 

・ 子育て支援のネットワークづくりに関する事業 

・ 子どもにとっての安全、安心な地域環境づくり活動
に関する事業 

○ 障害児のきょうだい（兄弟姉妹）支援に関する事業
（見直し③） 

★ 妊娠出産期の支援に関する事業（新規⑥） 

○ 児童虐待・DV・いじめ等により保護・支援が必要
な子ども・家庭の支援強化事業（見直し④） 

★ 母子家庭の就業支援及び養育費の確保に関する事
業（新規⑦） 

・ 国際大会における選手の育成・強化に関する事業 

高齢者・ 

障害者 

福祉基金 

310事業 

子育て 

支援基金 
196事業 

障害者 

スポーツ 

支援基金 

11事業 

＜添付資料：27・28＞

 

【助成事業の固定化回避】#50 

○ 平成１９年１２月２４日に閣議決定された独立行政法人整理合理化計画の中で「講
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内容の特性に配慮しつつ、助成事業の

固定化回避に努めること。 

 

事業内容の特性に配慮しつつ、助成事

業の固定化回避に努める。 

 

事業年度において、重点助成分野の

見直しを行う等、事業内容の特性に

配慮しつつ、助成事業の固定化回避

についての方策をたてる。 

ずべき措置」とされた「助成事業の選定に当たっての固定化回避」について、選定方

針に、その対応を明記し、審査要領で具体的な審査方法を定めた。 

＜添付資料：27＞

 

 

（２）基金助成事業の選定については、毎

年度、選定方針を定め、外部有識者か

らなる委員会において公正に選定を行

うなど、客観性及び透明性の確保を図

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基金助成事業の選定に当たっては、

毎年度、審査・評価委員会において、

選定方針を策定するとともに、当該選

定方針に基づいて審査し、採択を行う。

この際、以下の方針を助成方針に明

記し、当方針に基づき審査・採択を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、地域の実情に即したきめ細か

な事業の推薦に均一性を確保するた

め、毎年、事務説明会を開くほか、必

要に応じて事務指導を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）平成２１事業年度の基金助成事業の

選定に当たっては、審査・評価委員会

において、平成１９事業年度分の事業

評価の成果も踏まえ、次の内容を明記

した平成２１事業年度分の選定方針を

策定するとともに、当該選定方針に基

づいて審査し、採択を行うものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、地域の実情に即したきめ細か

な事業（以下「地方分」という。）の

推薦に均一性を確保するため、平成２

０事業年度において、都道府県・政令

指定都市社会福祉協議会を対象とした

事務説明会を開くほか、必要に応じて

事務指導を行うものとする。 

 

 

 

 

① 助成事業の選定にあたっては、公

平性及び透明性を確保するため、外

部有識者からなる「審査・評価委員

会」において選定するものとし、地

域における独創的・先駆的事業（以

下「特別分」という。）及び地方分

における複数年助成等特別な場合を

除き、単年度限りとし、全国的な効

果を期待して実施する事業（以下「一

般分」という。）については、事業

 

【助成事業の選定】#51 

○ 平成２１事業年度分助成事業については、事後評価の中間取りまとめの内容及び平

成１９年１２月２４日に閣議決定された独立行政法人整理合理化計画を踏まえて策

定された選定方針に基づき、審査・評価委員会において審議し、９６９事業（一般分

１７４、特別分８７、地方分７０８）を選定した。 

区 分 

要 望 採 択 採択率 

事業数 

（件） 

金 額 

（百万円） 

事業数 

（件） 

金 額 

（百万円）

事業数 

（%） 

金 額 

（%） 

一 般 分 180 2,184 174 1,709 96.7 78.2

特 別 分 468 1,844 87 374 18.6 20.3

地 方 分 1,260 2,075 708 1.168 56.2 56.3

合 計 1,908 6,103 969 3.251 50.8 53.3

※一般分とは、全国的な効果を期待して実施する事業をいう。 

※地方分の「要望」については、各社会福祉協議会が受理した件数及び金額である。 

※事業数及び金額には、複数年助成事業を含む。 

＜添付資料：27・28＞

 

【事務説明会等の実施】#52 

○ 地方分の取り扱いについて、窓口となる都道府県・指定都市社会福祉協議会を対象

とした事務説明会を開催（平成２０年８月２２日）するとともに、同協議会が開催す

る説明会に対して機構職員を派遣（９都県市）し、基金事業の説明や個別相談に応え

るなど、助成事業にかかる適切な対応及び連携を図った。 

 

○ 前年度の事業評価において特に評価の高かった事業等を紹介する事業報告会の開

催に合わせて、個別相談の機会を設けるとともに、助成事業の適正な執行に資するた

め、事業報告会を開催した３県の社会福祉協議会において、当該地域の助成先団体を

対象に事務指導を実施した。 

 

【選定方針等の見直し】#53 

○ 平成１９事業年度分助成事業に関するヒアリング評価等の結果及び審査・評価委員

会において一般分の審査方法や採択基準の見直しなどについての具体的改善の必要

性が提起されたことを踏まえ、基金事業審査・評価委員会評価部会（以下「評価部会」

という。）において「平成２１年度助成事業の選定に当たっての留意事項」を取りま

とめた。 

その内容を受け、基金事業審査・評価委員会審査部会（以下「審査部会」という。）

において、選定方針を策定し、事業選定に当たっての基本的な考え方を整理するとと

もに、助成対象団体・法人の固定化回避への対応、地域の民間福祉活動を支援してい

くため、特に今日的なニーズや課題に対応した事業に対し、機構が主体性をもって積
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・ 地域における独創的・先駆的事業

及び地域の実情に即したきめ細かな

事業については、事業継続の能力及

び意向を重視した審査、選定を行い、

事後評価において、中期目標期間内

に、特別な場合を除き、平均して８

５%以上の事業が助成終了後も継続

されること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 全国的な効果を期待して実施する

事業については、より一層厳格な審

査を行うとともに、地域における独

創的・先駆的事業及び地域の実情に

即したきめ細かな事業について、優

先的な採択を行うことにより、特別

な場合を除き、全助成件数の８０%

以上が独創的・先駆的事業等である

こと。 

 

 

内容や全国への波及効果等をよく勘

案したうえで、選定方針等の見直し

を行うものとする。 

 

② 特別分及び地方分については、事

業継続の能力及び意向を重視した審

査、選定を行い、事後評価において、

中期目標期間内に、特別な場合を除

き、平均して８５%以上の事業が助

成終了後も継続されるように事業を

選定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 一般分については、事業の積極的

な普及啓発の観点から、事業内容や

事業の波及効果等に重点を置いた審

査を行うとともに、特別分及び地方

分について、優先的な採択を行うこ

とにより、特別な場合を除き、全助

成件数の８０%以上が独創的・先駆

的事業等であるものとする。 

 

 

 

極的に支援していくことを明記した。 

＜添付資料：27・28＞

 

 

【助成事業の継続状況の調査】#54 

○ 平成１８事業年度分助成事業に関して助成終了後も引き続き事業を継続している

かについて、フォローアップ調査を平成２０年７月に実施した。その結果以下のとお

り、助成事業終了後も多くの事業が継続して実施されており、助成が事業の立ち上げ

や新しい展開を支援していることが確認できた。 

なお、当調査結果については、平成２０年１１月の評価部会に報告の上、広報誌及

び機構ホームページ等により公表した。 

助成事業の種類 
助成事業 

（ａ） 

継続事業 

（ｂ） 

継続率 

（ｂ/ａ） 

特別分助成 

（地域における独創的・先駆的事

業を対象） 

79事業 72事業 91.1%

地方分助成 

（地域の実情に即した 

きめ細かな事業を対象） 

594事業 552事業 92.9%

合  計 673事業 624事業 92.7%

 

【独創的・先駆的事業等への助成】#55 

○ 平成２１事業年度分助成事業の選定に当たり、選定方針に「地域における独創的・

先駆的な活動や地域の実情に即したきめ細かな事業など、地域における民間の創意工

夫を活かした福祉活動を推進するため、『特別分』及び『地方分』助成事業が全助成

事業の８０％以上となるよう配慮する」ことを明記し、平成２１年３月の審査・評価

委員会において上記選定方針に基づき選定した。 

 

全助成事業数

（ａ） 

特別分＋地方分（ｂ） 占有率 

特 別 分 地 方 分 計 （ｂ/ａ） 

969 87 708 795 82.0％

※ 助成事業数には、複数年助成事業（二年次目）を含む。 

＜添付資料：27・28＞

 

 

（３）助成事業交付申請等に当たっての事

務負担の軽減を図るため、各種提出書

類の電子化などを行うこと。 

 

 

 

 

（３）助成先団体等の事務負担の軽減を図

るため、各種提出書類の電子化などを

行う。 

 

 

 

 

（３）平成２０事業年度において、助成先

団体等の事務負担の軽減を図るため、

特別分助成金の各種提出書類（助成金

交付要望書、助成金交付申請書、概算

払請求書及び事業完了報告書等）にか

かる電子申請システムを構築し、試行

 

【各種提出書類の電子化等】#56 

○ 平成２０年４月から特別分助成金の交付申請書及び概算払請求書にかかる電子申

請システムの稼働を開始した。さらに、助成金交付要望書及び事業完了報告書にかか

るシステムの追加開発を行い、９月１日から運用を開始した。 

また、自己評価書の電子申請システムによる提出についても、平成２１年３月から

運用を開始した。 
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的に運用を開始する。 

   

 

 

 

（４）助成交付申請の受理から交付決定ま

での平均処理期間を３０日以内とす

る。 

 

 

（４）平成２０事業年度分の助成金交付申

請書の受理から交付決定までの平均処

理期間を３０日以内とする。 

 

 

【助成金交付までの事務処理期間短縮】#57 

○ 平成２０事業年度助成分の交付決定については、中期目標の事務処理期間である平

均３０日より短い２０．４日で処理することができた。 

 

 

（４）基金の運用については、安全かつ確

実な方法による運用を基本としながら

も可能な限り運用効率を高めるよう努

めること。 

 

 

（５）安全で安定的な運用収益を確実に上

げるための運用方法を検討し、計画的

に導入する。 

 

 

（５）安全で安定的な運用収益を確実に上

げるための運用方法を検討し、計画的

に導入する。 

 

 

【基金の効率的な運用の検討】#58 

○ 安全で安定的な運用収益を確実に上げるため、ラダー型運用を計画的に構築してお

り、その完成年度を早めるための運用計画の見直しを行った。 

 

 

（６）経済情勢や市場状況に関する情報を

不断に把握し、安全確実で、かつ、効

率的な運用を行い、長期金利の指標で

ある国債の平均金利を上回る運用収益

を上げる。 

 

 

（６）経済情勢や市場状況に関する情報を

不断に把握し、安全確実で、かつ、効

率的な運用を行い、長期金利の指標で

ある国債の平均金利を上回る運用収益

を上げる。 

 

 

 

 

【基金の運用実績】#59 

○ 財投機関債を中心とした運用を行い、再運用した２４５億円について、長期金利指

標である国債の平均利回り１．６８%を０．２５%上回る実績を上げた。 

《平均運用利回り》 

平成20年度実績 国債で運用した場合 差引き 

1.93% 1.68% 0.25% 

 

○ また、日常的な情報収集に加えて、職員の専門能力の向上を図るため、外部セミナ

ーへの職員派遣、エコノミストを招聘しての勉強会を開催した。（実績：外部セミナ

ー：３８回、延べ４８人参加、内部勉強会：３回、延べ１２５人参加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 53 - 
 

評 価 の 視 点 等 自己評定 Ａ 評価項目 ９ 評  定 A 

  

助成事業の募集及び選定（採択）については、審査・評価委員会に

おいて事後評価結果等を反映した募集要領・選定方針等を策定した上

で実施し、公平性及び透明性を確保することができた。 

重点助成分野の設定については、助成事業の固定化回避の観点から、

４分野を見直し、７分野を新規追加することにより、政策課題や多様

化する国民ニーズに即した助成を行った。 

また、平成１８年度分助成事業における継続率については、中期計

画の目標値８５％を上回る９２．７％を確認することができた。 

さらに、独創的・先駆的事業等への助成事業についても、中期計画

の目標値８０％を上回る全助成事業のうち８２．０％を選定すること

ができた。 

一方、助成業務の事務手続きに関しては、助成先団体からの各種提

出書類を電子化し、助成先団体等の事務負担の軽減を図るとともに、

助成金の交付申請処理期間については、２０．４日となり、中期計画

の目標値３０日以内で処理することができた。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

  助成事業の募集及び選定（採択）については、外部有識者からなる審

査・評価委員会において、事後評価結果等を反映し、募集要領・選定方

針等を策定し、公平性・透明性の確保が図られている。また、助成終了

後の事業継続の割合や独創的・先駆的事業等の優先採択の割合は、目標

を大きく上回っている。さらに、助成金交付申請書の受理から交付決定

までの平均事務処理期間も目標を達成している。基金の運用について

は、長期金利の指標である国債の平均利回りを上回る運用収益を確保し

ている。 

  以上のように、全体的に透明で公正な助成の実施が行われており、中

期計画を上回る実績をあげていると評価する。 

今後とも引き続き重点助成分野を見直すなど、社会情勢を踏まえた国

民のニーズにあった事業への助成を期待する。 

 

（各委員の評定理由） 

○ 外部有識者からなる審査・評価委員会において、募集要領・選定方

針等を策定し、公平性・透明性の確保が図られている。 

○ 助成終了後の事業の継続状況、独創的・先駆的事業等への助成、助

成金交付までの事務処理期間短縮について、目標を上回る実績を上げ

ている。 

○ 基金の運用実績では、国債を上回る利回りを確保している。 

 

（その他の意見） 

○ 助成の対象について、社会情勢に合わせた見直しを続行してほし

い。 

 

 

［数値目標］ 

① 地域における独創的・先駆的事業及び地域の実情に即したきめ細

かな事業については、事後評価において、中期目標期間内に、特別

な場合を除き、平均して８５%以上の事業が助成終了後も継続され

ること。 

 

② 地域における独創的・先駆的事業及び地域の実情に即したきめ細

かな事業について、優先的な採択を行うことにより、特別な場合を

除き、全助成件数の８０%以上が独創的・先駆的事業等であること。 

 

 

③ 助成交付申請の受理から交付決定までの平均処理期間を３０日以

内とする。 

 

 

 

 

 

 

④ 長期金利の指標である国債の平均金利を上回る運用収益を上げ

る。 

 

 

 

① 平成１８事業年度分助成事業のフォローアップ調査を実施した結

果、９２．７%の継続率となり、中期計画の目標値である８５%を

超えていることが確認できた。 

※ 業務実績Ｐ51【助成事業の継続状況の調査】＃54参照 

 

② 地域における独創的・先駆的事業等について、優先的な採択を行

うことにより、全助成件数の８２．０%となり、中期計画（２０年

度計画）の目標値である８０%を超える採択を行うことができた。

※ 業務実績Ｐ51【独創的・先駆的事業等への助成】＃55参照

 

③ 平成２０事業年度分の助成金の交付申請処理にあたって、助成事

業の事務手引き（団体用）の更なる改善や申請様式の簡略化などの

事務処理方法の改善を実施した結果、交付申請から交付決定までの

所要期間は２０．４日となり、中期計画の目標値である平均処理期

間３０日以内で処理することができた。 

※ 業務実績Ｐ52【助成金交付までの事務処理期間短縮】＃57

参照 

 

④ 財投機関債を中心とした再運用により、長期金利指標である国債

の平均利回りを０．２５％上回る運用収益を上げた。 

※ 業務実績Ｐ52【基金の運用実績】＃59参照 
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［評価の視点］ 

○ 毎年度、外部有識者からなる審査・評価委員会において、前年度

に実施した事後評価結果等を踏まえ、助成方針を定め、募集要領等

に明記しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 毎年度、政策課題や多様化する国民ニーズに即した重点助成分野

が設定されているか。 

○ 基金で幅広く助成配分する観点から、重点助成分野の見直しを行

う等、助成事業の固定化回避に努めているか。 

 

 

 

 

 

 

○ 毎年度、審査・評価委員会において、選定方針を策定するととも

に、当該選定方針に基づいて審査し、採択を行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地域の実情に即したきめ細かな事業の推薦に均一性を確保するた

め、毎年、事務説明会を開くほか、必要に応じて事務指導を行って

いるか。 

 

 

 

 

○ 地域における独創的・先駆的事業及び地域の実情に即したきめ細

かな事業については、助成終了後も事業を継続している助成団体割

合が、特別な場合を除き中期計画の数値を達成しているか。（助成

事業実施の翌々年度に測定） 

 

 

 

実績：○  

・ 平成２１事業年度助成分の募集に際して、審査・評価委員会にお

いて、平成１９年度に実施した事後評価の結果による提言を反映さ

せた募集要領を策定し、募集することができた。 

また、平成２０年度に実施した自己評価及びヒアリング評価結果

等を平成２１事業年度助成分の選定に反映させるため、「平成２１

年度助成事業の選定にあたっての留意事項」としてとりまとめ、選

定方針に反映させることができた。 

※ 業務実績Ｐ48【募集要領等の策定】＃48、Ｐ50【選定方針

等の見直し】＃53、P56【事後評価の結果の反映】＃61参照

 

実績：○ 

・ 助成事業の選定に先立って、重点助成分野のうち４分野を見直す

とともに、地域の民間福祉活動を支援していくため、特に今日的な

ニーズや課題に対応した助成を行うため、新規に７分野を追加して

１７分野とし、政策課題や多様化する国民ニーズに即した助成を行

うことができた。 

※ 業務実績Ｐ48【募集要領等の策定】＃48、【重点助成分野

の周知・採択】＃49、P49【助成事業の固定化回避】#50参

照 

 

実績：○  

・ 平成１９事業年度分助成事業に関するヒアリング評価等の結果及

び審査・評価委員会において一般分の審査方法や採択基準の見直し

などについての具体的改善の必要性が提起されたことを踏まえ、評

価部会において留意事項をとりまとめた。その内容を受け、審査部

会において選定方針を策定し、事業選定に当たっての基本的な考え

方を整理した上で、審査・採択を行うことができた。 

※ 業務実績Ｐ48【重点助成分野の周知・採択】＃49、Ｐ50【助

成事業の選定】＃51、【選定方針等の見直し】＃53、Ｐ56【事

後評価の結果の反映】#61参照 

 

実績：○ 

・ 地方分の推薦に均一性を確保するため、助成事務の窓口となる都

道府県・指定都市社会福祉協議会を対象とした事業説明会を開催す

る一方、９都県市において、機構職員を派遣して、助成事業の説明

や個別相談に応じるなど、必要な事務指導を実施した。 

※ 業務実績Ｐ50【事務説明会等の実施】＃52参照 

 

実績：○  

・ 上記【数値目標①】のとおり中期計画を達成した。 
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○ 総助成件数に占める特定非営利活動法人等が実施する独創的・先

駆的事業及び地域の実情に即したきめ細かな事業への助成件数の割

合が、特別な場合を除き中期計画の数値を達成しているか。 

 

○ 助成先団体等の事務負担の軽減を図るため、各種提出書類の電子

化などを行っているか。 

 

 

 

 

 

 

○ 助成金交付申請書受理日から交付決定日までの平均処理期間につ

いて、中期計画を達成しているか。 

 

 

○ 安全で安定的な運用収益を確実に上げるための運用方法を検討

し、計画的に導入しているか。 

 

 

 

 

○ 長期金利の指標である国債の平均金利を上回る運用収益を上げて

いるか。 

 

 

 

実績：○  

・ 上記【数値目標②】のとおり中期計画を達成した。 

 

 

実績：○  

・ 各種提出書類については、以下により電子申請システムの運用を

開始し、助成先団体等の事務負担軽減を図った。 

平成２０年４月～ 特別分助成金の交付申請書及び概算払請求書 

      ９月～ 助成金交付要望書及び事業完了報告書等 

平成２１年３月～ 自己評価書 

※ 業務実績Ｐ51【各種提出書類の電子化等】＃56参照 

 

実績：○  

・ 上記【数値目標③】のとおり中期計画を達成した。 

 

 

実績：○ 

・ 運用方法の見直しについては、第２期中期計画上の運用収入を上

回ること、及び現行の運用計画上のラダー運用計画完成年度を早め

ることをポイントに見直しを行い、運用効率を高めた。 

※ 業務実績Ｐ52【基金の効率的な運用の検討】＃58参照 

 

実績：○ 

・ 上記【数値目標④】のとおり国債の平均金利を上回る運用収益を

上げた。 
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６ 長寿・子育て・障害者基金事業（事後

評価と助成事業の成果の普及） 

（１）助成した事業の事後評価制度につい

ては、毎年度、評価すべき重点事項を

定めた評価方針を定め、効率的かつ効

果的な運営を行い、事後評価の結果を

助成制度の改善に適正に反映するこ

と。 

 

 

 

 

 

６ 長寿・子育て・障害者基金事業（事後

評価と助成事業の成果の普及） 

（１）事後評価制度の効率的かつ効果的な

運用を図るため、毎年度、評価すべき

重点事項を定めた事後評価方針を定

め、当方針に基づき事後評価を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

６ 長寿・子育て・障害者基金事業（事後

評価と助成事業の成果の普及） 

（１）事後評価制度の効率的かつ効果的な

運用を図るため、平成２０事業年度に

おいて、評価すべき重点事項を定めた

事後評価方針を定め、当方針に基づき、

事後評価を実施する。 

特に、事後評価のうち、助成団体へ

のヒアリングを通して行う評価につい

ては、平成２０事業年度において１０

０事業以上実施するものとする。 

 

 

６ 長寿・子育て・障害者基金事業（事後評価と助成事業の成果の普及） 

 

【助成事業の事後評価の実施】#60 

○ 平成２０年６月の評価部会において、平成２０年度に評価すべき重点事項等を定め

た事後評価方針を定めた。 

また、特にヒアリング評価については、その事後評価方針に基づき、外部有識者か

らなる評価部会の委員等により１２６事業について実施した。 

 

 

 

（２）活動団体の応募機会の確保に努める

とともに、活動団体が利用し易い基金

助成制度とするため、事後評価の結果

を踏まえて、制度の継続的な改善を行

うこと。 

 

 

（２）事後評価の結果は、速やかに公表す

るとともに、活動団体が利用し易い基

金助成制度とするため、募集要領、選

定方針等に反映するなど、基金助成制

度の継続的な改善に活用する。 

 

 

（２）事後評価の結果は、速やかに公表す

るとともに、活動団体が利用し易い基

金助成制度とするため、平成２１事業

年度の募集要領、選定方針等に反映す

るなど、基金助成制度の継続的な改善

に活用する。 

 

 

【事後評価の結果の反映】#61 

○ 昨年度の事後評価結果については、平成２１事業年度分助成事業の募集要領に反映

した。 

 

○ 自己評価及びヒアリング評価の結果等を早急に助成事業の選定に反映させるため、

評価部会において「平成２１年度助成事業の選定に当たっての留意事項」をとりまと

め、審査部会において策定する選定方針に反映させた。 

なお、書面評価等を含めた平成１９事業年度分助成事業の事後評価結果について

は、平成２１年３月の審査・評価委員会において、 終報告（平成１９年度助成事業

に関する事後評価報告書）を行い、この中での提言は、平成２２年度助成事業の募集

要領等の見直し等に反映させることとしている。 

 

 

（３）基金助成事業の助成対象は特定非営

利活動法人等組織基盤が脆弱な団体が

多いことを踏まえ、事業活動に関する

相談の充実に努めること。 

 

 

 

（３）職員の専門性を高めることにより、

助成団体の事業実施に対し的確な助言

ができるように努める。 

 

 

 

（３）基金助成事業の効果を高めるため、

平成２０事業年度においては、活動団

体の事業企画などに関する相談に応じ

られるよう調査・研究を行うとともに、

職員の専門性の向上を図るための研修

を計画的に行う。 

 

 

【職員の専門性の向上】#62 

○ 民間福祉活動の支援強化のためのプロジェクトチームを立ち上げ、民間福祉活動を

支援するために必要な専門性の向上を目的とした勉強会を８回実施した。 

加えて、助成事業に限らず、地域の福祉医療の実践現場に赴き、取り組みの現状や

課題について意見交換するとともに、その内容について機構内の共用掲示板（イント

ラネット）を利用して情報の共有化を図った。 

 

 

（４）助成事業の事後評価後においても、

活動団体の継続的な状況の把握に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

（４）助成事業の事後評価後においても、

平成２０事業年度において、１年経過

後に行うフォローアップ調査に加え、

さらに数年後にもフォローアップ調査

を計画・実施し、活動団体の継続的な

状況の把握に努めるとともに、その成

果を平成２１事業年度の募集要領及び

選定方針等に活かす。 

 

【事後評価後の継続的フォローアップの実施】#63 

○ 従来から実施している１年経過後の事業のフォローアップ調査に加え、3 年経過後

の事業についてもフォローアップ調査を実施し、これらの結果を平成２１年 3 月の審

査・評価委員会において報告した。これらの成果については、平成２１事業年度の募

集要領及び選定方針に反映させるとともに、特に優れた取組みについては、ホームペ

ージや広報誌などで公表し、広く周知を行った。 
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（４）事後評価等の結果を踏まえ、事業効

果の高い事業等の周知とその効果的な

普及を推進すること。 

 

 

 

 

 

（５）事後評価結果等を踏まえ、事業効果

の高い優れた助成事業等を公表し、広

く周知を行うほか、他の助成団体等と

の情報の共有化等を行う。 

 

 

 

 

（５）事後評価結果等を踏まえ、平成２０

事業年度において、事業効果の高い優

れた助成事業等をホームページや広報

誌などで公表し、広く周知を行うほか、

他の助成団体等との情報の共有化や意

見交換を行うなどにより、民間福祉団

体のニーズを把握する。 

 

 

【事後評価結果の公表等】#64 

○ 事後評価結果の公表等については、事業報告会を８月に開催し、事後評価において

特に評価の高かった助成事業等の事業報告、機構の助成制度説明に加え、日本財団、

県共同募金会、（財）助成財団センターからも制度の説明等を行うなど他の民間助成

団体と連携して実施した。 

 

○ 平成２１事業年度分助成事業の募集に合わせて、日本財団、（財）助成財団センタ

ーと共同して助成事業説明会を実施（平成２０年９月６日）し、助成金の申請を予定

している団体に対して、それぞれの助成制度の違い、助成対象となる事業などの説明

を行うとともに、各団体のニーズに合わせた個別相談会を実施した。 

 

○ 平成１９事業年度分助成事業の事後評価について、平成２１年３月の審査・評価委

員会において報告した後、事後評価報告書をホームページに掲載した。また、高い評

価を受けた特に優れた事業については、事後評価報告書に明記するとともに、ホーム

ページで紹介した。 

＜添付資料：29＞

 

○ 民間助成事業情報交換会（年２回実施）において、民間の助成金を受けて事業実施

した団体による事業報告、民間助成団体（１５団体）との情報交換を通じて民間非営

利組織の状況や支援に関する動向など情報の収集に努めた。 

また、日本財団、中央共同募金会及び（財）助成財団センターとの間で、各団体の

現況や課題の報告のほか、事業説明会の共同開催など効果的な制度の周知、助成事業

の成果の普及などについて意見交換を行った。 

 

 

（６）事業効果の高い優れた事業について

は、効果的な普及を行う。このため、

助成事業説明会や報告会並びに相談会

を中期目標期間内に１５回以上開催す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）事業効果の高い優れた事業について

は、効果的な普及を行う。 

① 優れた助成事業の周知及び効果的

な普及を行うため、平成２０事業年

度において、助成事業説明会や報告

会並びに相談会を計３回以上開催す

る。  

② 助成事業の内容や助成団体並びに

その成果物等について、全国的な普

及を図るとともに、顧客の利便性に

資するため、平成２０事業年度にお

いて、電子図書館システムを構築し、

試行的に運用を開始する。 

 

 

 

 

【助成事業報告会等の開催】#65 

○ 優れた助成事業の成果を普及し、基金事業に対する理解を深めるため、事後評価に

おいて特に評価の高かった事業等について平成２０年８月に全国3か所で事業報告会

を開催するとともに、個別相談を実施した。また、事業報告会の内容については、２

回にわたり全国紙に掲載した。 

 

○ 平成１９事業年度及び平成２０事業年度に地方分モデル事業「携帯電話による子育

て情報（防犯・防災、イベント、感染症・医療、食品・食中毒等）配信事業」を実施

した団体を集め、事業実施団体による成功事例等の発表、各団体間の意見交換を交え

た地方分モデル事業報告会を実施した。 

 

【電子図書館システムの構築】#66 

○ 平成２０年8月末までに電子図書館システムを構築し、9月より電子図書館の本格

運用を開始した。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ａ 評価項目１０ 評  定 A 

  

事後評価については、評価部会において策定された評価方針に基づ

き、重層的な評価を効率的かつ効果的に実施した。特にヒアリング評

価については、外部有識者からなる評価部会の委員等により１２６事

業へのヒアリング評価を実施することができた。 

事後評価の結果については、ホームページに速やかに公表するとと

もに、募集要領や選定方針等に反映し、助成制度のＰＤＣＡサイクル

を実施した。 

また、民間福祉活動の支援強化のためのプロジェクトチームを立ち

上げ、専門性の向上を目的とした勉強会を８回実施するとともに、助

成事業に限らず、地域の福祉医療の実践現場に赴き、取り組みの現状

や課題について意見交換を実施した。 

さらに、特に評価の高かった事業等については、３回の事業報告会

を実施、加えてその内容を全国紙に掲載して効果的な普及を図った。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

  事後評価については、審査・評価委員会評価部会において策定された

事後評価方針に基づき、重層的な評価を効率的かつ効果的に実施してい

る。 

 事後評価の結果については、ホームページ等で公表するとともに、事

業効果の高い優れた助成事業の周知・普及を図るため、事業報告会、電

子図書館の運用が行われている。 

  また、民間福祉活動の支援強化のためのプロジェクトチームを立ち上

げ、専門性の向上を目的とした勉強会など、職員の専門性を高める取組

みも実施されている。 

  以上のように、全体的に透明で公正な助成の実施が行われており、中

期計画を上回る実績をあげていると評価する。 

今後とも引き続き助成事業成果の全国普及に努め、さらに拡大してい

くことを期待する。 

 

（各委員の評定理由） 

○ 助成事業の事後評価の実施や助成事業の成果の普及に努めている。

○ 事後評価方針に基づき、自己評価、ヒアリング評価、書面評価を重

層的に実施している。 

○ 事後評価後のフォローアップ調査を１年経過後及び３年経過後に

継続的に実施している。 

○ 事後評価結果等をＨＰ等で公表している。 

○ 職員の専門性向上に向け、勉強会を８回実施している。 

   

（その他の意見） 

○ 助成事業の成果の普及について具体例を示されたい。 

○ 今後、更に事業内容の拡大に努めてほしい。 

 

 

 

 

［数値目標］ 

○ 助成事業説明会や報告会並びに相談会を中期目標期間内に１５回

以上開催する。 

 

 

 

○ 事後評価において特に評価の高かった事業等について、事業報告

会を全国３か所において３回開催するとともに、報告会の内容につ

いて２回にわたり全国紙に掲載することで効果的な普及を図った。

また、地方分モデル事業については、事業実施団体による成功事

例等の発表に加え、各団体間の意見交換を交えた事業報告会を実施

した。 

※ 業務実績Ｐ57【助成事業報告会等の開催】＃65参照 

 

 

［評価の視点］ 

○ 毎年度、評価すべき重点事項を定めた事後評価方針を定め、当方

針に基づき事後評価を実施しているか。 

 

 

 

 

○ 事後評価の結果を速やかに公表するとともに、その結果が、募集

要領、選定方針等の基金助成制度の継続的な改善に活用されている

か。 

 

 

 

 

 

○ 専門性の高い職員を育成し、助成団体の事業実施に対し的確な助

言ができているか。 

 

 

 

実績：○ 

・ 評価部会において、評価すべき重点事項等を定めた事後評価方針

を定め、その中でも特にヒアリング評価については、事後評価方針

に基づき１２６事業について実施することができた。 

※ 業務実績Ｐ56【助成事業の事後評価の実施】＃60参照 

 

実績：○ 

・ 平成１９事業年度分助成事業の事後評価結果は、平成２１年３月

の審査・評価委員会にて報告された後、速やかにホームページに掲

載した。また、募集要領、選定方針の策定に当たっては、事後評価

を反映させることにより、助成制度のＰＤＣＡサイクルを実施した。

※ 業務実績Ｐ57【事後評価結果の公表等】＃64、Ｐ56【事後

評価の成果の反映】＃61参照 

 

実績：○ 

・ 民間福祉活動の支援強化のためのプロジェクトチームを発足し、

民間福祉活動を支援するために必要な専門性の向上を目的とした勉
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○ 事後評価後における活動団体の状況についても、継続的に把握し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

○ 事後評価結果等を踏まえ、事業効果の高い優れた助成事業等を公

表し、広く周知を行っているか。 

 

 

 

 

 

 

○ 他の助成団体等との情報の共有化等を行っているか。 

 

 

 

 

 

 

○ 事業効果の高い優れた事業について、効果的な普及を行うため、

助成事業説明会や報告会並びに相談会について、中期計画に示され

たとおり実施しているか。 

 

強会を８回実施した。 

加えて、職員の専門性の向上を図るため、助成事業に限らず、地

域の福祉医療の実践現場に赴き、取り組みの現状や課題について意

見交換するとともに、その内容について機構内の共用掲示板（イン

トラネット）を利用して情報の共有化を図った。 

※ 業務実績Ｐ56【職員の専門性の向上】＃62参照 

 

実績：○ 

・ 平成２０年度は、従来から実施している１年経過後の事業のフォ

ローアップ調査に加え、３年経過後の事業（平成１６年度助成事業）

についてもフォローアップ調査を行い、継続的に状況を把握するこ

とができた。 

※ 業務実績Ｐ56【事後評価後の継続的フォローアップの実施】

＃63参照 

 

実績：○ 

・ 平成１９事業年度分助成事業の事後評価について、平成２１年３

月の審査・評価委員会において報告した後、事後評価報告書をホー

ムページに掲載した。また、高い評価を受けた特に優れた事業につ

いては、事後評価報告書に明記するとともに、ホームページで紹介

した。 

※ 業務実績Ｐ57【事後評価結果の公表等】＃64参照 

 

実績：○ 

・ 他の助成団体等との情報共有化等については、助成事業説明会を

共同で開催する等、連携の強化を図ることができた。また、民間助

成事業情報交換会を２回開催することができ、民間非営利組織の状

況や支援に関する動向などの情報収集ができた。 

※ 業務実績Ｐ57【事後評価結果の公表等】＃64参照 

 

実績：○ 

・ 上記【数値目標】のとおり中期計画を達成した。 

 

・ 電子図書館システムを構築し、9月より電子図書館の本格運用を開

始した。 

※ 業務実績Ｐ57【電子図書館システムの構築】＃66参照 

 

 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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７ 退職手当共済事業 

退職手当共済事業は、社会福祉施設等

を経営する社会福祉法人等の相互扶助の

精神に基づき、社会福祉施設等に従事す

る職員について退職手当共済制度を確立

し、もって社会福祉事業の振興に寄与す

るため、以下の点に留意してその適正な

実施に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 退職手当共済事業 

退職手当共済事業は、社会福祉施設等

を経営する社会福祉法人等の相互扶助の

精神に基づき、社会福祉施設等に従事す

る職員について退職手当共済制度を確立

し、もって社会福祉事業の振興に寄与す

るため、以下の点に留意してその適正な

実施に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 退職手当共済事業 

退職手当共済事業は、社会福祉施設等

を経営する社会福祉法人等の相互扶助の

精神に基づき、社会福祉施設等に従事す

る職員について退職手当共済制度を確立

し、もって社会福祉事業の振興に寄与す

るため、以下の点に留意してその適正な

実施に努める。 

なお、当該事業における被共済職員数、

退職手当支給者数、退職手当金支給額及

び単位掛金額を次のとおり見込む。 

（参考） 

区 分 平成 20 事業年度 

被共済職員数

(4／1 現在) 
673,337 人

退職手当金 

支給者数 
79,558 人

退職手当金 

支給額 
89,592,382 千円

単位掛金額 44,700 円
 

 

７ 退職手当共済事業 

退職手当共済事業は、社会福祉施設等を経営する社会福祉法人等の相互扶助の精神に

基づき、社会福祉施設等に従事する職員について退職手当共済制度を確立し、もって社

会福祉事業の振興に寄与するため、以下の点に留意してその適正な実施に努めた。 

なお、当該事業における被共済職員数、退職手当支給者数、退職手当金支給額及び単

位掛金額の実績は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

（実績） 

区   分 平成20事業年度 

4 月 1 日 現 在 の 被 共 済 職 員 数 673,408人

退 職 手 当 金 支 給 者 数 76,570人

退 職 手 当 金 支 給 額 88,229,848千円

単 位 掛 金 額 44,700円
 

 

（１）退職手当金の給付事務の効率化によ

り、請求書の受付から給付までの平均

処理期間の短縮を図ること。 

 

 

 

（１）退職手当金支給に係る事務処理の効

率化を図ることにより、請求書の受付

から給付までの平均処理期間を７５日

以内とする。 

 

 

（１）請求書の受付から給付までの平均事

務処理期間について、事務処理の効率

化を図りながら、７５日以内とする。

 

 

 

【退職手当金給付事務の事務処理期間短縮】#67 

○ 請求書の受付から給付までの平均処理期間は、４４．８日となり、中期計画７５日

以内を大幅に短縮した。（対前年度比で１６．９日の短縮） 

これは、 

① 様式の簡略化（エラー防止のために金融機関番号・店番号の記入省略） 

② 事務処理の改善（電算処理前の届出内容のチェック強化、処理目標の設定等に

よる計画的処理及びこれまでの事務処理改善の効果等） 

③ 支給財源の確保（資金不足による支給遅延の解消） 

④ 実務研修会での積極的指導（適正な事務処理の徹底） 

などによるものである。 

＜添付資料：30・31＞

 

 

（２）利用者への説明会や提出書類の簡素

化等により、利用者の手続き面での利

便性の向上及び負担の軽減に努めるこ

と。 

 

 

 

（２）業務委託先が実施する共済契約者の

事務担当者に対する実務研修会に機構

職員を派遣し、制度内容の周知と適正

な手続きに関する指導を行うととも

に、必要に応じて共済契約者を直接訪

問して個別指導を行う。 

 

（２）共済契約者の事務担当者を対象に業

務委託先が実施する全ての実務研修会

に機構職員を派遣し、制度内容の周知、

掛金届や請求書等の作成上の留意点等

について指導する。 

また、実務研修会が開催された都道

 

【利用者への制度内容の周知等】#68 

○ ３１都道府県で開催された実務研修会に職員を派遣し、制度内容の周知、掛金届や

請求書等の作成上の留意点等について指導した。 

また、特定介護保険施設等を経営する共済契約者を中心に直接訪問し、事務取扱の

指導等を行うとともに、サービスの向上を図るため、施設の実情等を調査した。 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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 府県においては、必要に応じて共済契

約者を直接訪問し、事務取扱について

指導を行う。 

 

（３）提出書類の電子届出化及び簡素化等

を進めることにより、利用者の手続き

面での負担を軽減する。 

 

 

 

 

（３）利用者の手続き面での負担を軽減す

るため、次の措置を講じる。 

① 平成１９年度より運用を開始した

掛金納付対象職員届の電子届出シス

テムについて、利用者アンケート調

査を実施し、その結果をシステム改

善や操作性向上に反映させ、利用促

進を図る。 

 

 

 

 

② 施設等新設届・申出書について、

電子届出システムで作成できる機能

の運用を開始する。 

 

③ 請求書・退職届について、二次元

バーコードを付加した作成支援シス

テムをホームページに掲載し、運用

を開始する。 

 

④ 上記以外の届書について、入力と

印刷が可能な電子媒体としてホーム

ページに掲載し、利用者への提供を

開始する。 

 

 

【提出書類の電子届出化等】#69 

○ 平成２０年度の電子届出システム利用者に対してアンケート調査を実施し、これら

を踏まえて入力画面のレイアウト変更など、システムの改善を行い、更なる操作性の

向上に努めた。 

 

○ また、システム未利用の共済契約者に対してリーフレット等を作成して利用促進を

図ったほか、共済契約者の事務担当者向けに実務研修会での操作デモや操作説明会を

開催した。 

これらの利用促進策を実施した結果、新たに２，１７３法人がシステムの利用登録

を行い、全体では全共済契約者の約７５％にあたる１２，１４１法人がシステムを利

用することとなった。 

 

○ 平成２０年４月から施設等新設届・申出書について、電子届出システムでの運用を

開始した。 

 

 

○ 平成２０年４月から請求書・退職届について、二次元バーコードを付加した作成支

援システムをホームページに掲載し、運用を開始した。 

 

 

 

○ 平成２１年２月から上記以外の届書について、入力と印刷が可能な電子媒体として

ホームページに掲載し、運用を開始した。 

 

○ これらに加えて、退職届について平成２１年３月より電子届出システムで作成する

機能を追加し、加入届についても平成２１年１０月から電子届出システムで作成でき

るよう準備を行った。 

 

○ また、請求書の早期提出や提出漏れを防止する観点から、電子届出システムに未提

出者情報を表示する機能を追加し、共済契約者においても提出状況が随時確認できる

よう改善を図り、共済契約者の支援に努めた。 

＜添付資料：32＞

 

（３）業務委託先への業務指導を徹底する

ことにより、窓口相談、届出受理の機

能強化を図ること。 

 

 

 

 

（４）業務委託先の窓口相談・届出受理の

機能強化を図るため、業務委託先の事

務担当者に対する事務打合せ会を実施

するほか、必要に応じて業務委託先を

個別に訪問して業務指導の徹底を行

う。 

 

 

（４）業務委託先の事務担当者に対する事

務打合せ会を実施し、事務処理の円

滑・適正な実施を周知する。 

また、必要に応じて業務委託先を個

別に訪問して業務指導の徹底を行う。

 

 

【業務指導等の強化】#70 

○ 平成２１年２月に事務打合せ会を実施し、事務処理の円滑・適正な実施を周知した。

 



 

- 62 - 
 

評 価 の 視 点 等 自己評定 Ｓ 評価項目１１ 評  定 S 

  

平成２０年度においては、各種様式の簡略化、事務処理の改善、支

給財源の確保、実務研修会での積極的な指導などに取り組んだ結果、

退職手当金の請求書受付から給付までの平均処理期間が４４．８日と

なり、中期計画の目標値７５日を大幅（３０．２日短縮）に上回る実

績をあげ、前年度の平均処理期間と比較しても１６．９日の短縮を実

現することができた。 

また、利用者の事務負担軽減のため、電子届出システムの利用促進

策及び利便性の向上策を実施し、新たに２，１７３法人がシステムの

利用登録を行い、平成２０年度のシステム利用率６２％から平成２１

年度は７５％と大幅に増加することとなり、利用者の事務負担軽減に

関して大きく寄与したものと考えられる。 

なお、平成２０年度の掛金納付対象職員届の処理においては、延べ

７４１，００３人の在籍状況を確認しているが、電子届出システム利

用者におけるエラー発生率は、紙媒体提出者に比べて１０分の１以下

に抑制することができた。この結果、機構における事務の効率化も図

られ、業務コストもシステム導入前に比べ、約３８百万円削減するこ

とができた。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

  電子届出システムの利用促進策により、システム利用率が大幅に増加

するとともに、届出書類の電子化により提出資料のエラー発生率が１０

分の１に減少している。この結果、利用者の事務負担の軽減、福祉医療

機構における事務の効率化が図られ、業務コストの削減も実現してい

る。 

また、退職手当金の請求書受付から退職手当金の振込日までの平均処

理期間が４４．８日となり、中期計画の目標値７５日を大幅に上回る実

績をあげ、前年度の平均処理期間と比較しても１６．９日短縮を実現し

ている。 

  以上のように、電子届出システムの導入効果により、利用者の事務負

担の大幅な軽減、福祉医療機構における事務の効率化の実現、退職手当

金の給付までの日数の大幅短縮とプラスの相乗効果が見られ、中期計画

を大幅に上回る実績をあげていることが認められ、高く評価できる。 

 

（各委員の評定理由） 

○ 平均事務処理期間 44.8 日と目標値 75 日（30.2 日短縮）を大幅

に上回る成果を上げた。 

○ 届出書類の電子化により、提出資料のエラー発生率を 1/10 に縮

減し、業務コストの 10％相当を削減した。 

 

（その他の意見） 

○ 事務処理期間の絶対値（44.8 日）や電子システム利用率（約 75

％）がＳに値するほど短いとは言い難い。 

○ 電子届出システムの導入自体が遅く、加入者を増加する ための努

力がもっと必要ではないか。 

 

 

［数値目標］ 

○ 請求書の受付から給付までの平均処理期間を７５日以内とする。 

 

 

 

○ 請求書の受付から給付までの平均処理期間については、以下の取

組みを行った結果、４４．８日となり、中期計画の目標値７５日よ

りも３０．２日の短縮、前年度の平均処理期間と比較しても１６．

９日の短縮を図ることができた。 

① 様式の簡略化（エラー防止のために金融機関番号・店番号の

記入省略） 

② 事務処理の改善（電算処理前の届出内容のチェック強化、処

理目標の設定等による計画的処理及びこれまでの事務処理改善

の効果等） 

③ 支給財源の確保（資金不足による支給遅延の解消） 

④ 実務研修会での積極的指導（適正な事務処理の徹底） 

※ 業務実績Ｐ60【退職手当金給付事務の事務処理期間短縮】＃

67参照 

 

 

［評価の視点］ 

○ 請求書受付日から退職手当金の振込日までの所要期間について中

期計画を達成しているか。 

なお、退職手当金の支給原資のうち、国及び地方公共団体の補助

金等の予算制約が生じた場合は、当該事情を考慮する。 

 

○ 共済契約者の事務担当者に対する実務研修会等において、制度内

容の周知と適正な手続きに関する指導に努めているか。 

 

 

実績：○ 

・ 上記【数値目標】のとおり中期計画を大幅に短縮して達成した。

 

 

 

実績：○  

・ ３１都道府県において延べ３５回開催された実務研修会に職員を
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○ 必要に応じて共済契約者を直接訪問して個別指導を行っている

か。 

 

 

 

 

○ 提出書類の電子届出化及び簡素化等を進めることにより、利用者

の手続き面での負担を軽減しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 業務委託先の事務担当者に対する事務打合せ会を実施するほか、

必要に応じて業務委託先を個別に訪問して業務指導の徹底を行って

いるか。 

 

派遣し、掛金届や請求書等の作成上の留意点等について指導し、手

続きの適正化に努めるとともに、制度内容の周知を図った。 

※ 業務実績Ｐ60【利用者への制度内容の周知等】＃68参照 

 

実績：○  

・ 特定介護保険施設等を経営する共済契約者を中心に直接訪問し、

事務取扱いの指導等を行うなど、事務手続きの適正化を図るととも

に、施設の実情等を調査するなど顧客サービスの向上に努めた。 

※ 業務実績Ｐ60【利用者への制度内容の周知等】＃68参照 

 

実績：○  

・ 利用者の事務負担軽減のため、次のとおり電子届出システムの利

用促進及び利便性の向上策を実施した。 

① 電子届出システムの利用案内のリーフレットを作成し、シス

テム未利用の共済契約者（６，４０４法人）へ送付した。 

② ３１都道府県で開催された共済契約者の事務担当者に対する

実務研修会でシステムの操作デモを実施した。 

③ 7県で開催したＷＡＭＮＥＴ操作説明会にあわせて電子届出

システム操作説明会を開催し、実際にパソコンを用いた操作説

明会を行った。 

④ システム利用者アンケート結果等を踏まえて、入力画面のレ

イアウト変更など電子届出システムの改善を図った。 

⑤ 施設等新設届・申出書について電子届出システムで運用を開

始するとともに、退職届についても電子届出システムで作成で

きる機能を追加した。 

これらにより、新たに２，７１３法人がシステムの利用登録を行

い、平成２１年度のシステム利用率は７５％となり平成２０年度の

６２％から大幅に増加し、利用者の事務負担軽減が図られるととも

に、機構における事務の効率化も図ることができた。 

※ 業務実績Ｐ61【提出書類の電子届出化等】＃69参照 

 

実績：○ 

・ 平成２１年２月に業務委託先を対象とした事務打合せ会を実施し、

事務処理の円滑・適正な実施に向けて意見交換を行った。 

※ 業務実績Ｐ61【業務指導等の強化】#70参照 
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８ 心身障害者扶養保険事業 

心身障害者扶養保険事業（以下「扶養

保険事業」という。）については、地方

公共団体が実施する心身障害者扶養共済

制度（以下「扶養共済制度」という。）

によって地方公共団体が加入者に対して

負う共済責任を保険する事業に関する業

務を安定的に行うことにより、心身障害

者の保護者の不安を解消し、保護者死亡

後の心身障害者の生活安定に寄与するこ

とを目的とし、以下の点に特に留意して

その適正な実施に努めること。 

なお、扶養共済制度に関し、国におい

ては、その安定的な運営を図り、将来に

わたり障害者に対する年金給付を確実に

行うため、１９年度末の積立不足に対応

し、機構が定期的に行う扶養共済制度の

長期的な財政状況の検証を踏まえ、毎年

度予算編成を経て必要な財政支援措置を

各地方公共団体とともに講ずることと

し、機構は、上記の国・地方公共団体に

よる財政措置を踏まえ、資金の安全かつ

効率的な運用に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 心身障害者扶養保険事業 

心身障害者扶養保険事業（以下「扶養

保険事業」という。）については、地方

公共団体が実施する心身障害者扶養共済

制度（以下「扶養共済制度」という。）

によって地方公共団体が加入者に対して

負う共済責任を保険する事業に関する業

務を安定的に行うことにより、心身障害

者の保護者の不安を解消し、保護者死亡

後の心身障害者の生活安定に寄与するこ

とを目的とし、以下の点に特に留意して

その適正な実施に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 心身障害者扶養保険事業 

心身障害者扶養保険事業（以下「扶養

保険事業」という。）については、地方

公共団体が実施する心身障害者扶養共済

制度によって地方公共団体が加入者に対

して負う共済責任を保険する事業に関す

る業務を安定的に行うことにより、心身

障害者の保護者の不安を解消し、保護者

死亡後の心身障害者の生活安定に寄与す

ることを目的とし、以下の点に特に留意

してその適正な実施に努める。 

なお、当該事業における新規加入者数

その他を次のとおり見込む。 

 

（参考） 

区  分 平成 20 事業年度

新規 

加入者数 
598 人

新規年金 

受給者数 
2,314 人

保険対象 

加入者数 
89,102 人

年金給付保険金 

支払対象障害者数
46,381 人

死亡・障害 

保険金額 
8,281,800 千円

年金給付 

保険金額 
11,286,196 千円

 

 

 

８ 心身障害者扶養保険事業 

心身障害者扶養保険事業（以下「扶養保険事業」という。）については、地方公共団

体が実施する心身障害者扶養共済制度によって地方公共団体が加入者に対して負う共済

責任を保険する事業に関する業務を安定的に行うことにより、心身障害者の保護者の不

安を解消し、保護者死亡後の心身障害者の生活安定に寄与することを目的とし、以下の

点に特に留意してその適正な実施に努めた。 

なお、当該事業における新規加入者数その他の実績は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

（実績） 

区   分 平成20事業年度 

新 規 加 入 者 数 859人

新 規 年 金 受 給 者 数 2,516人

保 険 対 象 加 入 者 数 88,394人

年金給付保険金支払対象障害者数 46,671人

死 亡 ・ 障 害 保 険 金 額 8,887,200千円

年 金 給 付 保 険 金 額 11,702,520千円

 

 

 

（１）財政状況の検証 

扶養保険事業の安定的な運営を図

り、将来にわたり障害者に対する年金

給付を確実に行うため、毎年度、扶養

保険事業の財政状況を検証するととも

に、加入者等に対し公表すること。 

なお、国においては少なくとも５年

ごとに保険料水準等の見直しを行なう

こととしていることから、基礎数値等

見直しに必要な情報を提供するととも

に、将来的に当該事業の安定的な運営

に支障が見込まれる場合には、厚生労

 

（１）財政状況の検証 

扶養保険事業の安定的な運営を図

り、将来にわたり障害者に対する年金

給付を確実に行うため、毎年度、扶養

保険事業の財政状況を検証するととも

に、加入者等に対し公表する。 

なお、検証の結果は、厚生労働省に

報告するとともに、将来的に当該事業

の安定的な運営に支障が見込まれる場

合には、厚生労働大臣に対しその旨申

出をする。 

 

 

（１）財政状況の検証 

平成１９年度の決算を踏まえ、財務

状況検討会で財務状況の検証を行い、

検証結果を報告書に取りまとめ、厚生

労働省へ報告するとともに、①地方公

共団体に対しては、事務担当者会議に

おいて報告、②加入者等に対しては、

ホームページで公表、③障害者関係団

体（親の会等）に対しては、情報提供

を行う。 

また、検証の結果、将来的に当該事

業の安定的な運営に支障が見込まれる

 

【財務状況の検証と公表】#71 

○ 平成２０年９月１２日に財務状況検討会を開催し、同検討会の報告書を取りまと

め、以下のとおり関係者への説明及び情報の公表等を行った。 

平成２０年１０月３日 都道府県・指定都市に報告書を送付した。 

平成２０年１０月６日 厚生労働省へ報告書を提出する。 

平成２０年１０月８日 機構のホームページで公表を行った。 

平成２０年１０月２９日 

平成２０年１１月５日 

障害者関係団体（全日本手をつなぐ育成会、全国重症

心身障害児（者）を守る会）に説明を行った。 

＜添付資料：34＞
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働大臣に対しその旨申出をすること。 

 

 

 

場合には、厚生労働大臣に対しその旨

申出を行う。 

 

 

 

 

（２）扶養保険資金の運用 

① 基本的考え方 

扶養保険資金の運用については、

制度に起因する資金の特性を十分に

踏まえ、長期的な観点から安全かつ

効率的に行うことにより、将来にわ

たって扶養保険事業の運営の安定に

資することを目的として行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 運用の目標 

厚生労働大臣が別途指示する運用

利回りを確保するため、長期的に維

持すべき資産構成割合（以下「基本

ポートフォリオ」という。）を定め、

これに基づき管理を行うこと。 

 

各年度において、各資産ごとに

各々のベンチマーク収益率を確保す

るよう努めるとともに、中期目標期

間において、各々のベンチマーク収

益率を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）扶養保険資金の運用 

① 基本的考え方 

扶養保険資金の運用については、

制度に起因する資金の特性を十分に

踏まえ、厚生労働大臣の認可を受け

た金銭信託契約の内容に基づき、長

期的な観点から安全かつ効率的に行

うことにより、将来にわたって扶養

保険事業の運営の安定に資すること

を目的として行う。 

このため、分散投資を基本として、

長期的に維持すべき資産構成割合

（以下「基本ポートフォリオ」とい

う。）を、心身障害者扶養保険資産

運用委員会（資産運用に精通した外

部専門家により構成される組織をい

う。以下「資産運用委員会」という。）

の議を経た上で策定し、扶養保険資

金の運用を行う。 

 

② 運用の目標 

厚生労働大臣が別途指示する運用

利回りを長期的に確保するため、基

本ポートフォリオを定め、これを適

切に管理する。 

 

 

また、運用受託機関の選定、管理

及び評価を適切に実施すること等に

より、各年度における各資産ごとの

ベンチマーク収益率を確保するよう

努めるとともに、中期目標期間にお

いても各資産ごとのベンチマーク収

益率を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）扶養保険資金の運用 

① 基本的考え方 

扶養保険資金の運用については、

制度に起因する資金の特性を十分に

踏まえ、厚生労働大臣の認可を受け

た金銭信託契約の内容に基づき、長

期的な観点から安全かつ効率的に行

うことにより、将来にわたって扶養

保険事業の運営の安定に資すること

を目的として行う。 

このため、分散投資を基本として、

長期的に維持すべき資産構成割合

（以下「基本ポートフォリオ」とい

う。）を、心身障害者扶養保険資産

運用委員会（資産運用に精通した外

部専門家により構成される組織をい

う。以下「資産運用委員会」という。）

の議を経た上で策定し、扶養保険資

金の運用を行う。 

 

② 運用の目標 

ア 基本ポートフォリオに基づきリ

バランスを行い、これを適切に管

理する。 

 

 

 

イ 運用受託機関の選定、管理及び

評価を適切に実施すること等によ

り、各資産ごとのベンチマーク収

益率を確保するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【運用の基本的考え方】#72 

○ 運用の基本的な考え方を踏まえ、分散投資を基本とする長期的に維持すべき資産構

成割合（以下「基本ポートフォリオ」という。）を、心身障害者扶養保険資産運用委

員会（以下「資産運用委員会」という。）の議を経た上で平成２０年４月１日に策定

し、運用を行った。 

＜添付資料：35＞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【運用の目標】#73 

○ 毎月の資産構成割合と基本ポートフォリオとの乖離状況を把握し、資産構成割合が

あらかじめ設定した乖離許容幅内に収まるよう管理した（リバランスは行っていな

い）。 

 

 

 

【運用受託機関の選定、管理及び評価】#74 

○ 運用受託機関の選定に当たっては、投資方針、運用プロセス、組織・人材、コンプ

ライアンス及び事務処理体制について精査し、運用実績、運用委託手数料を含む総合

評価の結果を踏まえ選定し、平成２０年４月１日に運用受託機関２社と金銭信託契約

を締結した。 

また、運用受託機関の管理は、運用コンサルティング会社を活用するとともに、選

定時の投資方針等の維持、法令遵守の確保のため、各運用受託機関ごとに運用方法等

に係るガイドラインを提示し、その遵守が確保されているかを四半期毎の定期ミーテ

ィングにおいて報告を受けるなどの方法により行った。 
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ベンチマークについては、市場を

反映した構成であること、投資可能

な有価証券により構成されているこ

と、その指標の詳細が開示されてい

ること等の条件を満たす適切な市場

指標を用いること。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 運用におけるリスク管理 

扶養保険資金については、分散投

資による運用を行うとともに、運用

に伴う各種リスクの管理を行うこ

と。 

 

④ 年金給付のための流動性の確保 

扶養保険事業の財政見通し及び収

支状況を踏まえ、年金給付等に必要

な流動性（現金等）を確保すること。 

 

⑤ 運用に関する基本方針の策定 

 

扶養保険資金の運用について、基

本方針を策定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベンチマークについては、市場を

反映した構成であること、投資可能

な有価証券により構成されているこ

と、その指標の詳細が開示されてい

ること等の条件を満たす適切な市場

指標を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 運用におけるリスク管理 

リターン・リスク等の特性が異な

る複数の資産に分散投資することを

リスク管理の基本とし、運用に伴う

各種リスクの管理を適切に行う。 

 

④ 年金給付のための流動性の確保 

年金給付等に必要な流動性（現金

等）を確保するとともに、効率的な

現金管理を行う。 

 

⑤ 運用に関する基本方針の策定及び

定期的見直し 

扶養保険資金の運用に関する基本

方針を資産運用委員会の議を経た上

で策定し、公表するとともに、少な

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ ベンチマークについては、中期

計画の条件を満たす適切な市場指

標を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 運用におけるリスク管理 

リターン・リスク等の特性が異な

る複数の資産に分散投資することを

リスク管理の基本とし、運用に伴う

各種リスクの管理を行う。 

 

④ 年金給付のための流動性の確保 

年金給付等に必要な流動性（現金

等）を確保するとともに、効率的な

現金管理を行う。 

 

⑤ 運用に関する基本方針の策定及び

定期的見直し 

扶養保険資金の運用に関する基本

方針を資産運用委員会の議を経た上

で策定し、公表する。 

 

【各資産ごとの対ベンチマーク収益率との差】#75 

○ 平成２０年度の各資産ごとのベンチマーク収益率との差は、次のとおりであり、概

ね各資産ごとのベンチマーク収益率を確保することができた。 

［平成２０年４月～平成２１年３月（年率）］ 

区   分 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率 運用実績 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ差 

有
価
証
券 

国内 
債券 1.34％ 1.38％ 0.04％

株式 ▲34.78％ ▲34.81％ ▲0.03％

外国 
債券 ▲7.17％ ▲7.52％ ▲0.34％

株式 ▲43.32％ ▲43.59％ ▲0.27％

短 期 資 産    0.32％ 0.54％ 0.22％

合 計 ▲5.67％ ▲5.89％ ▲0.21％

＜添付資料：36＞

 

【評価ベンチマークの設定】#76 

○ ベンチマークについては、適切な市場指標として、市場を反映した構成、投資可能

な有価証券による構成、及びその指標の詳細が開示されていることに加え、データが

連続して利用可能なこと、データの正確性・利便性等の要件を勘案して次のとおり設

定した。 

国内債券 NOMURA－BPI（総合） 

国内株式 TOPIX（配当込み） 

外国債券 
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円貨換算、ヘ

ッジなし） 

外国株式 
モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル

（MSCI）・KOKUSAI（円貨換算、配当込み、GROSS） 

短期資産 有担保コールレート（翌日物） 

 

【運用におけるリスク管理】#77 

○ 資産全体については、リターン・リスク等の特性が異なる国内債券、国内株式、外

国債券及び外国株式に分散投資を行うことにより、リスクの低減に努めた。 

また、各資産ごとに、各資産のベンチマークの相対リスクの推移等を運用コンサル

ティング会社を活用し、把握・分析を行い、リスク管理を行った。 

 

【年金給付のための流動性の確保】#78 

○ 年金給付のための流動性を確保するとともに効率的な現金管理を行うために、年度

期首の短期資産を平成２０年度所要見込額と同額とした。 

 

 

【運用に関する基本方針の策定及び定期的見直し】#79 

○ 運用に関する基本方針については、資産運用委員会の議を経た上で策定し、平成 

２０年４月にホームページで公表した。 

＜添付資料：37＞
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⑥ 基本ポートフォリオの策定 

 

基本ポートフォリオは、扶養保険

事業の数理上の前提と整合的なもの

となるように策定することとし、そ

の際、以下の点に留意すること。 

・ 厚生労働大臣が別途指示する運

用利回りを確保するような資産構

成とすること。 

・ 扶養保険事業の短期資金需要等

を踏まえて策定すること。 

・ 扶養保険事業の財政の安定化の

観点から、変動リスクを一定範囲

に抑える資産構成とすること。そ

の際、株式のリターン・リスクに

ついては、そのリスク特性に配慮

しつつ、慎重に推計を行い、ポー

トフォリオ全体のリスクを 小限

に抑制すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くとも毎年１回検討を加え、必要が

あると認めるときは速やかに見直し

を行う。 

 

⑥ 基本ポートフォリオの基本的考え

方 

資産運用委員会の議を経た上で策

定される基本ポートフォリオは、扶

養保険事業の数理上の前提と整合的

なものとなるように策定することと

する。 

その際、厚生労働大臣が別途指示

する運用利回りを確保するような資

産構成とし、扶養保険事業の財政の

安定化の観点から変動リスクを一定

範囲に抑える。 

併せて、株式のリターン・リスク

については、そのリスク特性に配慮

しつつ、慎重に推計を行い、基本ポ

ートフォリオ全体のリスクを 小限

に抑制する。 

 

 

⑦ 基本ポートフォリオの策定 

基本ポートフォリオを構成する資

産区分については、国内債券、国内

株式、外国債券、外国株式及び短期

資産とする。 

扶養保険事業の短期資金需要等に

配慮して、基本ポートフォリオを次

のとおり定める。また、各資産に固

有の収益率の変動の大きさ、基本ポ

ートフォリオにおける組入比率の大

きさ、取引コスト等を総合的に勘案

し、乖離許容幅を次のとおり設定す

る。 

区 分 
基本 

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ 

乖離 

許容幅 

国内債券 71.6% ±8% 

国内株式 7.8% ±5% 

外国債券 7.8% ±5% 

外国株式 7.8% ±5% 

短期資産 5.0% ±4% 

（ 目 標 収 益 率 3.20% 、 標 準 偏 差

5.05%） 

 

 

 

 

⑥ 基本ポートフォリオの基本的考え

方 

資産運用委員会の議を経た上で策

定される基本ポートフォリオは、扶

養保険事業の数理上の前提と整合的

なものとなるように策定することと

する。 

その際、厚生労働大臣が別途指示

する運用利回りを確保するような資

産構成とし、扶養保険事業の財政の

安定化の観点から変動リスクを一定

範囲に抑える。 

併せて、株式のリターン・リスク

については、そのリスク特性に配慮

しつつ、慎重に推計を行い、基本ポ

ートフォリオ全体のリスクを 小限

に抑制する。 

 

 

⑦ 基本ポートフォリオの策定 

基本ポートフォリオを構成する資

産区分については、国内債券、国内

株式、外国債券、外国株式及び短期

資産とする。 

扶養保険事業の短期資金需要等に

配慮して、基本ポートフォリオを次

のとおり定める。また、各資産に固

有の収益率の変動の大きさ、基本ポ

ートフォリオにおける組入比率の大

きさ、取引コスト等を総合的に勘案

し、乖離許容幅を次のとおり設定す

る。 

区 分 
基本 

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ 

乖離 

許容幅 

国内債券 71.6% ±8% 

国内株式 7.8% ±5% 

外国債券 7.8% ±5% 

外国株式 7.8% ±5% 

短期資産 5.0% ±4% 

 

 

 

 

 

 

【基本ポートフォリオの基本的考え方】#80 

○ 基本ポートフォリオ策定に当たっては、資産区分を安全性・収益性・投資可能性を

考慮して国内債券、国内株式、外国債券、外国株式及び短期資産の５種類とし、扶養

保険事業の数理上の前提との整合性に留意して、運用コンサルティング会社を活用

し、資産運用委員会の議を経た上で平成２０年４月１日に策定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本ポートフォリオの策定】#81 

○ 基本ポートフォリオの策定に当たり、扶養保険事業の財政の安定化を目的として、

各資産の期待リターン、リスク及び相関係数をもとに、期待収益率が厚生労働大臣が

別途指示する運用利回りである２．８％を長期的に確保するポートフォリオを次のと

おり定めた。 

また、乖離許容幅については、各資産に固有の収益率の変動の大きさ、基本ポート

フォリオにおける組入比率の大きさ、取引コスト等を総合的に勘案し、次のとおり設

定した。 

 

 

 

 

 

区 分 基本ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ 乖離許容幅 

国内債券 71.6% ±8% 

国内株式 7.8% ±5% 

外国債券 7.8% ±5% 

外国株式 7.8% ±5% 

短期資産 5.0% ±4% 
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⑦ 基本ポートフォリオの見直し 

基本ポートフォリオの策定時に想

定した運用環境が現実から乖離して

いないかなどについての検証を行

い、必要に応じて随時見直すこと。 

 

 

 

⑧ リスク管理の徹底 

 

基本ポートフォリオ管理を適切に

行うとともに、資産全体、各資産、

各運用受託機関及び各資産管理機関

のリスク管理を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 基本ポートフォリオの見直し 

基本ポートフォリオの策定時に想

定した運用環境が現実から乖離して

いないかなどについて、毎年１回、

資産運用委員会で検証を行うととも

に、必要に応じて随時見直す。 

 

 

⑨ 基本ポートフォリオの管理及びそ

の他のリスク管理 

基本ポートフォリオを適切に管理

するため、資産全体の資産構成割合

と基本ポートフォリオとの乖離状況

を少なくとも月１回把握するととも

に、必要な措置を講じる。 

扶養保険資金について、運用受託

機関への委託等により運用を行うと

ともに、運用受託機関及び資産管理

機関からの報告等に基づき、資産全

体、各資産、各運用受託機関及び各

資産管理機関について、以下の方法

によりリスク管理を行う。 

・ 資産全体 

資産全体のリスクを確認し、リ

スク負担の程度について分析及び

評価を行うとともに、必要な措置

を講じる。 

 

 

・ 各資産 

市場リスク、流動性リスク、信

用リスク等を管理する。また、金

融・資本市場のグローバル化、緊

密化の進展を踏まえ、ソブリン・

リスク（外国政府の債務に投資す

るリスク）についても注視する。 

 

・ 各運用受託機関 

運用受託機関に対し運用ガイド

ライン及びベンチマークを示し、

各社の運用状況及びリスク負担の

状況を把握し、適切に管理する。 

また、運用受託機関の信用リス

クを管理するほか、運用体制の変

 

⑧ 基本ポートフォリオの見直し 

基本ポートフォリオの策定時に想

定した運用環境が現実から乖離して

いないかなどについて、平成２０年

度中に１回、資産運用委員会で検証

を行うとともに、必要に応じて随時

見直す。 

 

⑨ 基本ポートフォリオの管理及びそ

の他のリスク管理 

基本ポートフォリオを適切に管理

するため、資産全体の資産構成割合

と基本ポートフォリオとの乖離状況

を少なくとも月１回把握するととも

に、必要な措置を講じる。 

扶養保険資金について、運用受託

機関への委託等により運用を行うと

ともに、運用受託機関及び資産管理

機関からの報告等に基づき、資産全

体、各資産、各運用受託機関及び各

資産管理機関について、以下の方法

によりリスク管理を行う。 

・ 資産全体 

資産全体のリスクを確認し、リ

スク負担の程度について分析及び

評価を行うとともに、問題がある

場合には適切な措置を講じる。 

 

 

・ 各資産 

各資産における管理すべき市場

リスク、流動性リスク、信用リス

ク等を把握し適切に管理する。ま

た、ソブリン・リスクについても

注視する。 

 

 

・ 各運用受託機関及び各資産管理

機関 

運用受託機関及び資産管理機関

に対し運用及び資産管理に関する

ガイドラインを示し、機関の運用

状況及びリスク負担の状況を把握

し、適切に管理する。 

 

【基本ポートフォリオの見直し】#82 

○ 基本ポートフォリオの策定時に想定した運用環境が現実から乖離していないかな

どについて、平成２０年度中に２回（９月及び３月）、資産運用委員会で検証を行っ

た（基本ポートフォリオの見直しは行っていない）。 

 

 

 

 

【乖離状況の把握等】#83 

○ 毎月、資産全体の資産構成割合と基本ポートフォリオとの乖離状況を把握し、あら

かじめ設定した乖離許容幅内に収まるよう管理した（リバランスは行っていない）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資産全体のリスク管理】#84 

○ リスク管理においては、運用コンサルティング会社を活用し、資産全体に係るリス

ク及びトラッキングエラーの値の推移の変化要因を分析し把握することで、問題発生

の有無や対応措置の必要があるかについて判断している。 

毎月、資産全体のリスク状況を把握し、大きな変化が生じていないか確認した結果、

特に問題ないことを確認した。 

 

【各資産のリスク管理】#85 

○ リスク管理においては、運用コンサルティング会社を活用し、各資産におけるリス

ク及びトラッキングエラーの値の変化要因を分析し把握することで、問題発生の有無

や対応措置の必要があるかについて判断している。 

毎月、各資産のリスク状況を把握し、大きな変化が生じていないか確認した結果、

特に問題ないことを確認した。 

 

 

【各運用受託機関及び各資産管理機関】#86 

○ 運用受託機関及び資産管理機関に対し運用及び資産管理に関するガイドラインを

示し、月次報告及び定期ミーティング等の機会に機関の運用状況及びリスク負担の状

況を把握し、問題のないことを確認した。 
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⑨ 運用手法 

長期保有を前提としたインデック

ス運用等のパッシブ運用を中心とす

ること。 

 

⑩ 企業経営等に与える影響への考慮 

企業経営等に与える影響を考慮

し、株式運用において個別銘柄の選

択は行わないこと。また、長期的な

株主等の利益の 大化を目指す観点

から、株主議決権の行使などの適切

な対応を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 扶養保険事業に関する生命保険契

約における運用実績等の検証 

扶養保険事業の財政状況の検証に

資するため、毎年度、市場環境や投

資行動の観点から運用実績を確認す

る等の検証を行うこと。 

 

 

更等に注意する。 

・ 各資産管理機関 

資産管理機関に対し資産管理ガ

イドラインを示し、各機関の資産

管理状況を把握し、適切に管理す

る。 

また、資産管理機関の信用リス

クを管理するほか、資産管理体制

の変更等に注意する。 

 

⑩ 運用手法 

各資産ともパッシブ運用を中心と

する。 

 

 

⑪ 企業経営等に与える影響への考慮 

企業経営等に与える影響を考慮

し、株式運用において個別銘柄の選

択は行わない。 

企業経営に直接影響を与えるとの

懸念を生じさせないよう株主議決権

の行使は直接行わず、運用を委託し

た民間運用機関の判断に委ねる。た

だし、運用受託機関への委託に際し、

コーポレートガバナンスの重要性を

認識し、議決権行使の目的が長期的

な株主利益の 大化を目指すもので

あることを示すとともに、運用受託

機関における議決権行使の方針や行

使状況等について報告を求める。 

 

⑫ 扶養保険事業に関する生命保険契

約における運用実績等の検証 

扶養保険事業の財政状況の検証に

資するため、毎年度、市場環境や投

資行動の観点から、外部有識者等か

らなる心身障害者扶養保険事業財務

状況検討会において運用実績を確認

する等の検証を行う。 

 

また、運用受託機関及び資産管

理機関の信用リスクを管理するほ

か、運用体制及び資産管理体制の

変更等に注意する。 

 

 

 

 

 

 

⑩ 運用手法 

各資産ともパッシブ運用を中心と

する。 

 

 

⑪ 企業経営等に与える影響への考慮

企業経営等に与える影響を考慮

し、株式運用において個別銘柄の選

択は行わない。 

企業経営に直接影響を与えるとの

懸念を生じさせないよう株主議決権

の行使は直接行わず、運用を委託し

た民間運用機関の判断に委ねる。た

だし、運用受託機関への委託に際し、

コーポレートガバナンスの重要性を

認識し、議決権行使の目的が長期的

な株主利益の 大化を目指すもので

あることを示すとともに、運用受託

機関における議決権行使の方針や行

使状況等について報告を求める。 

 

⑫ 扶養保険事業に関する生命保険契

約における運用実績等の検証 

平成２１年度（平成２０年度決算

判明時）から検証を行うための準備

を行う。 

・ 生命保険会社からの提出資料の

確定 

・ 分析手法の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【運用手法】#87 

○ 各資産ともパッシブ運用を実施した。 

 

 

 

【企業経営等に与える影響への考慮】#88 

○ 企業経営等に与える影響を考慮し、株式運用については、運用受託機関に個別銘柄

指図を行わなかった。 

なお、運用受託機関による平成２０年度運用に係る株主議決権の行使は、翌年度と

なることから、運用受託機関に対して翌年度に行使状況等の報告を求めることとし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【扶養保険事業に関する生命保険契約における運用実績等の検証】#89 

○ 扶養保険事業に関する生命保険契約における運用実績等の検証を行うために必要

となる提出資料の確定を行った。 

 

○ 生命保険契約における運用実績の分析手法の検討を行った。また、各生命保険会社

の中間決算報告に基づき、状況把握を行った。 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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（３）事務処理の適切な実施 

心身障害者及びその保護者に対する

サービスの向上を図るため、扶養共済

制度を運営する地方公共団体と相互の

事務処理が適切になされるように連携

を図ること。 

 

 

（３）事務処理の適切な実施 

心身障害者及びその保護者に対する

サービスの向上を図るため、扶養共済

制度を運営する地方公共団体と相互の

事務処理が適切になされるよう連携を

図るため、事務担当者会議を開催する。

 

 

（３）事務処理の適切な実施 

事務担当者会議を２か所で開催し、

適切に事務処理を行うための留意事項

の徹底等きめ細かに対応する。 

 

 

 

【事務担当者会議の開催】#90 

○ 平成２０年度においては事務担当者会議を以下のとおり2か所で開催し、適切に事

務処理を行うための留意事項の徹底を図るなど、地方公共団体との連携に努めた。 

－事務担当者会議開催実績－ 

開 催 日 開催場所 参加者 

平成２０年９月５日 鹿児島県 ３９人（30府県市） 

平成２０年９月３０日 秋田県 ４０人（３１都道県市） 

 

 

○ 利用者サービスの向上を図る観点から、平成２１年１月に、地方公共団体へ事務処

理等についてのアンケート調査を行い、それに基づき、地方公共団体を訪問のうえ意

見交換、情報交換等を行った。 

 

○ 地方公共団体の意見等を踏まえ、制度周知のためのパンフレット、リーフレットの

見直しを行った。 

 

○ 利用者サービスの向上を図る観点から、加入者、地方公共団体からの要望に基づき、

関係団体との調整の上、申込者（被保険者）告知書、障害診断書について、記入の際

に分かりづらい点について解消するため等の様式の改定を行った。 

 

○ 様式の改定等を踏まえ、事務の手引きの見直しを行った。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ｂ 評価項目１２ 評  定 B 

  

扶養保険事業の安定的な運営を図り、将来にわたり障害者に対する

年金給付を確実に行うため、平成１９年度の決算を踏まえ、外部有識

者からなる財務状況検討会で財務状況の検証を行い、検証結果を取り

まとめ、厚生労働省へ報告するとともに、障害者関係団体、加入者等

に公表した。 

また、扶養保険資金の運用については、長期的な観点から安全かつ

効率的に行うための基本ポートフォリオを外部有識者からなる心身障

害者扶養保険資産運用委員会の議を経た上で策定（４月）し、運用を

実施することができた。なお、平成２０年度における運用環境は、リ

ーマン・ショックに端を発する金融危機及びその実体経済への波及に

よる急激な景気減速から内外株式市場が大幅に下落した影響等が大き

く、市場全体の収益率に連動し、各資産ごとのベンチマーク収益率を

概ね確保したものの、目標収益率を確保することができなかった。こ

の結果、平成２０年度末において、繰越欠損金の解消には至っていな

い。 

なお、制度の周知等については、地方公共団体へ事務処理等につい

てのアンケート調査を行い、その意見等を踏まえた上で、パンフレッ

ト、リーフレットの見直しを行った。また、加入者、地方公共団体か

らの要望であった様式の改定を行い、利用者サービスの向上を図るこ

とができた。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

将来にわたり障害者に対する年金給付を確実に行うため、平成 19 年

度決算を踏まえ、外部有識者からなる財務状況検討会で財務状況の検証

を行い、検証結果を厚生労働省へ報告するとともに、障害者関係団体、

加入者等に公表している。 

繰越欠損金（平成 19 年度末 489 億円）については、平成 20 年４

月の制度改正により解消される見通しであったが、昨年９月のリーマ

ン・ショックに端を発する急激な景気後退により、各資産ごとのベンチ

マーク収益率を概ね確保したものの、目標収益率を確保することができ

ず、平成 20 年度末において 112 億円が解消に至っていない。 

これは外的要因によるところが大きいが、当委員会としては、福祉医

療機構においても繰越欠損金の解消について、さらなる努力を求める。

今後とも、外部専門家からなる心身障害者扶養保険資産運用委員会の

助言を受けつつ、市場環境を注視しながら運用を実施していくことが望

ましい。なお、財務状況の検証の結果、将来的に当該事業の安定的な運

営に支障が見込まれる場合には、速やかに厚生労働大臣に対しその旨申

出を行うことを期待する。 

 

（各委員の評定理由） 

○ 各資産ごとの対ベンチマーク収益率をほぼ確保した。 

○ 100 年に一度の経済危機の中、なんとか無難に納まっていると評

価できる。 

○ 数値目標及び評価の視点いずれの細目も計画どおりの実績。 

 

（その他の意見） 

○ 運用面の更なる努力が必要。 

○ 今後の運用実績の改善の具体的な見通しと対策が必要。 

○ 数値目標であるベンチマーク収益率と厚生労働大臣が別途指示す

る運用利回りとの関係が不明である。 

 

 

 

［数値目標］ 

○ 各年度における各資産ごとのベンチマーク収益率を確保するよう

努めるとともに、中期目標期間においても各資産ごとのベンチマー

ク収益率を確保する。 

 

 

○ 扶養保険資金の運用に関する基本方針を資産運用委員会の議を経

た上で策定し、公表するとともに、少なくとも毎年１回検討を加え、

必要があると認めるときは速やかに見直しを行う。 

 

 

○ 基本ポートフォリオの策定時に想定した運用環境が現実から乖離

していないかなどについて、毎年１回、資産運用委員会で検証を行

うとともに、必要に応じて随時見直す。 

 

 

○ 基本ポートフォリオを適切に管理するため、資産全体の資産構成

割合と基本ポートフォリオとの乖離状況を少なくとも月１回把握す

るとともに、必要な措置を講じる。 

 

 

 

○ 平成２０年度について、各資産ごとのベンチマーク収益率を概ね

確保することができた。 

※ 業務実績Ｐ66【各資産ごとの対ベンチマーク収益率との差】

＃75参照 

 

○ 扶養保険資金の運用に関する基本方針を資産運用委員会の議を経

た上で策定し、平成２０年４月にホームページで公表した。 

※ 業務実績Ｐ66【運用に関する基本方針の策定及び定期的見直

し】＃79参照 

 

○ 基本ポートフォリオの策定時に想定した運用環境が現実から乖離

していないかなどについて、平成２０年度中に２回（９月及び３月）

資産運用委員会で検証を行った。 

※ 業務実績Ｐ68【基本ポートフォリオの見直し】＃82参照 

 

○ 毎月、資産全体の資産構成割合と基本ポートフォリオとの乖離状

況を把握し、あらかじめ設定した乖離許容幅内に収まるよう管理し

た。 

※ 業務実績Ｐ68【乖離状況の把握等】＃83参照 
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［評価の視点］ 

○ 毎年度、扶養保険事業の財政状況を検証するとともに、加入者等

に対し公表しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 長期的に維持すべき資産構成割合（以下「基本ポートフォリオ」

という。）を、心身障害者扶養保険資産運用委員会の議を経た上で

策定し、扶養保険資金の運用を行っているか。 

 

 

○ 基本ポートフォリオは、厚生労働大臣が別途指示する運用利回り

を長期的に確保するよう定めているか。 

 

 

 

 

○ 基本ポートフォリオを適切に管理しているか。 

 

 

 

 

○ 運用受託機関の選定、管理及び評価を適切に実施しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 各年度において、各資産ごとのベンチマーク収益率を確保するよ

う努めているか。 

○ 中期目標期間において、各資産ごとのベンチマーク収益率を確保

しているか。 

 

 

 

 

実績：○ 

・ 平成２０年９月に外部有識者からなる心身障害者扶養保険事業財

務状況検討会を開催し、 

平成１９年度決算に基づく扶養保険事業の財務状況の検証及び将来予

測に関する報告書をとりまとめ、厚生労働省、都道府県・指定都市

に報告するとともに、障害者関係団体への説明、機構のホームペー

ジでの公開を実施した。 

※ 業務実績Ｐ64【財務状況の検証と公表】＃71参照 

 

実績：○ 

・ 基本ポートフォリオを資産運用委員会の議を経た上で平成２０年

４月1日に策定し、扶養保険資金の運用を行った。 

※ 業務実績Ｐ65【運用の基本的考え方】＃72参照 

 

実績：○ 

・ 基本ポートフォリオを、厚生労働大臣が別途指示する運用利回り

である２．８％を長期的に確保するよう資産運用委員会の議を経た

上で平成２０年４月１日に定めた。 

※ 業務実績Ｐ65【運用の基本的考え方】＃72参照 

 

実績：○ 

・ 毎月、資産全体の資産構成割合と基本ポートフォリオとの乖離状

況を把握し、基本ポートフォリオを適切に管理した。 

※ 業務実績Ｐ65【運用の目標】＃73参照 

 

実績：○ 

・ 運用受託機関の選定に当たっては、投資方針、運用プロセス、組

織・人材、コンプライアンス及び事務処理体制について精査し、運

用実績、運用委託手数料を含む総合評価の結果を踏まえ選定し、平

成２０年４月１日に運用受託機関２社と金銭信託契約を締結した。

また、運用受託機関の管理は、運用コンサルティング会社を活用

するとともに、選定時の投資方針等の維持、法令順守の確保のため、

各運用受託機関ごとに運用方針等にかかるガイドラインを提示し、

その順守が確保されているかを四半期毎の定期ミーティングにおい

て報告を受けるなどの方法により行った。 

※ 業務実績Ｐ65【運用受託機関の選定、管理及び評価】＃74

参照 

 

実績：○ 

・ 各資産ともパッシブ運用を実施することにより、各資産ごとのベ

ンチマーク収益率を確保するよう努めた。 

※ 業務実績Ｐ66【各資産ごとの対ベンチマーク収益率との差】

＃75参照 
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○ ベンチマークについては、市場を反映した構成であること等の条

件を満たす適切な市場指標を用いているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 扶養保険資金の管理及び運用に伴う各種リスクの管理を適切に行

っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 年金給付等に必要な流動性（現金等）を確保するとともに、効率

的な現金管理を行っているか。 

 

 

 

 

○ 扶養保険資金の運用に関する基本方針を資産運用委員会の議を経

た上で策定し、公表しているか。 

○ 運用に関する基本方針について、少なくとも毎年１回検討を加え、

必要があると認めるときは速やかに見直しを行っているか。 

 

 

○ 基本ポートフォリオは、中期目標で示された留意点を踏まえ、扶

養保険事業の数理上の前提と整合的なものとなるように適切に策定

しているか。 

 

 

 

 

 

○ 基本ポートフォリオの策定時に想定した運用環境が現実から乖離

していないかなどについて、毎年１回、資産運用委員会で検証を行

実績：○ 

・ ベンチマークについては、適切な市場指標として、市場を反映し

た構成、投資可能な有価証券による構成、及びその指標の詳細が開

示されていることに加え、データが連続して利用可能なこと、デー

タの正確性・利便性等の要件を勘案して次のとおり設定した。 

国内債券 NOMURA-BPI（総合） 

国内株式 TOPIX（配当込み） 

外国債券 
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、

円貨換算、ヘッジなし） 

外国株式 

モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナシ

ョナル（MSCI）・KOKUSAI（円貨換算、配当込

み、GROSS） 

短期資産 有担保コールレート（翌日物） 

※ 業務実績Ｐ66【評価ベンチマークの設定】＃76参照 

 

実績：○ 

・ 資産全体については、リターン・リスク等の特性が異なる国内債

券、国内株式、外国債券及び外国株式に分散投資を行うことにより、

リスクの低減に努めた。 

また、各資産ごとに各資産のベンチマークの相対リスクの推移等

を運用コンサルティング会社を活用し、把握・分析を行い、リスク

管理を行った。 

※ 業務実績Ｐ66【運用におけるリスク管理】＃77参照 

 

実績：○ 

・ 年金給付のための流動性を確保するとともに、効率的な現金管理

を行うために、年度期首の短期資産を平成２０年度所要見込額と同

額とした。 

※ 業務実績Ｐ66【年金給付のための流動性の確保】＃78参照

 

実績：○ 

・ 運用に関する基本方針については、資産運用委員会の議を経た上

で策定し、平成２０年４月にホームページで公表した。 

※ 業務実績Ｐ66【運用に関する基本方針の策定及び定期的見直

し】＃79参照 

 

実績：○ 

・ 基本ポートフォリオ策定に当たっては、中期目標で示された留意

点を踏まえ、扶養保険事業の数理上の前提との整合性に留意して、

運用コンサルティング会社を活用し、資産運用委員会の議を経た上

で平成２０年４月１日に策定した。 

※ 業務実績Ｐ67【基本ポートフォリオの基本的考え方】＃80

参照 

 

実績：○ 

・ 基本ポートフォリオの策定時に想定した運用環境が現実から乖離



 

- 74 - 
 

うとともに、必要に応じて随時見直しているか。 

 

 

 

 

○ 資産全体の資産構成割合と基本ポートフォリオとの乖離状況を少

なくとも毎月１回把握し、必要な措置を講じているか。 

 

 

 

 

○ 資産全体のリスクを確認し、リスク負担の程度について分析及び

評価を行うとともに、問題がある場合には必要な措置を講じている

か。 

 

 

 

 

 

 

○ 各資産ごとに市場リスク、流動性リスク、信用リスク等を管理し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

○ ソブリン・リスク（外国政府の債務に投資するリスク）について

も注視しているか。 

 

 

 

○ 運用受託機関に対し運用ガイドライン及びベンチマークを示し、

各社の運用状況及びリスク負担の状況を把握し、適切に管理してい

るか。 

○ 運用受託機関の信用リスクを管理しているか。 

○ 資産管理機関に対し、資産管理ガイドラインを示し、各機関の資

産管理状況を把握し、適切に管理しているか。 

○ 資産管理機関の信用リスクを管理するほか、資産管理体制の変更

等に注意しているか。 

 

○ 各資産ともパッシブ運用を中心としているか。 

 

 

していないかなどについて、平成２０年度中に２回（９月及び３月）、

資産運用委員会で検証を行った（基本ポートフォリオの見直しは行

っていない）。 

※ 業務実績Ｐ68【基本ポートフォリオの見直し】＃82参照 

 

実績：○ 

・ 毎月、資産全体の資産構成割合と基本ポートフォリオとの乖離状

況を把握し、あらかじめ設定した乖離許容幅内に収まるよう管理し

た（リバランスは行っていない）。 

※ 業務実績Ｐ68【乖離状況の把握等】＃83参照 

 

実績：○ 

・ 資産全体のリスク管理においては、運用コンサルティング会社を

活用し、資産全体にかかるリスク及びトラッキングエラーの値の推

移の変化要因を分析し把握することで、問題発生の有無や対応措置

の必要があるかについて判断している。 

毎月、資産全体のリスク状況を把握し、大きな変化が生じていな

いか確認した結果、特に問題ないことを確認した。 

※ 業務実績Ｐ68【資産全体のリスク管理】＃84参照 

 

実績：○ 

・ 各資産ごとのリスク管理においては、運用コンサルティング会社

を活用し、各資産ごとの市場リスク、流動性リスク、信用リスク等

を分析把握することで、問題発生の有無や対応措置の必要があるか

について判断している。 

毎月、各資産のリスク状況を把握し、大きな変化が生じていない

か確認した結果、特に問題ないことを確認した。 

※ 業務実績Ｐ68【各資産のリスク管理】＃85参照 

 

実績：○ 

・ ソブリン・リスクについても運用コンサルティング会社を活用し

注視した。 

※ 業務実績Ｐ68【各資産のリスク管理】＃85参照 

 

実績：○ 

・ 運用受託機関及び資産管理機関に対し、運用及び資産管理に関す

るガイドライン（ベンチマーク含む）を示し、月次報告及び定期ミ

ーティング等の機会に機関の運用状況、リスク負担の状況及び信用

リスクを把握し、問題のないことを確認した。 

※ 業務実績Ｐ68【各運用受託機関及び各資産管理機関】＃86

参照 

 

 

実績：○ 

・ 各資産ともパッシブ運用を実施した。 

※ 業務実績Ｐ69【運用手法】＃87参照 
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○ 企業経営等に与える影響を考慮し、株式運用において個別銘柄の

選択は行っていないか。 

 

 

 

 

○ 株主議決権の行使は直接行わず、運用を委託した民間運用機関の

判断に委ね、運用受託機関に対し、コーポレートガバナンスの重要

性を認識し、議決権行使の目的が長期的な株主利益の 大化を目指

すものであることを示すとともに、運用受託機関における議決権行

使の方針や行使状況等について報告を求めているか。 

 

 

 

 

■ 資金の運用であって、時価又は為替相場の変動等の影響を受ける

可能性があるものについて、次の事項が明らかにされているか。（ⅱ

については事前に明らかにされているか。）（政・独委評価の視点） 

ⅰ 資金運用の実績 

ⅱ 資金運用の基本的方針（具体的な投資行動の意思決定主体、運

用に係る主務大臣、法人、運用委託先間の責任分担の考え方等）、

資産構成、運用実績を評価するための基準（以下「運用方針等」

という。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・ 企業経営等に与える影響を考慮し、株式運用については、運用受

託機関に個別銘柄指図を行わなかった。 

※ 業務実績Ｐ69【企業経営等に与える影響への考慮】＃88参

照 

 

実績：○ 

・ 株主議決権の行使は直接行わず、運用を委託した民間運用機関の

判断に委ねた。運用受託機関に対し、コーポレートガバナンスの重

要性を認識し、議決権行使の目的が長期的な株主利益の 大化を目

指すものであることを示すとともに、運用受託機関における議決権

行使の方針や行使状況等について報告を求めた。 

※ 業務実績Ｐ69【扶養保険事業に関する生命保険契約における

運用実績等の検証】＃89参照 

 

実績：○  

１ 資金運用の実績 

各資産ごとにベンチマーク収益率を確保することを目標としてお

り、平成２０年度においては、次のとおり、概ね各資産ごとのベン

チマーク収益率を確保することができた。 

［平成２０年４月～平成２１年３月（年率）］ 

区   分 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率 運用実績 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ差 

有
価
証
券 

国内
債券 1.34％ 1.38％ 0.04％

株式 ▲34.78％ ▲34.81％ ▲0.03％

外国
債券 ▲7.17％ ▲7.52％ ▲0.34％

株式 ▲43.32％ ▲43.59％ ▲0.27％

短 期 資 産    0.32％ 0.54％ 0.22％

合 計 ▲5.67％ ▲5.89％ ▲0.21％

 

２ 資金運用の基本的方針 

資金の運用については、制度に起因する資金の特性を十分に踏ま

え、厚生労働大臣の認可を受けた金銭信託契約の内容に基づき、長

期的な観点から安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって

扶養保険事業の運営の安定に資することを目的として行う。 

このため、分散投資を基本として、長期的に維持すべき資産構成

割合を、心身障害者扶養保険資産運用委員会（資産運用に精通した

外部専門家により構成される組織をいう。）の議を経た上で策定し、

扶養保険資金の運用を行う。 

○厚生労働省の役割 

⇒ 福祉医療機構に対し、達成すべき中期目標等を指示（基本的

考え方、運用の目標、運用利回り、運用手法等） 

⇒ 心身障害者扶養保険制度全般の合理的かつ円滑な運営の確保 

○福祉医療機構の役割 

⇒ 厚生労働大臣から指示された中期目標等を踏まえて運用を実
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■ 資金の性格、運用方針等の設定主体及び規定内容を踏まえて、法

人の責任について十分に分析しているか。（政・独委評価の視点） 

 

 

 

 

 

 

○ 扶養保険事業の財政状況の検証に資するため、毎年度、市場環境

や投資行動の観点から、外部有識者等からなる心身障害者扶養保険

事業財務状況検討会において運用実績を確認する等の検証を行って

いるか。 

 

 

 

 

 

 

○ 心身障害者及びその保護者に対するサービスの向上を図るため、

地方公共団体と相互の事務処理が適切になされるよう事務担当者会

議を開催しているか。 

 

行（基本ポートフォリオの策定、運用受託機関の選定、評価ベ

ンチマークの設定、運用の基本方針の策定） 

⇒ 運用実績の検証及び財務状況の検証を実施し、その結果を厚

生労働省に対し報告 

○運用受託機関の役割 

⇒ 運用の基本方針及び運用ガイドライン等に基づき資産運用

（ベンチマーク収益率の確保） 

⇒ 福祉医療機構に対し毎月運用実績を報告 

 

実績：○  

・ 心身障害者扶養保険事業の安定的な運営を図り、将来にわたり障

害者に対する年金給付を確実に行うため、毎年度、心身障害者扶養

保険事業の財政状況を検証するとともに、加入者等に対し公表する。

なお、検証の結果は、厚生労働省に報告するとともに、将来的に

当該事業の安定的な運営に支障が見込まれる場合には、厚生労働大

臣に対しその旨申出をする。 

 

実績：○ 

・ 平成２１年度（平成２０年度決算判明時）から検証を行うため、

次のとおり準備を行った。 

○ 扶養保険事業に関する生命保険契約における運用実績等の検証

を行うために必要となる提出資料の確定を行った。 

○ 生命保険契約における運用実績の分析手法の検討を行った。ま

た、各生命保険会社の中間決算報告に基づき、状況把握を行った。

※ 業務実績Ｐ69【扶養保険事業に関する生命保険契約における

運用実績等の検証】#89参照 

 

実績：○ 

・ 平成２０年９月に開催した事務担当者会議において、適切に事務

処理を行うための留意事項の徹底を図るなど、地方公共団体との連

携に努めた。 

その際に、加入者、地方公共団体からの要望であった、「申込者

（被保険者）告知書」、「障害診断書」の様式の改定について、周

知等を行い、平成２１年４月より新様式で運営することとなった。

なお、「申込者（被保険者）告知書」については、告知書の記入の

際の分かりづらい点を解消するために所要の改定を行い、利用者サ

ービスの向上を図ることができた。また、「障害診断書」について

は、障害の部位や程度についての記載を具体的に項目立てすること

により、保険会社への請求後の保留や重度障害状態の非該当に対し

ての自治体からの問い合わせに対応できるよう所要の改定を行っ

た。 

※ 業務実績Ｐ70【事務担当者会議の開催】＃90参照 

 

・ 平成２１年１月に地方公共団体へ事務処理等についてのアンケー

ト調査を行い、地方公共団体を訪問のうえ、意見交換、情報交換等
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を行った。また、その意見等を踏まえた上で、制度周知のためのパ

ンフレット、リーフレットの見直しを行った。 

※ 業務実績Ｐ70【事務担当者会議の開催】＃90参照 

 

・ 平成２０年４月制度改正の内容に加え、平成２１年４月からの様

式改正（申込者（被保険者）告知書、障害診断書）の内容を加えた

事務の手引きの見直しを行った。 

※ 業務実績Ｐ70【事務担当者会議の開催】＃90参照 

 

 

 

 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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９ 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡ

Ｍ ＮＥＴ事業） 

ＷＡＭ ＮＥＴ事業については、福祉及

び保健医療に関する情報システムの整備

及び管理を行い、行政機関や福祉保健医

療に関係する民間団体に対して全国規模

での共通の基盤を提供することにより情

報交換の推進を支援し、併せて福祉・介

護及び保健医療サービスの利用者に対す

る提供情報の拡充を目的とし、以下の点

に特に留意してその適正な実施に努める

こと。 

 

 

９ 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡ

Ｍ ＮＥＴ事業） 

ＷＡＭ ＮＥＴ事業については、福祉及

び保健医療に関する情報システムの整備

及び管理を行い、行政機関や福祉保健医

療に関係する民間団体に対して全国規模

での共通の基盤を提供することにより情

報交換の推進を支援し、併せて福祉・介

護及び保健医療サービスの利用者に対す

る提供情報の拡充を目的とし、以下の点

に特に留意してその適正な実施に努め

る。 

 

 

９ 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡ

Ｍ ＮＥＴ事業） 

ＷＡＭ ＮＥＴ事業については、福祉及

び保健医療に関する情報システムの整備

及び管理を行い、行政機関や福祉保健医

療に関係する民間団体に対して全国規模

での共通の基盤を提供することにより情

報交換の推進を支援し、併せて福祉・介

護及び保健医療サービスの利用者に対す

る提供情報の拡充を目的とし、以下の点

に特に留意してその適正な実施に努め

る。 

 

 

９ 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業） 

 

ＷＡＭ ＮＥＴ事業については、福祉及び保健医療に関する情報システムの整備及び管

理を行い、行政機関や福祉保健医療に関係する民間団体に対して全国規模での共通の基

盤を提供することにより情報交換の推進を支援し、併せて福祉・介護及び保健医療サー

ビスの利用者に対する提供情報の拡充を目的とし、以下の点に特に留意してその適正な

実施に努めた。 

 

 

 

 

 

 

（１）福祉保健医療情報に対する国民のニ

ーズの高度化とこれら情報の提供機関

の多様化等に対応して、ＷＡＭ ＮＥＴ

の特長を 大限に活かすことができる

事業への重点化を図るとともに、提供

する情報の質の向上等に努めること。 

 

 

（１）ＷＡＭ ＮＥＴの特長を 大限に活か

すことができる介護関係情報、障害者

福祉関係情報、医療関係情報等の提供

事業に重点化を図るとともに、提供す

る情報の質の向上に努める。 

 

 

（１）ＷＡＭ ＮＥＴの特長を 大限に活か

すことができる介護関係情報、障害者

福祉関係情報、医療関係情報等の提供

事業について、提供する情報の質の向

上に努める。 

 

 

 

【提供情報の質の向上】#91 

○ 介護事業者情報、病院・診療所情報、障害福祉サービス事業者情報等については、

都道府県及び国と連携し、 新情報の迅速な提供に努めるとともに、福祉医療政策の

動向を踏まえ、療養病床転換に関する情報、介護報酬改定に関する情報をピックアッ

プし、情報を集約して、分かりやすく提供するなど利用者の利便性の向上を図った。

 

○ 福祉医療政策の動向等を踏まえ、ＷＡＭ ＮＥＴの次期システムの調達手続きの作

業の中で現行コンテンツの改廃、新たなコンテンツの明確化、地図機能の改善等につ

いて検討し、次期システムの要件定義書に反映させた。 

 

○ ＷＡＭ ＮＥＴ事業専門委員会を平成２０年７月に開催し、次期システムの開発に

向けたコンテンツや機能の見直しについて意見を聴取した。 

 

 

（２）利用者ニーズに合わせて、コンテン

ツ及び機能の見直しを行い、中期目標

期間中における年間アクセス件数を

１，４００万件以上、利用機関登録数

を７．５万件以上とするとともに、ア

ンケート調査における情報利用者の満

足度を９０%以上とする。 

 

 

（２）利用者ニーズに合わせて、コンテン

ツ及び機能の見直しを行い、年間アク

セス件数の増加に努めるとともに、利

用機関登録数を６．８万件以上、アン

ケート調査における情報利用者の満足

度の９０%以上を確保する。 

 

 

 

【利用者数及び利用者満足度の向上】#92 

○ 年間のアクセス件数（※１）及びヒット件数（※２）、利用機関登録数並びに利用

者の満足度指数については、次のとおりである。なお、利用者の多くが「お気に入り」

や「ブックマーク」等を利用した目的ページへ直接アクセスする利用形態が主流とな

っている現状では、掲載情報への直接閲覧数であるヒット件数が利用者ニーズをより

明確に反映した数であることから、ヒット件数も掲載した。 

年間アクセス件数 

（ヒット件数） 
利用機関登録数 満足度指数 

1,354万件 

（20,831万件） 
69,754件 90.4%

※１ アクセス件数：WAM NETトップページへのアクセス数 

※２ ヒット件数：掲載情報への直接閲覧数 

 

○ ＷＡＭ ＮＥＴ基盤を活用した福祉医療貸付事業の貸付先が提出する事業報告書等

の電子報告システムが平成２０年７月から稼働したことにより１，５４２法人が利用

機関登録された。また、機構各業務及び都道府県を通じたパンフレットの配布やＷＡ



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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Ｍ ＮＥＴ操作説明会の開催等の利用促進策の実施等により、利用機関登録数は増加

した。 

 

○ 利用機関の更なる確保に向けた検討をするとともに、介護報酬改定に関する情報を

ピックアップし、情報を集約して分かりやすく提供するなどして利用（ヒット件数）

の拡大を図った。 

＜添付資料：38・39＞

 

 

（２）福祉保健医療施策及び機構業務の効

率的実施を推進するためにＷＡＭ Ｎ

ＥＴ基盤を活用すること。 

 

 

 

 

 

（３）国の福祉保健医療施策及び機構業務

の効率的実施を推進するためにＷＡＭ

ＮＥＴ基盤を活用する。 

 

 

 

 

 

（３）国の福祉保健医療施策を支援するた

め、ＷＡＭ ＮＥＴ基盤を活用した看護

師等養成所報告管理システム等を適切

に運用するとともに、機構業務の効率

的実施を推進するため、ＷＡＭ ＮＥＴ

基盤を活用した電子届出の拡充を図

る。 

 

 

【ＷＡＭ ＮＥＴ基盤の活用】#93 

○ 厚生労働省からの委託を受けＷＡＭ NET基盤上で運用している「看護師等養成所

報告管理システム」等について、国の福祉保健医療施策の事務に支障がないよう適切

に運用支援業務を実施した。 

 

○ 福祉医療貸付事業の貸付先が毎年提出する事業報告書等の電子報告システムを平

成２０年５月に構築し、平成２０年７月から運用を開始した。 

 

○ 長寿・子育て・障害者基金事業助成金の電子申請等システムについては、第一次開

発分の助成金交付申請機能及び電子図書館機能について、平成２０年４月から運用を

開始した。さらに、第二次開発分の助成金交付要望書機能についても、平成２０年９

月の受付開始に合わせて運用を開始した。 

 

○ 退職手当共済電子届出システムについては、利用者のさらなる利便性向上のため、

被共済職員の退職にかかる電子届出機能を平成２１年３月に追加し、平成２１年４月

から運用を開始することとした。また、被共済職員の加入にかかる電子届出機能につ

いて、平成２１年１０月からの導入に向けて、準備を行った。 

 

 

（３）ＷＡＭ ＮＥＴ事業について、運営費

交付金の縮減の観点から広告収入等の

自己収入の拡大に努めるほか、業務・

システム 適化計画に基づき業務委託

の見直しを行うことにより事務の効率

化を図ること。 

 

 

また、専用サイトについては利用料

を徴収するなど、新たな自己収入の増

加策について検討し、業務・システム

適化計画の実施に合わせて平成２１

年度末までに結論を得、更なる自己収

入の拡大に努めること。 

 

 

（４）ＷＡＭ ＮＥＴ事業について、運営費

交付金の縮減の観点から広告収入等の

自己収入の拡大に努め、中期目標期間

の 終事業年度において１，５００万

円以上の自己収入を確保するほか、業

務・システム 適化計画に基づき業務

委託の見直しを行うことにより事務の

効率化を図る。 

また、専用サイトについては利用料

を徴収するなど、新たな自己収入の増

加策について検討し、業務・システム

適化計画の実施に合わせて平成２１

年度末までに結論を得、更なる自己収

入の拡大を図る。 

 

 

（４）現在実施しているバナー広告等によ

る自己収入を確保するとともに、新た

な自己収入の増加策については検討の

ために、市場調査等を行うなど情報の

収集を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【広告収入等の自己収入の拡大】#94 

（単位：件、千円） 

                                 

○ 介護事業者情報のトップページにバナー広告の募集・掲載を行い、新たな収入を確

保した。 

 

区   分 件 数 金 額 

福祉保健医療情報 

サービス事業収入 

バナー広告収入 15 7,581

介護ソフト等広告収入 54 3,334

福祉ビジネス広告収入 14 63

計 83 10,978

受託収入 
看護師等養成所報告 

管理システム収入 
1 9,000

合   計 84 19,978
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○ 福祉ビジネス情報（現在福祉用具のみ）を掲載する仕組みを構築の上、情報掲載を

開始して新たな収入を確保した。 

＜添付資料：40＞

 

【業務委託の見直し】#95 

○ 福祉保健医療情報サービス事業のシステム刷新に向け、次期システムの設計・開発

業務について、平成２０年１１月に一般競争入札（総合評価落札方式）により委託事

業者を選定し、次期システムの設計・開発を開始した。 

＜添付資料：41＞

 

【新たな自己収入の増加策の検討】#96 

○ 利用者へのアンケート調査等により、ユーザーが必要としている情報を検証するな

どして、現在実施している介護保険業務管理ソフト情報と同様に、有料において情報

掲載を行うコンテンツの検討を行った。 

 

○ 福祉用具をはじめとする福祉ビジネスの情報を掲載する仕組みを構築の上、情報掲

載を開始して新たな収入を確保した。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ａ 評価項目１３ 評  定 B 

  

利用機関登録数については、福祉医療貸付事業の貸付先が提出する

「事業報告書等」について、ＷＡＭ ＮＥＴ基盤を活用した電子届出を

活用できることとしたため約１，５００法人の利用機関登録を行うな

ど、年度計画目標６８，０００件を上回る６９，７５４件を確保した。

アクセス件数については、年度計画目標１，４００万件を若干下回

る１，３５４万件であったが、ヒット件数（掲載情報への直接閲覧数）

については、前年度（１５，６８６万件）を約５，０００万件上回る

２０，８３１万件となり、約１．３倍に増加していることから、利用

者ニーズに十分対応している。 

また、介護関係、医療関係、障害関係の情報を都道府県や国と連携

を図り 新の情報を迅速に提供し、更には福祉医療政策の動向を踏ま

え、療養病床転換や介護報酬改定に関する情報をピックアップし、情

報を集約して、分かりやすく提供するなど利用者の利便性の向上を図

ることにより満足度９０．４％を確保した。 

さらに、業務・システム 適化計画に基づき、福祉保健医療情報サ

ービス事業のシステム刷新に向け、次期システムの設計・開発業務に

ついて、調達における経費の節減及び公平・透明性確保に向けて、実

施した調査・分析結果を踏まえ作成した調達仕様書をもって、平成 

２０年１１月に一般競争入札（総合評価落札方式）による調達を実施

することにより、コストの削減を図ることができ、併せて質の高い業

務を実現可能な技術力のある業者を選定することができた。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

福祉医療等に関する情報を収集・集約して、分かりやすく提供するな

ど利用者の利便性の向上が図られており、満足度指数、利用機関登録数

ともに年度計画を上回っている。なお、ヒット件数は、前年度をから約

1.3 倍増加し、利用者ニーズに十分対応していると評価できるが、アク

セス件数は、年度計画の目標を若干下回った。 

業務・システム 適化計画に基づいたＷＡＭＮＥＴ事業のシステム刷

新に向けては、次期システムの設計・開発業務についての経費の節減及

び公平・透明性の確保のため、一般競争入札を実施し、コストの削減、

質の高い業務を実現可能な技術力のある業者の選定を行っている。 

以上のように、一般競争入札によりコスト削減を図っていることにつ

いては評価できるが、依然として費用面での課題がある。 

ＷＡＭ ＮＥＴは、医療福祉関係者、一般市民、学生など多くの利用

者が活用しており、国民からの関心・期待も非常に高い事業である。今

後は、より一層の費用削減の検討を行うとともに、本来業務に支障の生

じない範囲において自己収入の確保に努めることを期待する。 

また、提供する情報の質の向上についても検討を進め、民間ではでき

ない福祉医療機構ならではのコンテンツ及び機能の充実を図ることを

期待する。 

 

（各委員の評定理由） 

○ 利用機関登録数及び満足度指数は年度計画を達成している。 

○ 関係者に対する情報提供事業は順調である。 

○ 福祉保健医療に関し、わかりやすい情報を提供している。障害福祉

サービス事業者の優良事例の紹介は、大変良い取組みである。 

○ 広告収入等の自己収入は、24 年度末 1,500 万円以上の目標に対

し、現時点で 1,098 万円と目標には至っていない。 

 

（その他の意見） 

○ 国民への広い周知徹底、医療機関情報の充実を要望する。 

○ アクセスや運用は改善しているが、費用対効果がみえない。 

○ ＨＰ運営による収益の増を図るべき。（一方、「公共性の高いサー

ビス事業であり、広告収入による増収は慎重にすべき」といった意見

あり） 

○ 広告費が出せない法人・団体等の広告を出す機会が少なくなる。ま

た、福祉医療機構であっても広告を出す法人や企業についての情報を

集めきれないと思われ、消費者がリスクを負うことになる。 

○ ＷＡＭＮＥＴの運営管理の外部化の検討。 

［数値目標］ 

① 年間アクセス件数及び利用機関登録数及び利用者満足度について

は、次の数値目標を達成すること。 

項 目 20年度計画 中期計画 

年間アクセス件数 1,400万件以上 1,400万件以上 

利用機関登録数 6.8万件以上 7.5万件以上 

利用者の満足度 90％以上 90％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① アクセス件数については、年度計画目標１，４００万件を若干下

回る１，３５４万件であったが、ヒット件数（掲載情報への直接閲

覧数）については、前年度（１５，６８６万件）を約５，０００万

件上回る２０，８３１万件となり、約１．３倍に増加していること

から、利用者ニーズに十分対応している。 

※ 業務実績Ｐ78【利用者数及び利用者満足度の向上】＃92参

照 

 

① 利用機関登録数については、年度計画目標６．８万件を上回るを

実績を確保した。 

※ 業務実績Ｐ78【利用者数及び利用者満足度の向上】＃92参

照 

 

① 利用者満足度については、情報を集約して、分かりやすく提供す

るなど利用者の利便性の向上を図ることにより、満足度９０．４％

の高水準を確保した。 

※ 業務実績Ｐ78【利用者数及び利用者満足度の向上】＃92参

照 

 

② 福祉ビジネス情報を掲載する仕組みを構築の上、情報掲載を開始
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② 中期目標期間の 終事業年度において１，５００万円以上の自己

収入を確保する。 

 

して新たな収入を得る等自己収入として約１，１００万円（中期目

標期間の 終事業年度における目標額１，５００万円の約７割）を

確保した。 

※ 業務実績Ｐ79【広告収入等の自己収入の拡大】＃94参照 

 

［評価の視点］ 

○ 福祉保健医療情報に対する国民のニーズに対応し、介護関係情報、

障害者福祉関係情報、医療関係情報等の提供事業に重点化を図ると

ともに、質の向上に努めているか。 

 

 

 

 

○ 年間アクセス件数、利用機関登録数及び利用者満足度について、

中期計画を達成しているか。 

 

○ 国の福祉保健医療施策及び機構業務の効率的実施を推進するため

にＷＡＭ ＮＥＴ基盤を活用しているか。 

 

 

 

 

○ 自己収入の確保について、広告収入等の自己収入の拡大に努め、

中期計画を達成しているか。 

 

○ 業務・システム 適化計画に基づき業務委託の見直しを行うこと

により事務の効率化を図っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 専用サイトについては利用料を徴収するなど、新たな自己収入の

増加策について検討し、業務・システム 適化計画の実施に合わせ

て平成２１年度末までに結論を得、更なる自己収入の拡大を図って

いるか。 

 

 

実績：○ 

・ 都道府県及び国と連携し、 新情報を迅速に提供するとともに、

福祉医療政策の動向を踏まえ、療養病床転換、介護報酬改定に関す

る情報等を分かりやすく提供するなど、利用者の利便性の向上を実

現した。 

※ 業務実績Ｐ78「提供情報の質の向上」＃91参照 

 

実績：○ 

・ 上記【数値目標①】のとおり概ね年度計画を達成した。 

 

実績：○ 

・ ＷＡＭ ＮＥＴ基盤を活用した看護師等養成所報告管理システム等

を適切に運用するとともに、機構業務の効率的実施を推進するため、

ＷＡＭ ＮＥＴ基盤を活用した電子届出を拡充した。 

※ 業務実績Ｐ79「ＷＡＭ ＮＥＴ基盤の活用」＃93参照 

 

実績：△ 

・ 上記【数値目標②】のとおり自己収入を確保した。 

 

実績：○ 

・ 業務・システム 適化対象システムについては、応札事業者が公

平な見積もりができ、特定の業者に依存しないよう配慮した明瞭か

つ詳細なシステム要件を設定するとともに、高い技術力の提供が可

能な受託条件等の設定や安定したシステムの質を確保するためにサ

ービスレベルを設定し、さらに運用コスト節減のための分離調達を

実施できるよう調達仕様書を作成した。 

※ 業務実績Ｐ80「業務委託の見直し」#95参照 

 

・ 上記により、質の高い業務を実現可能な技術力のある業者を選定

でき、あわせて情報システムの開発コストの大幅な節減や今後の運

用コストの縮減を図ることができた。 

※ 業務実績Ｐ80「業務委託の見直し」#95参照 

 

実績：○ 

・ バナー広告における収入確保や新たにスタートした福祉ビジネス

情報の掲載による収入確保を図るとともに、有料において情報掲載

を行うコンテンツの検討を実施した。 

※ 業務実績Ｐ80「新たな自己収入の増加策の検討」＃96参照



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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１０ 年金担保貸付事業及び労災年金担

保貸付事業 

年金担保貸付事業については、厚生年

金保険制度、船員保険制度及び国民年金

制度に基づき支給される年金並びに労災

年金担保貸付事業については、労働者災

害補償保険制度に基づき支給される年金

の受給者に対し、その受給権を担保にす

る特例措置として低利で小口の資金を貸

し付けることにより、高齢者等の生活の

安定を支援すること及び労災年金受給者

の生活を援護することを目的として、以

下の点に留意してその適正な事業実施に

努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 年金担保貸付事業及び労災年金担

保貸付事業 

年金担保貸付事業については、厚生年

金保険制度、船員保険制度及び国民年金

制度に基づき支給される年金並びに労災

年金担保貸付事業については、労働者災

害補償保険制度に基づき支給される年金

の受給者に対し、その受給権を担保にす

る特例措置として低利で小口の資金を貸

し付けることにより、高齢者等の生活の

安定を支援すること及び労災年金受給者

の生活を援護することを目的として、以

下の点に留意してその適正な事業実施に

努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 年金担保貸付事業及び労災年金担

保貸付事業 

年金担保貸付事業については、厚生年

金保険制度、船員保険制度及び国民年金

制度に基づき支給される年金の受給者に

対し、労災年金担保貸付事業については、

労働者災害補償保険制度に基づき支給さ

れる年金の受給者に対し、その受給権を

担保にする特例措置として低利で小口の

資金を貸し付けることにより、高齢者等

の生活の安定を支援することや労災年金

受給者の生活を援護することを目的とし

て、以下の点に留意してその適正な事業

実施に努める。 

また、業務運営に当たっては、利用者

の利便性に配慮し、年金受給者にとって

無理のない返済となるよう配慮した運用

に努めるとともに、年金担保貸付事業と

労災年金担保貸付事業を併せて実施する

というメリットを活かして効率的な業務

運営に努める。 

なお、当該事業における貸付契約額、

資金交付額及び原資を次のとおり見込

む。 

（参考） 

○年金担保貸付事業 

区  分 平成 20 事業年度

 

貸付契約額 

資金交付額 

千円

222,200,000 

222,200,000 

原
資 

貸付 

回収金等 

(うち 

財投機関債)

222,200,000

(60,000,000)

 

○労災年金担保貸付事業 

区  分 平成 20 事業年度

 

貸付契約額 

資金交付額 

千円

5,500,000 

5,500,000 

原
資 

貸付 

回収金等 
5,500,000 

 

 

１０ 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業 

 

年金担保貸付事業については、厚生年金保険制度、船員保険制度及び国民年金制度に

基づき支給される年金の受給者に対し、労災年金担保貸付事業については、労働者災害

補償保険制度に基づき支給される年金の受給者に対し、その受給権を担保にする特例措

置として低利で小口の資金を貸し付けることにより、高齢者等の生活の安定を支援する

ことや労災年金受給者の生活を援護することを目的として、以下の点に留意してその適

正な事業実施に努めた。 

また、業務運営に当たっては、利用者の利便性に配慮し、年金受給者にとって無理の

ない返済となるよう配慮した運用に努めるとともに、年金担保貸付事業と労災年金担保

貸付事業を併せて実施するというメリットを活かして効率的な業務運営に努めた。 

なお、当該事業における貸付契約額、資金交付額及び原資の実績は次のとおりである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実績） 

○年金担保貸付事業 

区  分 平成 20 事業年度 

 

貸付契約額 

資金交付額 

千円

194,449,920 

194,449,920 

原
資 

貸付回収金等 

(うち財投機関債) 

194,449,920 

(53,991,600) 

 

○労災年金担保貸付事業 

区  分 平成 20 事業年度 

 

貸付契約額 

資金交付額 

千円

5,067,710 

5,067,710 

原
資 

貸付回収金等 5,067,710 
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（１）年金担保貸付事業及び労災年金担保

貸付事業においては、「独立行政法人

整理合理化計画」（平成１９年１２月

２４日閣議決定）に基づく運営費交付

金の廃止、及び年金担保貸付事業にお

ける貸付原資の自己調達化を踏まえ、

業務運営コストを分析し、その適正化

を図るとともに、貸付金利の水準に適

切に反映することにより、安定的で効

率的な業務運営に努めること。 

 

 

（１）年金担保貸付事業及び労災年金担保

貸付事業においては、「独立行政法人

整理合理化計画」（平成１９年１２月

２４日閣議決定）に基づく運営費交付

金の廃止、及び年金担保貸付事業にお

ける貸付原資の自己調達化を踏まえ、

業務運営コストを分析し、その適正化

を図るとともに、貸付金利の水準に適

切に反映することにより、安定的で効

率的な業務運営に努める。 

 

 

（１）年金担保貸付事業及び労災年金担保

貸付事業を安定的かつ効率的に運営す

るため、業務運営コストを分析し、そ

の適正化を図るとともに、運営費交付

金の廃止及び資金調達方法の変更に伴

う影響を貸付金利に適切に反映させ

る。 

 

 

 

【利率設定方式の見直し】#97 

○ 独立行政法人整理合理化計画に基づく運営費交付金の廃止、及び年金担保貸付事業

における貸付原資の自己調達化を踏まえ、業務運営コストを適切に貸付金利に反映

し、当期未処分利益を確保した。 

 

○ 平成２０年６月に平成１９年度決算を踏まえた金利検証を行うとともに、９月には

平成２０年度貸付状況を踏まえた金利設定の検証を行い、また、１月には財投機関債

の発行状況を考慮した金利設定の検証を行い、現状の金利設定の維持を決定した。 

 

○ 上記の金利検証を含め、平成２０年度は、収支状況等の分析を５回、金利設定等の

分析・検証を４回、計９回の金利水準の検証を実施した。 

 

○ 平成２１年度の貸付金利の決定にあたっては、利用者にとって適切な金利水準とな

るよう、平成２２年度を見据えて金利検証を行った結果、年金担保貸付事業について、

平成２１年４月から貸付金利を０．２％引き下げることを、平成２１年３月の経営企

画会議において決定した。 

 

 

（２）業務運営に当たっては、利用者の利

便性に配慮するとともに、借入申込時

に年金受給者にとって無理のない返済

となるように配慮した審査等を行うこ

と。 

また、貸付後の返済方法などの返済

条件の緩和の必要性について検討し、

適切な措置を講じること。 

 

 

 

（２）業務運営に当たっては、利用者の利

便性に配慮するとともに、借入申込時

に年金受給者にとって無理のない返済

となるように配慮した審査等を行う。 

 

また、貸付後の返済方法などの返済

条件の緩和の必要性について検討し、

適切な措置を講じる。 

 

 

 

（２）業務運営に当たっては、利用者の利

便性に配慮し、任繰剰余金について早

期振込の実施の検討を行う。 

 

 

また、年金受給者にとって無理のな

い返済となるよう配慮した運用に努め

るとともに、貸付後の返済条件の緩和

措置等について検討する。 

 

 

【無理のない返済に配慮した審査等】#98 

○ 任意繰上償還に伴う剰余金については、年金支給月の２５日に利用者へ送金してい

たが、事務処理方法の見直しを行い、平成２１年３月から、年金支給日（基本１５日）

以降の 短の日に送金することにより、５日程度短縮した。 

 

○ 借入申込時に年金受給者にとって無理のない返済となるように配慮した貸付とす

るため、審査方法・返済方法等の改善について、平成２１年度の実施に向けて、厚生

労働省等関係機関と協議検討を行った。 

 

○ 利用者の利便性に配慮するとともに、借入申込時に年金受給者にとって無理のない

返済となるように、受託金融機関における利用者への指導を徹底した。（受託金融機

関事務打ち合わせ会議：全国７都市８回開催） 

特に、返済方法に関しては、窓口において、無理のない返済となるように、定額返

済制度の利用を促した。 

 

【返済条件の緩和措置等】#99 

○ 返済条件の緩和措置の具体的内容について、平成２１年度の実施に向けて、厚生労

働省等関係機関と協議検討を行った。 

 

 

（３）年金担保貸付制度及び労災年金担保

貸付制度の周知を図るとともに、受託

金融機関の窓口等における利用者への

適切な対応に努めること。 

 

 

（３）ホームページ、リーフレット等によ

り、年金担保貸付制度及び労災年金担

保貸付制度の周知を図る。 

 

 

 

 

（３）年金担保貸付制度及び労災年金担保

貸付制度の周知を図るとともに、生活

に無理のない借入れなどの注意を促す

ため、ホームページやリーフレット等

による広報を行う。 

 

 

【貸付制度の周知】#100 

○ 貸付制度の周知及び無理のない借入れなどの注意を促すため、機構のホームページ

による広報や、リーフレットを年２回合計約１１４万部作成し、受託金融機関、社会

保険事務所等に加え新たに消費生活センターにも配布した。 

また、年金担保貸付及び労災年金担保貸付制度を幅広く周知するとともに、制度の

正しい利用を促すためのチラシを３．１万部作成し、地方自治体、社会福祉協議会、
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消費生活センターに配布した。なお、多重債務者向けに相談窓口についても掲載した。

 

○ 厚生労働省より示された生活保護の適正化に関する方針に基づいて、昨年度に引き

続き、生活保護受給中の者への年金担保貸付の利用制限の周知を図った。 

＜添付資料：42＞

 

 

（４）受託金融機関の窓口等における利用

者への適切な対応に努めるために、受

託金融機関事務打合せ会議の開催場

所、回数等を見直し、更なる周知徹底

に努める。 

 

 

（４）受託金融機関の窓口等における利用

者への適切な対応に努めるために、受

託金融機関事務打合せ会議の開催場

所、回数等を見直し、更なる周知徹底

に努める。 

 

 

【受託金融機関に対する事務取扱の周知徹底】#101 

○ 申込窓口等における利用者への適切な対応に努めるため、受託金融機関事務打合せ

会議を全国７都市で８回開催して、事務取扱の制度周知徹底を行った。なお、打合せ

会議の開催地と会場に関して見直しを行い、金融機関の参加率を上げることができ

た。 

参加金融機関数：２８７機関（６９．３％） 

（参考：受託金融機関数４１４機関） 

 

○ 受託金融機関事務打ち合せ会議については、承継年金住宅融資等債権管理回収業務

と合同で開催することにより、事務の効率化を図った。 

 

 

（４）年金受給者にとって無理のない返済

となるように配慮した審査等の実施に

伴う事務処理の増加を考慮しつつ、事

務処理方法の見直し等により、借入申

込みから貸付実行までの期間を平成１

９年度と比較して短縮するよう取組を

行うこと。 

 

 

（５）年金受給者にとって無理のない返済

となるように配慮した審査等の実施に

伴う事務処理の増加を考慮しつつ、事

務処理方法の見直し等により、借入申

込みから貸付実行までの期間を平成１

９年度と比較して短縮するよう取組を

行う。 

 

 

（５）年金受給者にとって無理のない返済

となるように配慮した審査方法等の検

討を行うとともに、借入申込から貸付

実行までの事務処理方法の問題点の洗

い出しを行う。 

 

 

 

【事務処理方法の問題点の洗い出し】#102 

○ 借入申込時に年金受給者にとって無理のない返済となるように配慮した貸付とする

ため、審査方法・返済方法等の改善について、平成２１年度の実施に向けて、厚生労

働省等関係機関と協議検討を行うとともに、借入申込から貸付実行までの事務処理方

法の問題点について検討を行った。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 A 評価項目１４ 評  定 A 

  

独立行政法人整理合理化計画に基づく運営費交付金の廃止、及び年

金担保貸付事業における貸付原資の自己調達化を踏まえ、業務運営コ

ストを適切に貸付金利に反映し、当期未処分利益を確保することがで

きた。 

また、利用者の利便性に配慮するとともに、無理のない返済となる

ように配慮した貸付及び貸付後の返済方法などの返済条件の緩和等に

ついて、平成２１年度の実施に向け厚生労働省等関係機関と協議検討

を実施した。 

さらに、貸付制度の周知を図るとともに、生活に無理のない借入れ

などの注意を促すため、機構のホームページやリーフレット等による

広報を実施した。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

  平成20年度から独立行政法人整理合理化計画に基づく運営費交付 

金の廃止及び年金担保貸付事業における貸付原資の自己調達化を踏

まえ、業務運営コストを適切に貸付金利に反映し、当期未処分利益を

確保している。 

また、利用者の利便性に配慮するとともに、無理のない返済となる

ように配慮した貸付及び貸付後の返済方法などの返済条件の緩和等

については、平成21年度の実施に向け厚生労働省等関係機関と協議

検討を行っている。さらに、貸付制度の周知を図るとともに、生活に

無理のない借入れなどの注意を促すため、福祉医療機構のホームペー

ジやリーフレット等による広報を実施していることが認められる。 

以上のように、年金受給者の生活の安定を支援しており、中期計画

を上回る実績をあげていると評価する。 

なお、今後、無理のない返済となるように配慮した貸付及び貸付後 

の返済方法などの返済条件の緩和等については、平成21年度に速やか

に実施し、利用者の生活の安定を支援することを期待する。 

 

（各委員の評定理由） 

○ 数値目標及び評価の視点の各細目は全体的に計画どおりである。 

○ 貸付金利に業務運営コストを適切に反映する利率の設定は概ね適

切に設定されている。 

○ 無理のない返済に配慮した取組み、制度の周知徹底をＨＰやリーフ

レット等を通じ行っている。 

 

（その他の意見） 

○ 貸付金の回収に加え、返済の難しい利用者に対する助言や相談受付

等の活動を充実してほしい。 

 

 

 

 

 

［評価の視点］ 

○ 運営費交付金の廃止、及び年金担保貸付事業における貸付原資の

自己調達化を踏まえ、業務運営コストを分析し、その適正化を図っ

ているか。 

○ 貸付金利に業務運営コストを適切に反映する利率の設定方式とな

っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 利用者の利便性に配慮するとともに、借入申込時に年金受給者に

とって無理のない返済となるように配慮した審査等を行っている

か。 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・ 独立行政法人整理合理化計画に基づく運営費交付金の廃止、及び

年金担保貸付事業における貸付原資の自己調達化を踏まえ、業務運

営コストを適切に貸付金利に反映し、当期未処分利益を確保した。

※ 業務実績Ｐ84【利率設定方式の見直し】＃97参照 

 

・ 平成２０年６月に平成１９年度決算を踏まえた金利検証を行うと

ともに、９月には平成２０年度貸付状況を踏まえた金利設定の検証

を行い、また、１月には財投機関債の発行状況を考慮した金利設定

の検証を行い、現状の金利設定の維持を決定した。 

※ 業務実績Ｐ84【利率設定方式の見直し】＃97参照 

 

・ 上記の金利検証を含め、平成２０年度は、収支状況等の分析・検

証を５回、金利設定等の分析・検証を４回、計９回の金利水準の検

証を実施した。 

※ 業務実績Ｐ84【利率設定方式の見直し】＃97参照 

 

・ 平成２１年度の貸付金利の決定にあたっては、利用者にとって適

切な金利水準となるよう、平成２２年度を見据えて金利検証を行っ

た結果、平成２１年４月から貸付金利を０．２％引き下げることを、

平成２１年３月の経営企画会議において決定した。 

※ 業務実績Ｐ84【利率設定方式の見直し】＃97参照 

 

実績：○ 

・ 借入申込時に年金受給者にとって無理のない返済となるように配

慮した貸付とするため、審査方法・返済方法等の改善について、平

成２１年度の実施に向けて、厚生労働省等関係機関と協議検討を行

った。 

※ 業務実績Ｐ84【無理のない返済に配慮した審査等】＃98参
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○ 貸付後の返済方法などの返済条件の緩和の必要性について検討

し、適切な措置を講じているか。 

 

 

 

 

○ 利用者に対し、ホームページ、リーフレット等による制度周知を

図っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 受託金融機関事務打合せ会議の開催場所、回数等を見直し、更な

る周知徹底に努めているか。 

 

 

 

 

 

 

照 

 

・ 利用者の利便性に配慮するとともに、借入申込時に年金受給者に

とって無理のない返済となるように、受託金融機関における利用者

への指導を徹底した。 

特に、返済方法に関しては、窓口において、無理のない返済とな

るように、定額返済制度の利用を促した。 

※ 業務実績Ｐ84【無理のない返済に配慮した審査等】＃98参

照 

 

・ 任意繰上償還に伴う剰余金については、年金支給月の２５日に利

用者へ送金していたが、事務処理方法の見直しを行い、平成２１年 

３月から、年金支給日（基本１５日）以降の 短の日に送金するこ

とにより、５日程度短縮することができた。 

※ 業務実績P84【無理のない返済に配慮した審査等】♯98参

照 

 

実績：○ 

・ 貸付後の返済条件の緩和を図るため、返済条件の緩和措置の具体

的内容について、平成２１年度の実施に向けて、厚生労働省等関係

機関と協議検討を行った。 

※ 業務実績Ｐ84【返済条件の緩和措置等】＃99参照 

 

実績：○ 

・ 利用者に対し制度周知及び無理のない借入れなどの注意を促すた

め、機構のホームページによる広報や、リーフレットを年２回合計

約１１４万部作成し、受託金融機関、社会保険事務所等に加え新た

に消費生活センターにも配布した。また、制度の正しい利用を促す

ためのチラシを３．１万部作成し、地方自治体、社会福祉協議会、

消費生活センターに配布した。なお、多重債務者向けに相談窓口に

ついても掲載した。 

※ 業務実績Ｐ84【貸付制度の周知】＃100参照 

 

・ 厚生労働省より示された生活保護の適正化に関する方針に基づい

て、昨年度に引き続き、生活保護受給中の者への年金担保貸付の利

用制限の周知を図った。 

※ 業務実績Ｐ84【貸付制度の周知】＃100参照 

 

実績：○ 

・ 申込窓口において利用者への適切な対応に努めるため、受託金融

機関事務打合せ会議を年８回（全国７か所）開催し、制度の運用等

について周知徹底した。なお、打合せ会議の開催地と会場に関して

見直しを行い、金融機関の参加率を上げることができた。 

※ 業務実績Ｐ85【受託金融機関に対する事務取扱の周知徹底】

＃101参照 
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○ 借入申込みから貸付実行までの期間を平成１９年度と比較して短

縮するよう取組を行っているか。 

なお、年金受給者にとって無理のない返済となるように配慮した

審査等の実施に伴う事務処理の増加は考慮する。 

 

 

■ 貸付金、未収金等の債権について、回収計画が策定されているか。

回収計画が策定されていない場合、その理由の妥当性についての検

証が行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

 

 

■ 回収計画の実施状況についての評価が行われているか。評価に際

し、ⅰ）貸倒懸念債権・破産更生債権等の金額やその貸付金等残高

に占める割合が増加している場合、ⅱ）計画と実績に差がある場合

の要因分析を行っているか。（政・独委評価の視点） 

 

 

 

 

■ 回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの必要性等の検討が行われ

ているか。（政・独委評価の視点） 

 

・ 受託金融機関事務打ち合せ会議については、承継年金住宅融資等

債権管理回収業務と合同で開催することにより、事務の効率化を図

った。 

※ 業務実績Ｐ85【受託金融機関に対する事務取扱の周知徹底】

＃101参照 

 

実績：○ 

・ 借入申込みから貸付実行までの期間は、平成２０年度においても

前年度と同様事務処理期間を維持した。 

※ 業務実績Ｐ85【事務処理方法の問題点の洗い出し】＃102

参照 

 

実績：○ 

・ 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業においては、機構法

に基づき、年金受給者の年金受給権を担保として小口資金の貸付け

を行っており、回収にあたっては各年金支給月に年金支給庁より当

機構が受領する年金から償還元金及び利息の回収を行っている。 

 

実績：○ 

・ 回収計画の実施状況については、貸付金利の見直し時に評価を行

っている。 

なお、信用保証機関の利用率が９９．９％に達しており、リスク

管理債権の発生は保証履行がされない場合に限定されるため、リス

ク管理債権比率は年金担保貸付事業が０．２４％、労災年金担保貸

付事業が１．０８％と極めて低い状況である。 

 

実績：○ 

・ 受託金融機関に対する指導を徹底することにより、リスク管理債

権の発生の減少を図っているところである。 
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１１ 承継年金住宅融資等債権管理回収

業務及び承継教育資金貸付けあっせん

業務 

（１）承継年金住宅融資等債権管理回収業

務 

承継年金住宅融資等債権管理回収業

務については、回収金が国への納付に

より年金給付の財源となることを踏ま

え、以下の点に留意してその適正な業

務実施に努めること。 

① 年金住宅融資等債権について、貸

付先の財務状況等の把握及び分析、

担保物件及び保証機関又は保証人の

保証履行能力の評価等を適時に行う

ことにより、適切な債権管理に努め

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 年金住宅融資等債権について、適

時的確に回収を行うことにより、延

 

１１ 承継年金住宅融資等債権管理回収

業務及び承継教育資金貸付けあっせん

業務 

（１）承継年金住宅融資等債権管理回収業

務 

承継年金住宅融資等債権管理回収業

務については、回収金が国への納付に

より年金給付の財源となることを踏ま

え、以下の点に留意してその適正な業

務実施に努める。 

① 必要に応じて関係行政機関及び受

託金融機関と緊密に連携しつつ、年

1回、貸付先の財務状況等の把握及

び分析を行うとともに、適時、担保

物件及び保証機関又は保証人の保証

履行能力の評価等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 年金住宅融資等債権について、年

1回、回収の難易度に応じた債権分

類の実施又は見直しを行う。 

 

 

③ 転貸債権に係るローン保証会社に

ついて、年1回、保証履行能力の把

握及び分析を行う。 

 

④ 年金住宅融資等債権について、必

要に応じて関係行政機関との協議を

 

１１ 承継年金住宅融資等債権管理回収

業務及び承継教育資金貸付けあっせん

業務 

（１）承継年金住宅融資等債権管理回収業

務 

承継年金住宅融資等債権管理回収業

務については、回収金が国への納付に

より年金給付の財源となることを踏ま

え、以下の点に留意してその適正な業

務実施に努める。 

① 転貸法人等貸付先の財務分析を年

１回行うとともに、受託金融機関及

び監督官庁との連携を図り、適切な

債権管理及び着実な債権回収を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、受託金融機関事務打合せ会

議の開催場所、回数等を見直し、受

託金融機関に対する指導を適切に行

う。 

 

 

 

 

② 年金住宅融資等債権について、年

１回、貸付先についての債権分類を

実施し、貸付先の財務状況等を勘案

した自己査定を行う。 

 

③ 転貸債権に係るローン保証会社に

ついて、年１回、保証履行能力の把

握及び分析を行う。 

 

④ 年金住宅融資等債権について、必

要に応じて関係行政機関との協議を

 

１１ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務 

 

 

（１）承継年金住宅融資等債権管理回収業務 

 

承継年金住宅融資等債権管理回収業務については、回収金が国への納付により年金

給付の財源となることを踏まえ、以下の点に留意して業務を実施した。 

 

 

 

【貸付先の財務分析】#103 

○ 転貸法人について、１９年度決算書を徴求し、財務状況等の分析を行うとともに、

必要に応じて、個別の法人からヒアリングを行った。 

 

○ 住宅生活協同組合等については、受託金融機関から生協等の現状についての報告及

び決算書を徴求して、財務状況等の分析を行った。 

また、解散等が考えられる生協については、受託金融機関と債権譲渡等を検討した。

 

【保証機関等の評価等】#104 

○ 全額債務保証を行っている金融機関について、財務諸表等を収集し、財務状況の分

析及び評価を行い、保証履行能力の評価等を行った。 

 

○ 保証人の状況について受託金融機関から報告を徴求し、必要に応じて、受託金融機

関に保証人の変更、追加等の債権保全措置を指示した。 

 

【受託金融機関への指導強化】#105 

○ 受託金融機関事務打合せ会議については、債権の管理・回収の留意点等について効

率的な周知を図るため、会議の開催場所等を見直し、平成２１年１月～２月に全国７

か所で８回開催し、受託金融機関に対する指導を行った。 

 

○ 受託金融機関事務打ち合せ会議については、年金担保貸付事業及び労災年金担保貸

付事業と合同で開催することにより、事務の効率化を図った。 

 

【財務状況等を勘案した自己査定の実施】#106 

○ 貸付金の自己査定基準に基づき、貸付先の財務状況等を勘案した債権分類を行い、

貸倒引当金を適正に計上した。 

 

 

【保証履行能力の把握及び分析】#107 

○ 転貸債権に係るローン保証会社の財務諸表及び格付け（Moody’ｓ、S＆P）により、

各社の保証履行能力の把握及び分析を行い、保証履行能力を確認した。 

 

【適時的確な債権回収】#108 

○ 解散を予定している住宅生活協同組合2団体について、関係行政機関及び受託金融



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
 

- 90 - 
 

滞債権の発生の抑制に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 延滞債権について、貸付先に対す

る督促、保証機関又は保証人に対す

る保証履行請求及び担保物件の処分

等を適切に行うことにより、早期の

債権回収に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行いつつ、担保や保証の状況等に応

じて適時的確に債権回収を行うこと

により、延滞債権の発生の抑制に努

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 延滞債権について、貸付先に対す

る督促、保証機関又は保証人に対す

る保証履行請求及び担保物件の処分

等を適切に行うことにより、早期の

債権回収に努める。 

 

⑥ 転貸法人に対して必要な助言等を

行うことにより、転貸法人による適

切な債権回収を推進する。 

 

 

 

 

 

行いつつ、担保や保証の状況等に応

じて適時的確に債権回収を行うこと

により、延滞債権の発生抑制に努め

る。 

また、経済情勢の変化に伴うロー

ン返済困窮者及び災害の被災者等に

関しては、年金住宅貸付の返済条件

の変更措置を講ずることにより、被

保険者の生活の安定を支援しつつ、

将来にわたる円滑な元利金の返済を

確保する。なお、災害等の被災者に

係る返済条件変更措置については、

ホームページにより周知を図る。 

 

⑤ 長期延滞債権については、保証履

行請求及び担保物件の処分等により

早期の回収に努める。 

 

 

 

⑥ 転貸法人に対して必要な助言等を

行うことにより、転貸法人による適

切な債権回収を推進する。また、必

要に応じて転貸法人に債権管理回収

に係る指導専門員を派遣し、年１回

以上指導専門員の打合せを行い、転

貸法人の債権管理に関する指導を適

切に行う。 

 

機関との協議のうえ、機構債権の受託金融機関への債権譲渡又は転貸債権の受託金融

機関への債権譲渡による繰上償還により、債権の全額を回収した。 

 

 

【返済条件の変更措置の実施等】#109 

○ ローン返済困窮者に対する返済条件の変更措置として５３８件、民事再生法の適用

による返済条件の変更として８４件措置を講じ、被保険者の生活の安定を支援しつ

つ、将来にわたる円滑な元利金の返済を確保した。 

また、岩手・宮城内陸地震等の被災者に係る返済条件変更措置について、ホームペ

ージによる周知を行った。 

 

 

 

 

【延滞債権への対応】#110 

○ 長期延滞債権について、受託金融機関に対し保証人の調査、支払督促等の指示を行

うとともに、保証機関又は保証人に対する保証履行請求を行い担保物件の処分を適切

に行った。 

 

 

【転貸法人への指導強化】#111 

○ 転貸法人に対して引き続き必要な助言を行うとともに、財務状況に課題のある転貸

法人に個別ヒアリングを行った。 

また、指導専門員及び転貸法人から定期報告（年２回）及び指導専門員の打ち合わ

せ会議（平成２１年２月実施）を行い、指導専門員による転貸法人の債権管理に関す

る指導を適切に行った。 

 

 

（２）承継教育資金貸付けあっせん業務 

「独立行政法人整理合理化計画」を

踏まえ、平成２０年度から承継教育資

金貸付けあっせん業務を休止するこ

と。 

 

 

（２）承継教育資金貸付けあっせん業務 

承継教育資金貸付けあっせん業務に

ついては、平成２０年度から業務を休

止する。 

 

 

（２）承継教育資金貸付けあっせん業務 

平成２０年度は、承継教育資金貸付

けあっせん業務については、業務を休

止する。 

 

 

（２）承継教育資金貸付けあっせん業務 

承継教育資金貸付けあっせん業務については、平成１９年１２月２４日付で閣議決

定された独立行政法人整理合理化計画において、「承継教育資金貸付けあっせん業務

について、平成２０年度から業務を休止する」とされたことから、ホームページによ

り周知を図るとともに、あっせん業務休止に対する照会等に対して適切に対応した。

＜添付資料：43＞
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ａ 評価項目１５ 評  定 A 

  

貸付先の財務状況等の把握及び分析、担保物件及び保証機関又は保

証人の保証履行能力の評価等を定期的にうことにより、適切な債権管

理を行った。 

また、延滞債権については、受託金融機関に対し貸付先に対する督

促、保証人の調査等を指示するとともに、保証機関又は保証人に対す

る保証履行請求及び担保物件処分等を適切に行い、債権の早期回収に

努めた。 

その結果、平成２０年度の国庫納付金約４，１５４億円は、平成 

２１年７月１０日に国庫納付済みである。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

承継年金住宅融資等債権管理回収業務については、貸付先の財務状況

等の確認、保証人の状況調査など貸付先の状況に応じた債権保全策を実

施し、貸付先の延滞を未然に防ぎ、債権の円滑な回収を図っていること

が認められる。 

また、解散等予定の住宅生協に対する福祉医療機構債権について全額

回収するとともに、ローン返済困窮者及び災害の被災者等に関して返済

条件の変更措置を講じるなど、適時的確な債権回収を行っている。 

以上のように、被保険者の生活の安定を支援しつつ将来にわたる円滑

な元利金の返済を確保し、着実な債権回収への積極的努力が認められ、

中期計画を上回る実績をあげていると評価する。 

なお、承継教育資金貸付けあっせん業務については、整理合理化計画

に基づき、平成 20 年度から業務が休止されたところであるが、休止に

当たっては、福祉医療機構のホームページに掲載し、円滑な業務休止が

図られていると認められる。  

 

（各委員の評定理由） 

○ 数値目標及び評価の視点の各細目は全体的に計画どおりである。 

○ 返済困窮者及び災害被災者について返済条件等の変更措置を講ず

るなど、適時適切な回収に努め、速やかに国庫納付している。 

○ 貸付先の財務状況の把握・分析、保証機関の評価、長期延滞債権な

ど、必要な措置を実施している。 

 

（その他の意見） 

○ 引き続き、担保や保証の状況など借入者のサポートを行い、適時適

切な債権回収に努めていただきたい。 

○ 回収業務の効率性・経済性に関する評価を加える必要があるのでは

ないか。 

 

 

［数値目標］ 

○ 年1回、貸付先の財務状況等の把握及び分析を行うとともに、適

時、担保物件及び保証機関又は保証人の保証履行能力の評価等を行

う。 

 

○ 年金住宅融資等債権について、年1回、回収の難易度に応じた債

権分類の実施又は見直しを行う。 

 

 

○ 転貸債権に係るローン保証会社について、年1回、保証履行能力

の把握及び分析を行う。 

 

 

 

○ 年１回実施し、中期目標を達成できた。 

※ 業務実績Ｐ89【貸付先の財務分析】＃103参照 

 

 

○ 年１回実施し、中期目標を達成できた。 

※ 業務実績Ｐ89【財務状況を勘案した自己査定の実施】＃106

参照 

 

○ 年１回実施し、中期目標を達成できた。 

※ 業務実績Ｐ89【保証履行能力の把握及び分析】＃107参照 

 

 

［評価の視点］ 

○ 関係行政機関及び受託金融機関と連携しつつ、年１回、貸付先の

財務状況等の把握及び分析を行うとともに、適時、担保物件及び保

証機関又は保証人の保証履行能力の評価等を行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績：○ 

・ 貸付先の財務状況等の把握及び分析について、転貸法人について

は、転貸法人から決算書を徴求し、各種分析指標との比較により、

財務分析を行った。住宅生活協同組合等については、受託金融機関

から生協の現状についての報告及び決算書を徴求して、財務状況等

の分析を行った。 

また、転貸法人について、必要に応じて個別の法人からヒアリン

グを行うとともに、解散等が考えられる生協については、受託金融

機関と債権譲渡等を検討のうえ、２団体について債権の全額を回収

した。 

※ 業務実績Ｐ89【貸付先の財務分析】＃103参照 

 

・ 全額債務保証を行っている3２６受託金融機関について、財務状

況の分析及び評価を行い、保証履行能力の評価等を行った。 

また、保証人の状況について受託金融機関から報告を徴求し、必

要に応じて、受託金融機関に保証人の変更、追加等の債権保全措置

を指示した。 

※ 業務実績Ｐ89【保証機関等の評価等】＃104参照 
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○ 年金住宅融資等債権について、年１回、回収の難易度に応じた債

権分類の実施又は見直しを行っているか。 

 

 

 

 

 

○ 転貸債権に係るローン保証会社について、年１回、保証履行能力

の把握及び分析を行っているか。 

 

 

 

 

○ 年金住宅融資等債権について、担保や保証の状況等に応じて適時

的確に債権回収を行い、延滞債権の発生の抑制に努めたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 延滞債権について、貸付先に対する督促、保証機関又は保証人に

対する保証履行請求及び担保物件の処分等を適切に行うことによ

り、早期の債権回収に努めているか。 

 

 

 

 

 

・ 受託金融機関事務打合せ会議については、債権の管理・回収の留

意点等について効率的な周知を図るため、開催場所等を見直し、平

成２１年１月～２月に全国７か所で８回開催し、受託金融機関に対

する指導を行った。 

※ 業務実績Ｐ89【受託金融機関への指導強化】＃105参照 

 

・ 受託金融機関事務打ち合せ会議については、年金担保貸付事業及

び労災年金担保貸付事業と合同で開催することにより、事務の効率

化を図った。 

※ 業務実績Ｐ89【受託金融機関への指導強化】＃105参照 

 

実績：○ 

・ 年金住宅等債権について、貸付金の自己査定基準に基づき、貸付

先の財務状況等を勘案した債権分類を行い、貸倒引当金を適正に計

上した。 

※ 業務実績Ｐ89【財務状況等を勘案した自己査定の実施】＃

106参照 

 

実績：○ 

・ 転貸債権に係る保証債務を行っているローン保証会社（２４社）

について、関係転貸法人を通じた情報や決算書等の収集により、そ

の保証履行能力の把握・分析を行い、保証履行能力を確認した。 

※ 業務実績Ｐ89【保証履行能力の把握及び分析】＃107参照 

 

実績：○ 

・ 解散を予定している住宅生活協同組合2団体について、機構債権

の受託金融機関への債権譲渡又は転貸債権の受託金融機関への債権

譲渡による繰上償還により、債権の全額を回収した。 

※ 業務実績Ｐ89【適時的確な債権回収】＃108参照 

 

・ 経済情勢の変化に伴うローン返済困窮者について、５３８件の返

済特例措置及び８４件の民事再生法の適用による返済条件の変更措

置を講じ、被保険者の生活の安定を支援しつつ、将来にわたる円滑

な元利金の返済を確保した。 

また、災害等の被保険者に係る返済条件変更措置について、機構

ホームページにより周知を図った。 

※ 業務実績Ｐ90【返済条件の変更措置の実施等】＃109参照 

 

実績：○ 

・ 長期延滞債権について、受託金融機関に対し保証人の調査、支払

督促等の指示を行うとともに、保証機関又は保証人に対する保証履

行請求を行い担保物件の処分を適切に行い、早期の債権回収に努め

た。 

※ 業務実績Ｐ90【延滞債権への対応】＃110参照 
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○ 転貸法人に対する指導・助言等を実施し、転貸法人による適切な

債権回収を推進しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 貸付金、未収金等の債権について、回収計画が策定されているか。

回収計画が策定されていない場合、その理由の妥当性についての検

証が行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

 

 

 

■ 回収計画の実施状況についての評価が行われているか。評価に際

し、ⅰ）貸倒懸念債権・破産更生債権等の金額やその貸付金等残高

に占める割合が増加している場合、ⅱ）計画と実績に差がある場合

の要因分析を行っているか。（政・独委評価の視点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの必要性等の検討が行われ

ているか。（政・独委評価の視点） 

 

 

実績：○ 

・ 転貸法人による適切な債権回収を推進するため、転貸法人に対し

て引き続き必要な助言を行うとともに、財務状況に課題のある転貸

法人に個別ヒアリングを行った。 

また、指導専門員及び転貸法人から定期報告（年２回）及び専門

員の活動状況や転貸法人を取り巻く情勢等の情報交換を行う専門員

会議（平成２１年２月実施）を開催するなど、転貸法人の債権管理

に関する指導を適切に行った。 

※ 業務実績Ｐ90【転貸法人への指導強化】＃111参照 

 

実績：○ 

・ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務においては、当機構は、金

銭消費貸借契約証書の内容により作成した償還予定表に基づき、支

払期日（基本的に９月と３月の年２回）に、貸付先から、償還元金

及び利息の回収を行うとともに、入金状況を把握するなど、回収金

等の管理を実施している。 

 

実績：○ 

・ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務におけるリスク管理債権に

ついては、毎年度決算時において評価を行い、財務諸表において公

表しているところである。 

承継年金住宅融資等債権管理回収業務については、平成１７年１

月末をもって新規融資を停止したことから、貸付残高が減少するこ

とにより、貸付残高に占めるリスク管理債権の割合は増加する傾向

にあり、３．２５％になっている。なお、承継年金住宅融資等債権

の９４．７%は機関保証付き債権となっており、機関保証付き債権

を除いたリスク管理債権の割合は、０．９９％と極めて低い状況に

ある。 

 

実績：○ 

・ 延滞や貸倒れを防止するため、経済情勢の変化に伴うローン返済

困窮者及び民事再生法の適用者などについては、償還条件変更を実

施し、将来にわたる円滑な元利金の返済を確保する方策を講じてい

る。 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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第５  財務内容の改善に関する事項 

通則法第２９条第２項第４号の財務内容

の改善に関する目標は、次のとおりとする。 

 

 

 

第４ 予算、収支計画及び資金計画 

１ 予算 

別表１のとおり 

２ 収支計画 

別表２のとおり 

３ 資金計画 

別表３のとおり 

 

 

第４ 予算、収支計画及び資金計画 

１ 予算 

別表１のとおり 

２ 収支計画 

別表２のとおり 

３ 資金計画 

別表３のとおり 

 

 

【予算、収支計画及び資金計画】#112 

○ 予算執行については、業務の進行状況及び予算執行状況を把握し、適宜見直しを行

った。 

なお、予算、収支計画及び資金計画の実績は平成２０事業年度決算報告書のとおり

である。 

 

○ 平成２０事業年度における勘定別の収支については、収支相償ないし当期利益を計

上した。 

  なお、保険勘定においては、平成２０年４月の制度改正により当期利益３７６億円

を計上したが、サブプライムローン問題や昨年9月のリーマン・ショックに端を発す

る金融危機及びその実体経済への波及による急激な景気減速から内外株式市場が大幅

に下落した影響により、目標収益率を確保することができなかったため、平成２０年

度末においては、繰越欠損金１１２億円となり、解消には至っておりません。 

＜添付資料：44＞

 

１ 運営費交付金以外の収入の確保 

運営費交付金を充当して行う事業につ

いては、それぞれの事業目的を損なわな

い範囲で、利用者負担その他の自己収入

を確保することに努めること。 

 

   

【運営費交付金以外の収入の確保】#113 

○ 福祉医療経営指導事業においては、積極的なＰＲ活動やカリキュラムの改編等を実

施したことにより、セミナー受講者数及び個別経営診断件数が増加し、予算額を上回

る自己収入（対予算比１１２．３％）を確保した。 

 

○ 福祉保健医療情報サービス事業においては、福祉ビジネス情報を掲載する仕組みを

構築の上、情報掲載を開始して新たな収入を得たこと等により、予算額を上回る自己

収入（対予算比１０２．８％）を確保した。 

区  分 実績額 予算額 対予算比 

福祉医療経営指導事業収入 39,329千円 35,035千円 112.3%

福祉保健医療情報サービス

事業収入 
19,978千円 19,426千円 102.8%

 

 

２ 自己資金調達による貸付原資の確保 

福祉医療貸付事業及び年金担保貸付事

業において、財投機関債の発行等による

資金調達を適切に行うこと。 

 

   

【財投機関債の発行等による資金調達】#114 

○ 財投機関債の発行については、ＩＲ（投資家向けの広報活動）を積極的に実施（48

件）するとともに、市場環境に沿った適切な発行条件を設定することにより、円滑な

資金調達を行った。 

区 分 金 額 年 限 発 行 日 

福祉医療貸付事業 

（一般勘定） 
100億円 10年 平成20年06月19日

年金担保貸付事業 

（年金担保貸付勘定） 

300億円 3年 平成20年06月19日

240億円 3年 平成20年12月19日

合 計 640億円 ― ― 

＜添付資料：45＞



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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第５ 短期借入金の限度額 

１ 限度額 

９１，６００百万円 

 

２ 想定される理由 

（１）運営費交付金の受入れの遅延等によ

る資金不足に対応するため。 

（２）一般勘定において、貸付原資の調達

の遅延等による貸付金の資金不足に対

応するため。 

（３）年金担保貸付勘定及び労災年金担保

貸付勘定において、貸付原資に充当す

るため。 

（４）共済勘定において、退職者の増加等

による給付費の資金不足に対応するた

め。 

（５）予定外の退職者の発生に伴う退職手

当の支給等、偶発的な出費に対応する

ため。 

 

 

第５ 短期借入金の限度額 

１ 限度額 

９１，６００百万円 

 

２ 想定される理由 

（１）運営費交付金の受入れの遅延等によ

る資金不足に対応するため。 

（２）一般勘定において、貸付原資の調達

の遅延等による貸付金の資金不足に対

応するため。 

（３）年金担保貸付勘定及び労災年金担保

貸付勘定において、貸付原資に充当す

るため。 

（４）共済勘定において、退職者の増加等

による給付費の資金不足に対応するた

め。 

（５）予定外の退職者の発生に伴う退職手

当の支給等、偶発的な出費に対応する

ため。 

 

 

【短期借入金の実績】#115 

○ 共済勘定において、平成１９年度の年度末に借り換えした短期借入金６４百万円に

ついては、平成２０年6月に返済し、それ以降は行わなかった。 

 

○ 年金担保貸付勘定において、資金繰上、一時的に貸付原資が不足することから、短

期借入金（年５回の合計で７，５６０百万円）で対応した。なお、当該短期借入金に

ついては、年金担保貸付事業の利用者からの貸付回収金等で返済した。 

 

 

 

 

３ 資産の有効活用 

 

機構の保有する資産の活用方法につい

て、自己収入の増加を図る等の観点から、

中期目標期間中に見直しを行うこと。 

 

 

 

第６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供

しようとするときは、その計画 

宝塚宿舎（兵庫県宝塚市、戸建３戸）、

川西宿舎（兵庫県川西市、戸建１戸）、千

里山田宿舎（大阪府吹田市、区分所有建物

２戸）及び戸塚宿舎（横浜市戸塚区、集合

住宅１棟）を売却する。 

 

 

第６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供

しようとするときは、その計画 

宝塚宿舎（兵庫県宝塚市、戸建３戸）、

川西宿舎（兵庫県川西市、戸建１戸）、千

里山田宿舎（大阪府吹田市、区分所有建物

２戸）及び戸塚宿舎（横浜市戸塚区、集合

住宅１棟）の売却を進める。 

 

 

【保有資産の見直し】#116 

○ 宿舎売却を行うに際し、必要となる土地確定測量業務について一般競争入札を行

い、近隣の土地所有者との境界確定に伴う事前調整や実地測量を行った。 

 

○ 不動産売却業務媒介業者を一般競争入札で選定し、当該業者と調整しつつ、平成 

２０年１２月２２日に宿舎売却の一般競争入札を行った。 

[入札結果] 

金融危機の影響も反映し、戸塚宿舎については応札者が無く不調、関西地区

６物件については、応札者は３者あったが、予定価格（鑑定評価）を大幅に下

回る入札結果となり、不落となった。 

 

○ 公庫総合運動場については、共有法人と協議の上、福祉医療機構の持分を売却する

方針を決定した（平成２１年度以降に売却予定）。 

  

第７ 剰余金の使途 

・ 全勘定に共通する事項 

業務改善にかかる支出のための原

資 

職員の資質向上のための研修等の

財源 

・ 長寿・子育て・障害者基金勘定に

 

第７ 剰余金の使途 

・ 全勘定に共通する事項 

業務改善にかかる支出のための原

資 

職員の資質向上のための研修等の

財源 

・ 長寿・子育て・障害者基金勘定に

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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係る事項 

剰余金が生じた年度の翌年度以降

の助成の業務の財源 

・ 労災年金担保貸付勘定に係る事項 

将来の資金需要の増加に対処する

ための貸付原資 

 

係る事項 

剰余金が生じた年度の翌年度以降

の助成の業務の財源 

・ 労災年金担保貸付勘定に係る事項

将来の資金需要の増加に対処する

ための貸付原資 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 A 評価項目１６ 評  定 A 

  

平成２０年度において、一般管理費、人件費及び業務経費の節減に

ついて、年度ごとの削減目標額を上回る削減を実施することができた。

福祉医療経営指導事業及び福祉保健医療情報サービス事業において

は、運営費交付金以外の収入の確保に取組み、予算額を上回る自己収

入を確保することができた。 

また、財投機関債の発行については、ＩＲ（投資家向けの広報活動）

を積極的に実施（４８件）するとともに、市場環境に沿った適切な発

行条件を設定することにより円滑な資金調達を行うことができた。 

さらに、保有資産の見直しについては、整理合理化計画の指摘に基

づき適切に対応を図るとともに、その他の保有する資産についても利

用状況等の確認を実施した。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

全勘定で当期利益を確保している。なお、保険勘定の繰越欠損金は市

場環境の影響を多大に受けたものであり、福祉医療機構が解消計画を策

定し、自らの経営努力により解消することは困難であると認められる。

  また、運営費交付金以外の収入の確保、財投機関債の発行による資金

調達及び保有資産の見直しは適正に行われている。 

以上のように、財務内容の改善等については、運営費交付金以外の収

入の確保、財投機関債の発行による資金調達及び保有資産の見直しが適

正に行われており、中期計画を上回る実績を上げていると評価する。 

  なお、今後、保険勘定における繰越欠損金が生じる仕組みについて、

独立行政法人に求められている業務の透明性の観点を踏まえつつ、再検

討する必要があると考える。 

 

（各委員の評定理由） 

○ 財務状況の改善、収益の増加が評価できる。 

○ 法人全体で 1,291 億円もの当期利益を確保している。 

○ 自己収入の増大に努め、目標以上の実績をあげている。 

 

（その他の意見） 

○ 繰越欠損金の解消計画の妥当性につき、本来想定すべき法人の業務

運営の努力よりも市場環境に多大な影響を受けるため、法人が解消計

画を策定することは無理がある。保険勘定の業務の要否（心身障害者

扶養共済制度そのものの要否ではなくスキーム上の独立行政法人の

位置づけの要否）について再検討する必要があると考える。 

○ 承継債権管理回収勘定は、受け入れた債権を資本金受入処理し、 

回収進行に伴って国庫納付による減資処理をすることとされてい

る。 終的にはゼロとなる予定の資本金が多額に計上されているた

め、法人全体の財務諸表で法人の財務的な評価をする場合に誤解が

生ずる恐れが大きいことが懸念される。 

 

 

［数値目標］ 

○ 運営費交付金を充当して行う事業については、それぞれの事業目

的を損なわない範囲で、利用者負担その他の自己収入を確保するこ

とに努める。 

 

 

 

○ 福祉医療経営指導事業においては、積極的なＰＲ活動やカリキュ

ラムの改編等を実施することにより、セミナー受講者数及び個別経

営診断件数が増加し、予算額を上回る自己収入（対予算比112.3％）

を確保した。 

※ 業務実績Ｐ94【運営費交付金以外の収入の確保】＃113参

照 

 

○ 福祉保健医療情報サービス事業においては、福祉ビジネス情報を

掲載する仕組みを構築の上、情報掲載を開始して新たな収入を得た

こと等により、予算額を上回る自己収入（対予算比102.8％）を確

保した。 

※ 業務実績Ｐ94【運営費交付金以外の収入の確保】＃113参

照 

 

 

［評価の視点］ 

○ 福祉医療経営指導事業及び福祉保健医療情報サービス事業につい

ては、それぞれの事業目的を損なわない範囲で自己収入の確保に努

めているか。 

 

○ 福祉医療貸付事業及び年金担保貸付事業において、財投機関債の

発行等による資金調達を適切に行っているか。 

 

 

 

 

 

■ 当期総利益（又は当期総損失）の発生要因が明らかにされている

か。また、当期総利益（又は当期総損失）の発生要因の分析を行っ

 

 

実績：○ 

・ 上記【数値目標】のとおり予算額を上回る自己収入を確保した。

 

 

実績：○ 

・ ＩＲ（投資家向けの広報活動）を積極的に実施（４８件）すると

ともに、市場環境に沿った適切な発行条件を設定することにより円

滑な資金調達を実施した。 

※ 業務実績Ｐ94【財投機関債の発行等による資金調達】＃114

参照 

 

実績：○ 

・ 平成２０年度の決算状況は、各勘定において収支相償ないし当期
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た上で、当該要因が法人の業務運営に問題等があることによるもの

かを検証し、業務運営に問題等があることが判明した場合には当該

問題等を踏まえた評価が行われているか。（政・独委評価の視点） 

（具体的取組） 

１億円以上の当期総利益がある場合において、目的積立金を申請

しなかった理由の分析について留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 利益剰余金が計上されている場合、国民生活及び社会経済の安定

等の公共上の見地から実施されることが必要な業務を遂行するとい

う法人の性格に照らし過大な利益となっていないかについて評価が

行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

■ 繰越欠損金が計上されている場合、その解消計画の妥当性につい

て評価されているか。当該計画が策定されていない場合、未策定の

理由の妥当性について検証が行われているか（既に過年度において

繰越欠損金の解消計画が策定されている場合の、同計画の見直しの

必要性又は見直し後の計画の妥当性についての評価を含む）。 

さらに、当該計画に従い解消が進んでいるかどうかについて評価

が行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

 

 

 

総利益を計上したところである。なお、各勘定における利益の主な発

生要因等については、次のとおりである。 

○ 一般勘定及び共済勘定 

事業費等の適正な執行等により収支相償となった。 

○ 長寿・子育て・障害者基金勘定 

運用収入の範囲内で事業を実施したことにより、当期総利益は 

８８百万円となった。 

○ 保険勘定 

平成２０年４月に心身障害者扶養保険制度の安定的な運営を図る

ため制度を改正したところであるが、サブプライムローン問題や昨

年９月のリーマン・ショックに端を発する金融危機及びその実体経

済への波及による急激な景気減速から内外株式市場が大幅に下落し

た影響により、厚生労働大臣が指示する運用利回り（目標収益率年

２．８％）を確保することができなかった。この結果、評価損 

（３，６２１百万円）が発生し、経常損失を１，５６１百万円計上

したが、制度改正が行われたことにより心身障害者扶養保険責任準

備金を戻入し臨時利益を計上した結果、 終的に当期総利益は 

３７，６９５百万円となった。 

なお、当期総利益は独立行政法人通則法第４４条第１項に基づき、

繰越欠損金４８，９３２百万円の解消に充てるため、目的積立金と

して申請していない。 

○ 年金担保貸付勘定及び労災年金担保貸付勘定 

業務運営コストを適切に貸付金利に反映したことにより、当期総

利益は年金担保貸付勘定で４９百万円、労災年金担保貸付勘定で３

６百万円となった。 

○ 承継債権管理回収勘定 

貸付金利息収入を確保したことにより当期総利益は９１，３１８

百万円となった。なお、当期総利益は機構法に基づき翌年度国庫納

付することとされているので、目的積立金として申請していない。 

 

実績：○ 

 ・ 承継債権管理回収勘定においては、利益剰余金９１３億円を計上

しているが、当該利益剰余金は機構法に基づき翌年度国庫納付する

こととされているので、過大な利益となりうるものではない。 

 

実績：○ 

・ 保険勘定において、繰越欠損金１１２億円を計上している。平成

２０年４月に心身障害者扶養保険制度の安定的な運営を図るため制

度を改正したところであるが、平成２０年度の運用環境が悪化した

影響により、厚生労働大臣が指示する運用利回り（年２．８％）を

確保することができず、平成１９年度（４８９億円の繰越欠損金）

に比して大幅に圧縮したものの、繰越欠損金を解消するに至らなか

った。 

なお、当該事業は、長期的な観点から行われており、中期目標に

おいて、「国においては少なくとも５年ごとに保険料水準等の見直

しを行なうこととしていることから、基礎数値等見直しに必要な情
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■ 当該年度に交付された運営費交付金の当該年度における未執行率

が高い場合において、運営費交付金が未執行となっている理由が明

らかにされているか。（政・独委評価の視点） 

 

 

 

 

■ 運営費交付金債務（運営費交付金の未執行）と業務運営との関係

についての分析を行った上で、当該業務に係る実績評価が適切に行

われているか。（政・独委評価の視点） 

 

 

 

 

○ 宝塚宿舎等の売却については、計画どおり適切に実施しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 固定資産等の活用状況等についての評価が行われているか。活用

状況等が不十分な場合は、その原因の妥当性や有効活用又は処分等

の法人の取組についての評価が行われているか。（政・独委評価の

視点） 

 

 

 

■ 貸付金、未収金等の債権について、回収計画が策定されているか。

回収計画が策定されていない場合、その理由の妥当性についての検

証が行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

 

 

■ 回収計画の実施状況についての評価が行われているか。評価に際

し、ⅰ）貸倒懸念債権・破産更生債権等の金額やその貸付金等残高

に占める割合が増加している場合、ⅱ）計画と実績に差がある場合

の要因分析を行っているか。（政・独委評価の視点） 

 

報を提供するとともに、将来的に当該事業の安定的な運営に支障が

見込まれる場合には、厚生労働大臣に対しその旨申出をすること。」

とされている。 

 

 

実績：○ 

・ 運営費交付金を交付されている勘定は、一般勘定、共済勘定及

び保険勘定であり、当該年度の未執行率は、それぞれ０．４％、

６．４％、１０．５％となっている。 

なお、保険勘定においては、実施する事業の精査を行うなど経

費の節減を実施したことにより、未執行率が１０％超となった。 

 

実績：○ 

・ 一般勘定及び共済勘定においては事業費等の適正な執行等に努

め経費を節減したこと、また、一般勘定においては福祉医療経営

指導事業収入及び福祉保健医療情報サービス事業収入等の自己収

入を確保した結果、当該年度の未執行率はそれぞれ０．４％、 

６．４％となった。 

 

実績：○ 

・ 整理合理化計画の指摘に基づき適切に対応を図るとともに、他の

保有資産についても利用状況等の確認を実施した。 

※ 業務実績Ｐ95【保有資産の見直し】＃116参照 

 

・ 公庫総合運動場については、共有法人と協議の上、福祉医療機構

の持分を売却する方針を決定した（平成２１年度以降に売却予定）。

※ 業務実績Ｐ95【保有資産の見直し】＃116参照 

 

実績：○ 

・ 整理合理化計画の指摘に基づき、戸塚宿舎、宝塚宿舎等（７件）

は売却手続きを進めているところであり、公庫運動場についても共

有法人との協議を経て売却の方針を決定したところである。 

 それ以外の保有資産は、宿舎として活用しているところである。 

（入居率：７３．６％） 

 

実績：－ 

・ 一般勘定、年金担保貸付勘定、労災年金担保貸付勘定及び承継

債権管理回収勘定において、貸付事業に係る未収収益を計上して

いるところである。これは年度内に発生した貸付金利息であり、

翌年度の約定償還日に貸付先から回収するものである。 

 

実績：－ 
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■ 回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの必要性等の検討が行われ

ているか。（政・独委評価の視点） 

 

■ 法人の特定の業務を独占的に受託している関連法人について、当

該法人と関連法人との関係が具体的に明らかにされているか。 

当該関連法人との業務委託の妥当性についての評価が行われてい

るか。（政・独委評価の視点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 関連法人に対する出資、出えん、負担金等（以下「出資等」とい

う。）について、法人の政策目的を踏まえた出資等の必要性の評価

が行われているか。（政・独委評価の視点） 

（注）関連法人：特定関連会社、関連会社及び関連公益法人（「独

立行政法人会計基準」（平成12年２月16日独立行政法人会計

基準研究会）第103連結の範囲、第114関連会社等に対する持

分法の適用、第125関連公益法人等の範囲参照） 

 

実績：－ 

 

 

実績：○ 

・ 財団法人テクノエイド協会（福祉用具の研究開発及び普及の促進

に関する法律（平成５年法律第３８号）第７条に基づく指定法人）

が、独立行政法人会計基準に基づく関連法人に該当（※）し、財務

諸表の附属明細書に記載するとともに、当機構ホームページ等にお

いて公開している。 

※関連法人該当理由 

事業収入に占める独立行政法人との取引に係る額が３分の１以

上である公益法人等に該当 

【取引実績】 

事業収入 機構との取引金額 取引金額の割合 

657,149 千円 265,473 千円 40.3%

（参考）過去５か年の交付額の推移          （単位：千円）

16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 

310,350 292,260 280,683 274,810 265,473

【取引内容】 

財団法人テクノエイド協会に対しては、「福祉用具の研究開発

及び普及の促進に関する法律」に基づき、同法律の目的を達成す

るため財政支援するとした国等の責務の一環として、当機構の長

寿・子育て・障害者基金事業による交付金を交付している。 

【取引の妥当性】 

長寿・子育て・障害者基金事業による交付金にあたっては、外

部有識者からなる基金事業審査・評価委員会において、毎年度、

厳正に審査のうえ決定しており、妥当なものであると考える。 

 

実績：○ 

・ 平成２１年３月に外部有識者からなる基金事業審査・評価委員会

の評価部会を開催し、同委員が事業の達成度・効果等についてヒア

リング調査を実施し、調査結果を法人に対してフィードバックする

など、交付後における事後評価を行っている。 

 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２０ 年 度 計 画 ２０年度業務実績 
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第６ その他業務運営に関する重要事項 

通則法第２９条第２項第５号のその他業

務運営に関する重要目標は、次のとおりと

する。 

 

 

人事に関する事項 

 

（１）効率的かつ効果的な業務運営を行う

ため、組織編成及び人員配置を実情に

応じて見直すこと。 

 

 

 

（２）人事評価制度の運用により職員の努

力とその成果を適正に評価するととも

に、人材の育成に努め、士気及び専門

性の高い組織運営に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８ その他主務省令で定める業務運営に

関する事項 

独立行政法人福祉医療機構の業務運営並

びに財務及び会計に関する省令（平成１５

年厚生労働省令第１４８号）第４条の業務

運営に関する事項は、次のとおりとする。 

１ 職員の人事に関する計画 

（１）方針 

① 業務処理方法の改善等を図り組織

のスリム化に努めるとともに、各業

務の特性や業務量を踏まえ、組織編

成及び人員配置を実情に即して見直

す。 

 

② 人事評価制度の適正な運用を行

い、評価結果を人事及び給与等に反

映し、士気の高い組織運営に努める。

 

 

 

 

 

 

③ 質の高いサービスの提供を行うこ

とができるように、各業務の特性に

応じて、専門性の高い職員の育成・

確保に努める。 

 

 

④ 担当業務に必要な知識・技術の習

得、職員の能力開発等を目的として

各種研修を実施する。 

 

 

 

 

（２）人員に係る指標 

期末の常勤職員数を期初の常勤職員

数の１００％以内とする。 

（参考１） 

期初の常勤職員数  ２９９人 

（参考２） 

中期目標期間中の人件費総額見込

み 

 

第８ その他主務省令で定める業務運営に

関する事項 

 

 

 

 

１ 職員の人事に関する計画 

（１）方針 

① 事務・事業の合理化・効率化を図

り、業務の実態を踏まえつつ組織の

スリム化を図るとともに、業務の量

及び質に対応した、より適正な組織

編成及び人員配置を行う。 

 

② 人事評価結果を活用した人事や更

なる給与への反映等の取組を進め

る。 

 

 

 

 

 

 

③ 若手職員の育成を目的とした福祉

医療分野に関する専門研修を実施す

るとともに、福祉医療経営指導事業

における専門性の高い職員を育成す

るための研修体系の構築を進める。

 

④ 平成１９年度に導入した教育・訓

練プログラムの運用の改善を図り、

各事業部門毎に必要な知識・技術の

習得、及び職階毎に求められる個人

の能力開発等を目的としたより効果

的な研修を実施する。 

 

（２）人員に係る指標 

平成２０年度末の常勤職員数を年度

当初の１００％以内とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【適正な人員配置】#117 

【組織のスリム化等】に同じ 

 

 

 

 

【人事評価制度の運用】#118 

○ 人事評価結果を昇給に適切に反映させる仕組みとするため、平成２０年４月から人

事評価結果に基づく新たな昇給制度（査定昇給制度）を導入した。 

また、賞与については、平成１７年６月期から段階的に人事評価結果を反映させて

いるところであるが、平成２０年度においても前年度に引き続き一律の成績率を引下

げ、その財源を用いて成績が良好な職員に配分することにより、成績率の差の一層の

拡大を図った。 

＜添付資料：46＞

 

【研修の充実】#119 

○ 若手職員の育成を図るため、福祉・医療分野における専門家等を招いて２２回の研

修を開催（延べ参加人数６７８人）するとともに、福祉医療経営指導事業における専

門性の高い職員を育成するための新たな研修体系の検討を進めた。 

 

 

○ 平成１９年度に導入した教育・訓練プログラムを効果的に運用するため、人事評価

制度のコンピテンシーの向上に直接結びつく研修や、部署毎における固有の能力を習

得するための研修メニューを実施した。 

＜添付資料：47＞

 

 

 

【人員に係る指標】#120 

○ 業務の実態を踏まえつつ、組織体制及び人員配置の見直しを行うとともに、職員数

の抑制を図った結果、期末の常勤職員数は２５０人となった。 
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１１，５０９百万円 

ただし、上記の額は、役員報酬並

びに職員基本給、職員諸手当及び時

間外勤務手当に相当する範囲の費用

である。 

 

２ 施設及び設備に関する計画 

なし 

 

３ 積立金の処分に関する事項 

前期中期目標の期間の 終事業年度に

おいて、独立行政法人通則法第４４条の

処理を行ってなお積立金があるときは、

その額に相当する金額のうち厚生労働大

臣の承認を受けた金額について、長寿・

子育て・障害者基金の助成事業及び自己

収入財源で取得し、当期へ繰り越した固

定資産の減価償却に充てることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施設及び設備に関する計画 

なし 

 

３ 積立金の処分に関する事項 

前期中期目標期間からの繰越積立金

は、長寿・子育て・障害者基金の助成事

業及び前期中期目標期間中に自己収入財

源で取得し、当期へ繰り越した固定資産

の減価償却に充てることとする。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ａ 評価項目１７ 評  定 A 

  

人事評価制度の適正な運用については、人事評価結果を昇給に適切

に反映させる仕組みとするため、平成２０年４月から新たな昇給制度

（査定昇給制度）を導入し、人事評価結果に基づく処遇の推進を図っ

た。 

人材の育成については、福祉・医療分野における第一線の専門家等

を招いて２２回の研修を開催し、若手職員の育成・専門性の向上に努

めるなど、担当業務に必要な知識・技術の習得、職員の能力開発等を

目的として各種研修を実施した。 

また、人員に関する指標については、業務の実態を踏まえつつ、組

織体制及び人員配置の見直しを行うとともに、職員数の抑制を図った

結果、平成２０年度末の常勤職員数は２５０人、期初の常勤職員数の

８３．６%となり、年度計画を達成した。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

人事評価制度の適正な運用については、人事評価結果を昇給に適切

に反映させるため、査定昇給制度を導入し、評価結果に基づく処遇を

推進しており、これにより職員の意識改革及び職員の士気の向上に努

めている。また、若手職員の人材育成を図るための研修や教育・訓練

プログラムにより、担当業務に必要な知識・技術の習得、職員の能力

開発等を目的とした各種研修を積極的に実施している。さらに、業務

実態を踏まえつつ、組織体制及び人員配置の見直しなど常勤職員数の

抑制に努めており、平成２０年度末の常勤職員数は期初の８３．６％

となり、年度計画を達成している。 

以上のように、その他の業務運営については、人事評価制度の適正

な運用と人材の育成に努めており、中期計画を上回る実績を上げてい

ると評価する。 

 

（各委員の評定理由） 

○ 人事評価制度について計画どおり実施しており、目標である常勤職

員数については、目標値を大きく上回っている。（期初の常勤職員数

299 人に対し、平成 20 年度末 250 人） 

○ 教育訓練プログラムの充実や人事評価結果の給与への反映（査定昇

給制度導入）など、努力が認められる。 

 

 

 

 

［数値目標］ 

○ 期末の常勤職員数を期初の常勤職員数の１００％以内とする。 

 

 

 

○ 業務の実態を踏まえつつ、組織体制及び人員配置の見直しを行う

とともに、職員数の抑制を図った結果、平成２０年度末の常勤職員

数は、期初の常勤職員数の８３．６%となり、年度計画を達成した。

※ 業務実績Ｐ101【人員に係る指標】＃120参照 

 

 

［評価の視点］ 

○ 職員の人事に関する計画について、中期計画に掲げる方針に基づ

き、実施等しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 期末の常勤職員数が期初の常勤職員数の１００％以内となってい

るか。 

 

 

 

実績：○  

・ 人事評価結果を昇給に適切に反映させる仕組みとするため、新た

な昇給制度（査定昇給制度）を導入し、人事評価結果に基づく処遇

の推進を図った。 

※ 業務実績Ｐ101【人事評価制度の運用】＃118参照 

 

・ 福祉・医療分野における第一線の専門家等を招いて２２回の研修

を開催し、若手職員の育成・専門性の向上に努めるなど、担当業務

に必要な知識・技術の習得、職員の能力開発等を目的として各種研

修を実施した。 

※ 業務実績Ｐ101【研修の充実】＃119参照 

 

実績：○  

・ 上記【数値目標】のとおり年度計画を達成した。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年度業務実績評価参考資料 
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（参考１） 

財 務 状 況 

 

①当期総利益又は総損失 総利益         １，２９１億円 

②利益剰余金又は繰越欠損金 利益剰余金         ８２１億円 

③-1当期一般勘定運営費交付金債務 ０．１億円（執行率９９．６％） 

③-2当期共済勘定運営費交付金債務 ０．４億円（執行率９３．６％） 

③-3当期保険勘定運営費交付金債務 ０．１億円（執行率８９．５％） 

 

④利益の発生要因 

及び 

目的積立金の申請状況 

○ 平成 20 年度の決算状況は、各勘定において収支相償ない

し当期総利益を計上したところである。なお、各勘定におけ

る利益の主な発生要因等については、次のとおりである。 

［一般勘定及び共済勘定］ 

事業費等の適正な執行等により収支相償となった。 

［長寿・子育て・障害者基金勘定］ 

運用収入の範囲内で事業を実施したことにより、当期総利

益は 88 百万円となった。 

［保険勘定］ 

平成 20 年 4 月に心身障害者扶養保険制度の安定的な運

営を図るため制度を改正したところであるが、サブプライム

ローン問題や昨年 9 月のリーマン・ショックに端を発する

金融危機及びその実体経済への波及による急激な景気減速

から内外株式市場が大幅に下落した影響により、厚生労働大

臣が指示する運用利回り（目標収益率年 2.8％）を確保する

ことができなかった。この結果、評価損（3,621 百万円）

が発生し、経常損失を 1,561 百万円計上したが、制度改正

が行われたことにより心身障害者扶養保険責任準備金を戻

入し臨時利益を計上した結果、最終的に当期総利益は

37,695 百万円となった。 

なお、当期総利益は独立行政法人通則法第 44 条第 1 項

に基づき、繰越欠損金 48,932 百万円の解消に充てるため、

目的積立金として申請していない。 

［年金担保貸付勘定及び労災年金担保貸付勘定］ 

業務運営コストを適切に貸付金利に反映したことにより、

当期総利益は年金担保貸付勘定で 49 百万円、労災年金担保
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貸付勘定で 36 百万円となった。 

［承継債権管理回収勘定］ 

貸付金利息収入を確保したことにより、当期総利益は

91,318 百万円となった。 

なお、当期総利益は機構法に基づき翌年度国庫納付するこ

ととされているので、目的積立金として申請していない。 

⑤100 億円以上の利益剰

余金又は繰越欠損金が

生じている場合の対処

状況 

［承継債権管理回収勘定］ 

利益剰余金 913 億円を計上しているが、当該利益剰余金

は機構法に基づき翌年度国庫納付することとされている。 

［保険勘定］ 

繰越欠損金 112 億円を計上している。平成 20 年 4 月に

心身障害者扶養保険制度の安定的な運営を図るため制度を

改正したところであるが、平成 20 年度の運用環境が悪化し

た影響により、厚生労働大臣が指示する運用利回り（年

2.8％）を確保することができず、平成 19 年度（489 億

円の繰越欠損金）に比して大幅に圧縮したものの、繰越欠損

金を解消するに至らなかった。 

なお、当該事業は、長期的な観点から行われており、中期

目標において、「国においては少なくとも５年ごとに保険料

水準等の見直しを行なうこととしていることから、基礎数値

等見直しに必要な情報を提供するとともに、将来的に当該事

業の安定的な運営に支障が見込まれる場合には、厚生労働大

臣に対しその旨申出をすること。」とされている。 

⑥運営費交付金の執行

率が９０％以下となっ

た理由 

運営費交付金を交付されている勘定は、一般勘定、共済勘定

及び保険勘定であり、当該年度の執行率はそれぞれ 99.6％、

93.6％、89.5％となっている。 

なお、保険勘定においては、実施する事業の精査を行うなど

経費の節減を実施したことにより、執行率が 90％以下となっ

たものである。 
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（参考２） 

保有資産の管理・運用等① 

■福祉医療貸付事業 

①保有資産の管理・処分

の状況 

１ 貸付金の状況 

福祉医療貸付事業に係る貸付金の状況は次のとお

りである。 
区 分 件 数 金 額 

貸 付 実 行 932 件 1,576 億円 

回  収 1,588 件 2,899 億円 

 うち債権償却 6 件 9 億円 

貸 付 残 高 21,701 件 3 兆 2,422 億円 

 

２ 貸付金の回収計画 

福祉医療貸付事業においては、当機構は、金銭消費

貸借契約の内容により作成した償還約定表に基づき、

償還日に貸付先から償還元金及び貸付金利息の回収

を行うとともに、入金状況を把握する等、回収金等の

管理を実施している。 

 

３ 回収計画の実施状況の評価 

福祉医療貸付事業におけるリスク管理債権につい

ては、施設を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、リス

ク管理債権の動向を毎月役員等幹部に報告するとと

もに、発生要因を分析し、分析結果を貸付関係部にフ

ィードバックするなど、リスク管理債権の抑制に努め

ているところである。 

なお、近年、リスク管理債権比率が増加しているが、

これは累次のマイナス報酬改定により医療、介護施設

を取り巻く経営環境が年々厳しくなり経営体力が低

下する中、医師、看護師・介護職員の不足の影響を受

けるとともに、民間金融機関の貸出態度の悪化もあ

り、資金繰りに支障を来す貸出先が増加したこと等が

主たる要因と考える。 

 

４ 回収計画の見直しの検討 

貸付先からの回収が滞った場合、直ちに状況を確認

するとともに、回収計画の変更が必要と判断された場

合には、貸付先から提出された改善計画書を基に、そ

の事業の公共性、経営状態等を十分に勘案のうえ、適

正な審査を実施し、貸出条件の緩和による経営の立て

直しや再生を支援しているところである。 
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（参考２） 

保有資産の管理・運用等② 

■年金担保貸付事業・労災年金担保貸付事業 

①保有資産の管理・処分

の状況 

１ 貸付金の状況 

年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業に係

る貸付金の状況は次のとおりである。 
区 分 年金担保 労災年金担保 

貸 付 実 行 
1,944 億円 

（214,228 件） 
51 億円 

（3,737 件） 

回  収 
1,971 億円 

（212,177 件） 
52 億円 

（3,820 件） 

 うち債権償却 
0 億円 

（16 件） 
0 億円 

（3 件） 

貸 付 残 高 
1,888 億円 

（337,207 件） 
50 億円 

（6,116 件） 

 

２ 貸付金の回収計画 

年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業にお

いては、機構法に基づき、年金受給者の年金受給権を

担保として小口資金の貸付けを行っており、回収にあ

たっては各年金支給月に年金支給庁より当機構が受

領する年金から償還元金及び利息の回収を行ってい

る。 

 

３ 回収計画の実施状況の評価 

回収計画の実施状況については、貸付金利の見直し

時に評価を行っている。 

なお、信用保証機関の利用率が 99.9％に達してお

り、リスク管理債権の発生は保証履行がされない場合

に限定されるため、リスク管理債権比率は年金担保貸

付事業が 0.24％、労災年金担保貸付事業が 1.08％

と極めて低い状況である。 

 

４ 回収計画の見直しの検討 

受託金融機関に対する指導を徹底することにより、

リスク管理債権の発生の減少を図っているところで

ある。 
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（参考２） 

保有資産の管理・運用等③ 

■承継年金住宅融資等債権管理回収業務 

①保有資産の管理・処分

の状況 

１ 貸付金の状況 

承継年金住宅融資等債権管理回収業務は、年金被保

険者に対する年金住宅融資等に係る債権の回収が終

了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うもの

である。平成 20 年度における回収状況等は次のとお

りである。 
区 分 件 数 金 額 

回  収 51,408 件 3,243 億円 

 うち債権償却 41 件 2 億円 

貸 付 残 高 480,391 件 2 兆 3,998 億円 

 

２ 貸付金の回収計画 

承継年金住宅融資等債権管理回収業務においては、

当機構は、金銭消費貸借契約証書の内容により作成し

た償還予定表に基づき、支払期日（基本的に 9 月と 3

月の年 2 回）に、貸付先から、償還元金及び利息の

回収を行うとともに、入金状況を把握するなど、回収

金等の管理を実施している。 

 

３ 回収計画の実施状況の評価 

承継年金住宅融資等債権管理回収業務におけるリ

スク管理債権については、毎年度決算時において評価

を行い、財務諸表において公表しているところであ

る。 

承継年金住宅融資等債権管理回収業務については、

平成 17 年 1 月末をもって新規融資を停止したこと

から、貸付残高が減少することにより、貸付残高に占

めるリスク管理債権の割合は増加する傾向にあり、

3.25％になっている。なお、承継年金住宅融資等債

権の 94.7％は機関保証付き債権となっており、機関

保証付き債権を除いたリスク管理債権の割合は

0.99％と極めて低い状況にある。 

 

４ 回収計画の見直しの検討 

延滞や貸倒れを防止するため、経済情勢の変化に伴

うローン返済困窮者及び民事再生法の適用者などに

ついては、償還条件変更を実施し、将来にわたる円滑

な元利金の返済を確保する方策を講じている。 
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（参考２） 

保有資産の管理・運用等④ 

■宿舎・未収金 

①保有資産の管理・処分

の状況 

１ 固定資産の減損 

当機構において、平成 20 年度に減損を認識した

資産は、平成 19 年 12 月に閣議決定された整理合

理化計画「各独立行政法人について講ずべき措置」

で保有資産の見直しとして、速やかに売却すること

とされている戸塚宿舎、宝塚宿舎等（7 件）である。

これらの宿舎については、売却に向けて平成 20 年 9

月に宿舎としての用途を廃止したことから、減損の

認識に至ったものである。 
 

２ 整理合理化計画の指摘に基づく対応 

当機構における保有資産は職員宿舎等であるが、

これらについて、平成 19 年 12 月に閣議決定され

た整理合理化計画に基づき、その保有の必要性につ

いて不断に見直しを実施しているところである。 

また、前記戸塚宿舎、宝塚宿舎等（7 件）につい

ては速やかに売却することとされており、平成 20

年度中に売却が完了するよう、次のとおり手続きを

進めてきたところである。 

・境界確定のための測量業者入札（平成 20 年 8 月

契約） 

・職員宿舎売却業務の受託業者入札（平成 20 年 10

月契約）  

・職員宿舎売却に係る入札（平成 20 年 12 月 22

日入札執行） 

しかし、平成 20 年 9 月以降の金融危機の影響か

ら、戸塚宿舎については、応札者が無く不調、宝塚

宿舎外 6 件については、応札者は 3 者あったものの

予定価格（鑑定評価）を大幅に下回る入札しか無く、

不落となった。 
 

３ 貸付事業に係る未収収益（貸付金利息） 

一般勘定、年金担保貸付勘定、労災年金担保貸付

勘定及び承継債権管理回収勘定において、貸付事業

に係る未収収益を計上しているところである。これ

は年度内に発生した貸付金利息であり、翌年度の約

定償還日に貸付先から回収するものである。 
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（参考２） 

保有資産の管理・運用等⑤ 

②資産運用に関して特

筆すべき事項 

■心身障害者扶養保険事業 

１ 資金運用の実績 

各資産ごとにベンチマーク収益率を確保するこ

とを目標としており、平成20年度においては、次

のとおり、概ね各資産ごとのベンチマーク収益率を

確保することができた。 

［平成２０年４月～平成２１年３月（年率）］ 

区   分 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率 運用実績 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ差 

有
価
証
券 

国内 
債券 1.34％ 1.38％ 0.04％ 

株式 ▲34.78％ ▲34.81％ ▲0.03％ 

外国 
債券 ▲7.17％ ▲7.52％ ▲0.34％ 

株式 ▲43.32％ ▲43.59％ ▲0.27％ 

短 期 資 産    0.32％ 0.54％ 0.22％ 

合 計 ▲5.67％ ▲5.89％ ▲0.21％ 

 

２ 資金運用の基本的方針 

資金の運用については、制度に起因する資金の特

性を十分に踏まえ、厚生労働大臣の認可を受けた金

銭信託契約の内容に基づき、長期的な観点から安全

かつ効率的に行うことにより、将来にわたって扶養

保険事業の運営の安定に資することを目的として

行う。 

このため、分散投資を基本として、長期的に維持

すべき資産構成割合を、心身障害者扶養保険資産運

用委員会（資産運用に精通した外部専門家により構

成される組織をいう。）の議を経た上で策定し、扶

養保険資金の運用を行う。 

○厚生労働省の役割 

⇒ 福祉医療機構に対し、達成すべき中期目標等

を指示（基本的考え方、運用の目標、運用利回

り、運用手法等） 

⇒ 心身障害者扶養保険制度全般の合理的かつ

円滑な運営の確保 

○福祉医療機構の役割 

⇒ 厚生労働大臣から指示された中期目標等を

踏まえて運用を実行（基本ポートフォリオの策
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定、運用受託機関の選定、評価ベンチマークの

設定、運用の基本方針の策定） 

⇒ 運用実績の検証及び財務状況の検証を実施

し、その結果を厚生労働省に対し報告 

○運用受託機関の役割 

⇒ 運用の基本方針及び運用ガイドライン等に

基づき資産運用（ベンチマーク収益率の確保） 

⇒ 福祉医療機構に対し毎月運用実績を報告 

 

３ 福祉医療機構の責任 

心身障害者扶養保険事業の安定的な運営を図り、

将来にわたり障害者に対する年金給付を確実に行う

ため、毎年度、心身障害者扶養保険事業の財政状況

を検証するとともに、加入者等に対し公表する。 

なお、検証の結果は、厚生労働省に報告するとと

もに、将来的に当該事業の安定的な運営に支障が見

込まれる場合には、厚生労働大臣に対しその旨申出

をする。 

②資産運用に関して特

筆すべき事項 

■長寿・子育て・障害者基金事業 

１ 資金運用の実績 

財投機関債を中心とした運用を行い、再運用した

245億円について、長期金利指標である国債の平均

利回り1.68%を0.25%上回る実績を上げた。 

《平均運用利回り》 

平成20年度実績 国債で運用した場合 差引き 

1.93% 1.68% 0.25% 

 

２ 資金運用の基本的方針 

安全で安定的な運用収益を確実に上げるため、ラ

ダー型運用（10年債を中心とした運用により収益

を確保することとし、将来に向けて毎年度基金原資

の1割が償還時期を迎え再運用ができるようなポー

トフォリオを作成し運用）を計画的に構築してお

り、その完成年度を早めるための運用計画の見直し

を行った。 

なお、ラダー型運用は、基本的に債券を満期まで

保有することとなるため、時価又は為替相場の変動

等の影響を受けることはないものである。 
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（参考３） 

人 件 費 管 理 

 

①給与水準・総人件費の

状況 

１ 給与水準の状況 

◎指数の状況 

対国家公務員  １１９．６ 

地域勘案    １０７．１ 

学歴勘案    １１６．６ 

地域・学歴勘案 １０４．５ 

 

◎国に比べて給与水準が高くなっている定量的な理由 

① 民間の金融部門における給与実態を勘案している

こと 

当機構は、福祉医療分野における政策金融を事業

の中核として行っており、金融に関する専門性を有

する公庫等の給与実態や民間における金融部門の給

与実態を勘案しながら、必要な人材が確保できる水

準としている。 

② 管理職比率が高いこと 

当機構は、特殊法人改革等の流れの中で、他組織

からの事業承継が断続的に行われており、従来から

実施してきた福祉医療貸付事業等の 6 事業に加え、

年金担保貸付事業等を他組織から承継し、現在、8

事業 1 業務と多種多様な事業を行っており、事業承

継の過程において、各事業毎に担当部署を設け、結

果的に、全体の管理監督者の比率が国家公務員と比

較して高い傾向にあること。 

③ 在勤地が大都市圏であること 

比較対象となる国家公務員の平均給与は全国平均

であるが、機構の在勤地は大都市圏（東京都特別区

及び大阪市）であること。 

（職員の割合：東京都特別区 88.9％、大阪市 11.1％） 

 

◎給与水準の適切性の検証 

 ① 国からの財政支出について 

平成 20 年度支出予算の総額 211,164 百万円

に対し国からの財政支出額は 40,582 百万円（支出

予算の総額に占める国からの財政支出の割合：

19.2％）であり、その内訳は、運営費交付金 4,281

百万円、退職手当共済事業に係る給付費補助金
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26,537 百万円、福祉・医療貸付事業に係る利子補

給金 9,764 百万円となっている。 

運営費交付金のうち給与、報酬等支給総額は

2,076 百万円（支出総額に占める割合：1.0％）で

あり、国からの財政支出を増加させる要因とはなっ

ていない。 

② 累積欠損額 

平成 19 年度決算において累積欠損額は発生して

いない。 

③ 法人の業績評価 

当機構は平成 19 年度業務実績について、評価委

員会の評価において 20 項目中 19 項目にＡ（中期

目標を上回っている）評価を受けている。なお、平

成 16 年度より導入した人事評価制度による評価結

果を賞与、昇給に反映させている。 

④ 支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合 

平 成 20 事 業 年 度 決 算 に お け る 支 出 総 額

209,581 百万円に対し給与、報酬等支給総額

2,076百万円であり、その割合は1.0％程度である。 

⑤ 管理職の割合 

平成 21 年度公表における事務・技術職員数 217

人のうち管理職は 43 人であり、その割合は 19.8％

となっている。 

上記措置により管理職の割合は減少傾向にあり、

給与水準引き下げの一要因となっている。 

⑥ 大卒以上の高学歴者の割合 

同 217 人のうち大卒以上の職員数は 186 人であ

り、その割合は 85.7％となっている。 

 

◎講ずる措置 

○これまでに講じた措置 

・ 平成 16 年度において全職員の昇給を停止 

・ 平成 17 年 1 月に、国家公務員に先立って、職

階と等級の明確化及び昇給カーブの抑制を目的と

した本俸基準表の引下げを実施（平均△5.3%） 

・ 平成 16～19 年度にかけて、組織のスリム化の

推進（部長△2、次長△1、課長△1、課長代理△

8） 

・ 平成 20 年度に課長ポストを更に 4 ポスト削減 

・ 年功的な給与処遇を改め、管理職の職務・職責

を反映できるよう管理職に対する役職手当を定率
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制から定額制に移行 

○今後講ずる措置 

上記措置を講じてきた結果、年齢・地域・学歴差

を勘案した国家公務員指数は逓減傾向にあるが、引

き続き以下の取り組みを実施することとしている。 

・ 給与水準の適正化に寄与すると考えられるポス

ト削減等の組織のスリム化を着実に実施（平成 21

年度は課長ポストを 1 ポスト削減） 

・ 特別都市手当（国の地域手当に相当）について、

国は平成 18 年度以降 6％引き上げ、平成 22 年

度に 18％（東京都特別区）の支給割合となる予

定であるが、当機構は引き続き 12％に据え置き、

抑制を継続する。 

・ 国に新設された本府省業務調整手当に類似する

手当は設けない。 

・ 以上の措置により、平成 22 年度に見込まれる

年齢・地域・学歴差を勘案した対国家公務員指数

は 103.9 ポイント程度に見込まれるが、今後とも

国家公務員の給与改定状況等を注視しつつ、必要

に応じた措置を適宜講じることにより、平成 24

年度（平成 25 年度公表）における年齢・地域・

学歴差を勘案した対国家公務員指数を概ね 100

ポイントとするよう努める。 

 

２ 総人件費の状況 

① 対前年度比における増減の要因について 

［給与、報酬等支給総額］ 

以下の要因により、平成 20 年度における給与、

報酬等支給総額は対前年度比△3.1％となってい

る。 

・ ポスト削減等の組織のスリム化の実施 

・ 平成 19 年度の退職者数が見込みを上回り、平

成 20 年 4 月以降、新規職員採用を行ってもなお

前年度と同数の人員を確保できなかったことか

ら、平成 20 年度末における職員数は平成 19 年

度末に比較して減少したこと。 

［最広義人件費］ 

上記要因により給与、報酬等支給総額が減少して

いることに加え、退職手当支給額について平成 19

年度は平均勤続年数が長い職員が退職した一方、平

成 20 年度は退職者数が例年より少なかったことか
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ら、同支給額が大幅に減少している。結果として最

広義人件費が対前年度比で 7.1％減となっている。 

② 人件費削減の取組状況 

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革

の推進に関する法律」（平成 18 年法律第 47 号）等

に基づく削減目標を確実に達成するため、業務の効

率化等により常勤職員数を抑制し、平成 17 年度を

基準（平成 18 年度に承継した年金住宅融資等債権

管理回収業務及び教育資金貸付けあっせん業務に係

る 2 勘定については平成 18 年度実績額を基準）と

して中期計画における人件費削減目標（5％）を上

回る人件費削減（14.6%）を実施した。 

②福利厚生費の見直し

状況 

１ レクリエーション経費 

レクリエーション経費の執行及び予算編成状況は以

下の通りとなっている。 

［平成 20 年度支出］ 

公庫総合運動場共用経費 1,442,784 円 

［平成 21 年度予算］ 

公庫総合運動場共用経費 1,050,000 円 

なお、当該施設については平成 21 年 6 月をもって

閉鎖している。 

 

２ レクリエーション経費以外の福利厚生費（法定

外福利費） 

当機構では、昨今の社会情勢に鑑み、レクリエーシ

ョン経費以外の福利厚生費（法定外福利費）について

以下の見直しを行っている。 

・ 厚生会（役職員親睦団体）助成費について、平成

19 年度を限りに廃止 

・ 厚生契約施設利用補助の廃止（平成 20 年 9 月末） 

・ 30 年勤続した職員への旅行券の支給廃止（平成

20 年 12 月） 

・ 昼食券の廃止（平成 21 年 1 月末） 
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独立行政法人福祉医療機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成20年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成20年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

16,865 11,748 3,480
1,410

227
（特別調整手当）

（通勤手当）
4月1日

千円 千円 千円 千円

16,925 10,704 4,763
1,284

174
（特別調整手当）

（通勤手当）
＊

千円 千円 千円 千円

15,880 9,996 4,448
1,199

237
（特別調整手当）

（通勤手当）
※

千円 千円 千円 千円

5,273 2,789 2,124
335
25

（特別調整手当）

（通勤手当）
7月10日 ◇

法人の長

A理事

B理事

C理事

役名
就任・退任の状況

前職
その他（内容）

改定なし

改定なし

該当者なし

改定なし

改定なし

(注３)

 

 

付属資料 
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千円 千円 千円 千円

10,434 7,171 2,324
860
79

（特別調整手当）

（通勤手当）
7月12日 ◇

千円 千円 千円 千円

15,840 9,996 4,448
1,199

197
（特別調整手当）

（通勤手当）
3月31日 ＊※

千円 千円 千円 千円

13,899 8,760 3,898
1,051

190
（特別調整手当）

（通勤手当）
3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

4,536 4,536 ＊※

注１：「特別調整手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　退職公務員「＊」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立
　　　行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。
注３：法人の長は4月1日就任のため、賞与については減額し支給している。

３　役員の退職手当の支給状況（平成20年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

7,063 4 6 H20.3.31 1.0 ＊

千円 年 月

千円 年 月

注１：「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った
　　　事由を記入している。
注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　退職公務員「＊」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立
　　　行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

該当者なし

該当者なし理事

D理事

監事

法人での在職期間

E理事

A監事

B監事
（非常勤）

業績勘案率は厚生労働省独
立行政法人評価委員会の決定
に基づき1.0とした。

法人の長

摘　　要
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成20年度における給与制度の主な改正点

賞与：奨励手当
（査定分）

　 奨励手当は、その者の勤務成績に応じて、理事長がその都度定める割合により
計算した額とし（職員給与規程第23条第7項）、人事評価結果を反映させ差を設
けている。

本俸
（昇給）

　 昇給は、その者の勤務成績に基づいて行うこととしており、その勤務成績は人
事評価結果に基づき決定することとしている。（初任給、昇格、昇給等の基準第20
条）

　① 人件費管理の基本方針

給与種目 制度の内容

本俸及び役職手当等
（昇格）

　必要経験年数等を有し、勤務成績が良好であって１等級上位の職務遂行が担
えると認められる場合に職階毎の定数に応じ昇格。（人事評価結果を参考資料と
して活用）
（初任給、昇格、昇給等の基準第14条第1項）

　 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律第４７号）に基づき、平成１８年度以降の５年間で、平成１７年度を基準（ただし、平成１８年度に承継された年金住宅融資等債権管理回収業務及び教育資金貸付けあっせん業務に係る２勘定については、平成１８年４月１日に在職する人員及びこれを前提として支払われるべき人件費を基準）として５％以上を削減する。　 さらに、経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６（平成１８年７月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成２３年度まで継続する。　 併せて、機構の給与水準について、適正化に向けた取組状況を公表する。

■査定昇給制度の導入　 平成20年4月より、人事評価結果に基づく新たな昇給制度（査定昇給制度）を導入。　 前年度1年間の人事評価結果に基づき、Ｓ、Ａ～Ｄの5段階の昇給区分を決定し、それぞれ６・５・４・２・０号俸の5段階の昇給を行う。

■賞与への勤務成績の反映拡大　 平成20年度においては、奨励手当における一律の成績率を0.03月分引き下げ、その財源を用いて成績が良好な職員（人事評価結果（Ｓ、Ａ～Ｄの5段階評価）におけるＳ、Ａ評価者）に配分することにより、成績率の差の一層の拡大を図った。

　当機構は福祉医療分野における政策金融を事業の中核として行っており、金融に関する専門性を有する公庫等の給与実態や民間における金融部門の給与実態を勘案しながら、必要な人材が確保できる水準としている。

　 賞与について、平成17年6月期から勤務成績が良好な職員に対して支給率に差を設け、平成18年度においてはその差をさらに拡大するとともに成果が出せなかった職員に対しても支給率に差を設けた。平成19年6月期からは一律の成績率を引下げ、その引下げ分を成績が良好な職員に配分するとともに管理職については支給率の差を拡大した。また、平成20年6月期から引下げ分の配分割合を拡大し、更なる勤務成績の反映の拡大を行った。　 また、昇給については、1年間良好な成績で勤務したときに現号俸の直近上位の号俸に昇給させているが、平成20年4月から、人事評価結果を昇給に適切に反映させる新たな昇給制度（査定昇給制度）を導入している。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

218 39.8 7,398 5,371 208 2,027
人 歳 千円 千円 千円 千円

217 39.7 7,395 5,369 208 2,026
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

13 58.4 4,200 3,916 53 284
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 43.0 3,573 2,649 172 924
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 65.3 4,479 4,479 0 0

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：在外職員、任期付職員については、該当者が無いため省略した。
注３：常勤職員の技能職種（運転手）及び再任用職員については、該当者が1人であるため、当該個人に
　　　関する情報が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。
注４：非常勤職員の事務・技術（賞与なし）は、雇用契約上賞与を支給されない者である。

事務・技術

技能職種
（運転手）

事務・技術
（賞与なし）

非常勤職員

事務・技術

事務・技術

再任用職員

区分

常勤職員

うち所定内人員 うち賞与平均年齢
平成20年度の年間給与額（平均）

総額
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

33 50.7 10,433 11,036 11,858

77 36.3 5,137 5,721 6,171

30 27.5 3,819 4,022 4,224

③

区分 計 ７等級 ６等級 ５等級 ４等級 ３等級 ２等級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人 人

217 5 3 38 52 88 31
（割合） （   2.3%） （   1.4%） （   17.5%） （   24.0%） （   40.6%） （   14.3%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳

58 56 59 59 51 32

～ ～ ～ ～ ～ ～

53 52 42 35 30 24
千円 千円 千円 千円 千円 千円

10,088 9,271 9,040 7,338 5,840 3,492

～ ～ ～ ～ ～ ～

9,667 8,731 6,155 3,980 3,098 2,498
千円 千円 千円 千円 千円 千円

14,457 13,321 12,652 10,148 7,938 4,682

～ ～ ～ ～ ～ ～

13,888 12,584 8,529 5,563 4,284 3,445

　・本部係長

代表的職位

　・本部課長

　・本部係員

年間給与
額(最高～

最低)

年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤
まで同じ。〕

平均平均年齢人員分布状況を示すグループ

係長･主査 係員

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員

年齢（最高
～最低）

 職級別在職状況等（平成2１年４月１日現在）（事務・技術職員）

部長 次長 課長 課長代理

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

0

10

20

30

40

50

人数 平均給与額 第３四分位 国の平均給与額 第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人千円

 

 



- 18 - 

 

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

56.1 59.7 58.0
％ ％ ％

査定支給分（奨励相当）
（平均） 43.9 40.3 42.0

％ ％ ％

         最高～最低 46.4～34.6 42.8～31.3 44.1～32.9
％ ％ ％

64.0 67.3 65.8
％ ％ ％

査定支給分（奨励相当）
（平均） 36.0 32.7 34.2

％ ％ ％

         最高～最低 44.6～30.7 40.9～27.9 42.7～29.2

⑤

119.6

111.3

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

④

一般
職員

一律支給分（期末相当）

対国家公務員（行政職（一）

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

区分

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

管理
職員

一律支給分（期末相当）

対他法人（事務・技術職員）

賞与（平成20年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）
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給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 １０７．１

参考 学歴勘案　　　　　　 １１６．６

地域・学歴勘案　　  １０４．５

指数の状況

　給与水準の適切性の
　検証

①民間の金融部門における給与実態を勘案していること
　 当機構は、福祉医療分野における政策金融を事業の中核として行って
おり、金融に関する専門性を有する公庫等の給与実態や民間における金
融部門の給与実態を勘案しながら、必要な人材が確保できる水準としてい
る。
②管理職比率が高いこと
　 当機構は、特殊法人改革等の流れの中で、他組織からの事業承継が断
続的に行われており、従来から実施してきた福祉医療貸付事業等の６事業
に加え、年金担保貸付事業等を他組織から承継し、現在、８事業１業務と
多種多様な事業を行っており、事業承継の過程において、各事業毎に担
当部署を設け、結果的に、全体の管理監督者の比率が国家公務員と比較
して高い傾向にあること。
③在勤地が大都市圏であること
　比較対象となる国家公務員の平均給与は全国平均であるが、機構の在
勤地は大都市圏（東京都特別区及び大阪市）であること。
（職員の割合…東京都特別区：88.9％、大阪市：11.1％）

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　19.2％
（国からの財政支出額　40,582百万円、支出予算の総額　211,164百万円：
平成20年度予算）
【検証結果】
　国からの財政支出額40,582百万円の内訳は、運営費交付金4,281百万
円、退職手当共済事業に係る給付費補助金26,537百万円、福祉・医療貸
付事業に係る利子補給金9,764百万円となっている。
　運営費交付金のうち給与、報酬等支給総額は2,076百万円（支出総額に
占める割合：1.0％）であり、国からの財政支出を増加させる要因とはなって
いない。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

項目

【累積欠損額について】
累積欠損額　－千円（平成19年度決算）

内容

対国家公務員　　１１９．６
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■法人の業績評価

■支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合

■管理職の割合

■大卒以上の高学歴者の割合

　 同217人のうち大卒以上の職員数は186人であり、その割合は85.7％となっている。

講ずる措置

■これまでに講じた措置
・平成16年度において全職員の昇給を停止
・平成17年1月に、国家公務員に先立って、職階と等級の明確化及び昇給
カーブの抑制を目的とした本俸基準表の引下げを実施（平均△5.3%）
・平成16～19年度にかけて、組織のスリム化の推進（部長△2、次長△1、課
長△1、課長代理△8）
・平成20年度に課長ポストを更に4ポスト削減
・年功的な給与処遇を改め、管理職の職務・職責を反映できるよう管理職
に対する役職手当を定率制から定額制に移行

■今後講ずる措置
　上記措置を講じてきた結果、年齢・地域・学歴差を勘案した国家公務員
指数は逓減傾向にあるが、引き続き以下の取り組みを実施することとしてい
る。
・給与水準の適正化に寄与すると考えられるポスト削減等の組織のスリム化
を着実に実施（平成21年度は課長ポストを1ポスト削減）
・特別都市手当（国の地域手当に相当）について、国は平成18年度以降
6％引き上げ、平成22年度に18％（東京都特別区）の支給割合となる予定
であるが、当機構は引き続き12％に据え置き、抑制を継続する。
・国に新設された本府省業務調整手当に類似する手当は設けない。
・以上の措置により、平成22年度に見込まれる年齢・地域・学歴差を勘案し
た対国家公務員指数は103.9ポイント程度に見込まれるが、今後とも国家
公務員の給与改定状況等を注視しつつ、必要に応じた措置を適宜講じる
ことにより、平成24年度（平成25年度公表）における年齢・地域・学歴差を
勘案した対国家公務員指数を概ね100ポイントとするよう努める。

　 当機構は平成19年度業務実績について、評価委員会の評価において20項目中19項目にＡ（中期目
標を上回っている）評価を受けている。なお、平成16年度より導入した人事評価制度による評価結果を賞
与、昇給に反映させている。

　 平成20事業年度決算における支出総額209,581百万円に対し給与、報酬等支給総額2,076百万円で
あり、その割合は1.0％程度である。

　 平成21年度公表における事務・技術職員数217人のうち管理職は43人であり、その割合は19.8％と
なっている。
　 上記措置により管理職の割合は減少傾向にあり、給与水準引き下げの一要因となっている。
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成20年度）

前年度
（平成19年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

①対前年度比における増減の要因について

［給与、報酬等支給総額］

［最広義人件費］

非常勤役職員等給与

区　　分

3,039,519 3,272,410 △ 232,891 （　－　）

給与、報酬等支給総額

（　△ 7.1）

260,581 265,587 △ 5,006 （　△ 1.9）

（　△ 1.0）466,004 （　－　）

2,142,941

－ （　－　）

（　－　）

－

（ △ 39.9）

（　－　）

（　△ 3.1） －

退職手当支給額
393,305 △ 156,820236,485

△ 66,4922,076,449

中期目標期間開始時（平
成20年度）からの増△減

福利厚生費

比較増△減

470,577 △ 4,573 －

最広義人件費
－

　以下の要因により、平成20年度における給与、報酬等支給総額は対前年度比△3.1％となっ
ている。
 ・ポスト削減等の組織のスリム化の実施
 ・平成19年度の退職者数が見込みを上回り、平成20年4月以降、新規職員採用を行ってもな
お前年度と同数の人員を確保できなかったことから、平成20年度末における職員数は平成19年
度に比較して減少したこと。

　 上記要因により給与、報酬等支給総額が減少していることに加え、退職手当支給額について
平成19年度は平均勤続年数が長い職員が退職した一方、平成20年度は退職者数が例年より
少なかったことから、同支給額が大幅に減少している。結果として最広義人件費が対前年度比
で7.1％減となっている。

　 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第
47号）等に基づく削減目標を確実に達成するため、業務の効率化等により常勤職員数を抑制
し、平成17年度を基準（平成18年度に承継した年金住宅融資等債権管理回収業務及び教育
資金貸付けあっせん業務に係る2勘定については平成18年度実績額を基準）として中期計画
における人件費削減目標（5％）を上回る人件費削減（14.6%）を実施した。

②「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律
　 第47号）及び「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人件費削減
　 の取組状況
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基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

2,412,895 2,221,503 2,142,941 2,076,449

△7.9% △11.2% △13.9% 

△7.9% △11.9% △14.6% 

注(1)：基準年度における給与、報酬等支給総額欄については、平成18年4月1日に旧年金資金運用基金
注：から年金住宅融資等債権管理回収業務及び教育資金貸付けあっせん業務を承継したことに伴う基準
注：額の増加分を加味した額である。
 　(2)：「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」による人事院勧告を踏まえた官民の給与較
 　　差に基づく給与改定分を除いた削減率である。

Ⅳ 法人が必要と認める事項

人件費削減率（補正値）
（％）

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）

　 人件費を抑制するためには、給与水準の見直しとともに業務の合理化、効率化等による組織の
スリム化が重要であることから、ポスト数の削減をあわせて進めている。

人件費削減率
（％）

総人件費改革の取組状況
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（参考４） 

契   約 

 

①契約に係る規程類、体

制の整備状況 

１ 契約方式等に係る規程類 

「独立行政法人における契約の適正化（依頼）」（平

成 20 年 11 月 14 日総務省行政管理局長事務連絡）

において講ずることとされている措置の状況について

は、事務連絡の①～⑥の事項ごとに、次のとおり適切

に対応している。 

①一般競争入札における公告期間・公告方法等につい

て、会計規程等において明確に定めること。また、

公告期間の下限を国と同様の基準とすること。 

≪措置状況≫ 

平成 20 年度において当機構会計規程等を改正

し、公告期間・公告方法等を国の規定（「予算決算及

び会計令」第 74 条）と同様の内容とした。 

②指名競争入札限度額を国の基準と同額とすること。 

≪措置状況≫ 

平成 18 年度に措置済みである。 

③包括的契約条項又は公益法人契約条項を設定してい

る場合、し意的な運用を排除するため、これらに係

る基準をできる限り明確かつ具体的に定めること。 

≪措置状況≫ 

平成 20 年度において当機構会計規程等を改正

し、包括的契約条項及び「公共事業を目的とする法

人」との随意契約条項を削除した。 

④予定価格の作成・省略に関する定めについて、会計

規程等において明確に定めること。また、作成を省

略する場合、省略する理由や対象範囲を明確かつ具

体的に定め、省略できる基準を国と同額の規準とす

ること。 

≪措置状況≫ 

平成 15 年度に措置済みである。 

⑤総合評価方式や複数年度契約に関する規定につい

て、会計規程等において明確に定めること。 

≪措置状況≫ 

平成 20 年度において当機構会計規程等を改正

し、総合評価方式及び複数年度契約に関する規定を

定めた。（「会計法」第 29 条の 6 第 2 項（落札方式）、
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同法第 29 条の 12（長期継続契約）、「予算決算及

び会計令」第 102 条の 2（長期継続契約ができる

もの）及び他の独立行政法人の複数年度契約に係る

例を参考とした。） 

⑥総合評価方式、企画競争及び公募を実施する場合、

要領・マニュアル等の整備を行うこと。 

≪措置状況≫ 

平成 20 年度において、「総合評価落札方式による

調達マニュアル」及び「企画競争・公募による調達

マニュアル」を策定した。 

 

２ 審査体制の整備方針等 

当機構では、契約に係る適正性及び透明性を十分

確保する観点から、少額随意契約以外の契約につい

ては、契約担当部門の審査以外に、「契約審査会」（内

部役員及び職員を構成メンバーとする審査機関）に

おいて契約方式の妥当性や総合評価・企画競争に係

る評価結果の適正性等について審議を行うこととし

た。 

また、契約審査会における第三者による監視強化

の観点から、同審査会に監事の出席を求め、そのチ

ェックを受けることとした。 

（参考） 

少額額随意契約の基準額は次のとおり。（国と同様の基

準である。） 

・工事及び物品の製造⇒予定価格が 250 万円を超えな

いもの 

・財産の買入⇒予定価格が 160 万円を超えないもの 

・物件の借入⇒予定価格が 80 万円を超えないもの 

・上記以外⇒予定価格が 100 万円を超えないもの 

 

３ 応札者の範囲拡大のための取組 

当機構では、平成 20 年度において、競争入札の

推進にあたり、入札への参加者を増やし、より公正

な競争を行うこと等を目的に、「競争参加者の資格等

の取扱いに関する細則」の改正を行った。 

具体的には、役務提供契約において、予定価格の

対応する区分以外の等級の事業者も競争に参加する

ことを可能とした。（例えば、Ａ等級の入札案件につ

いては、2 級下位のＢ及びＣ等級の事業者の入札参

加を可能とした。） 
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４ 第三者に再委託している状況等 

一般競争、企画競争及び公募に係る契約について

は、平成 20 年度において、公募 3 件で再委託を行

った。 

当該 3 件の契約については、再委託を行う際、書

面により事前に機構の承認を得て再委託を行った。 

②「随意契約見直し計

画」の実施・進捗状況 

１ 「随意契約見直し計画」の進捗状況 

随意契約見直し計画に基づき、順次一般競争入札

等に移行したところであり、競争性のある契約は次

のとおり増加しており、同計画を着実に実施した。 

【競争性のある契約（一般競争、企画競争、公募）】 

・19 年度⇒45 件（47％）、5.84 億円（20％） 

・20 年度⇒56 件（72％）、21.14 億円（46％） 

 ※「％」は各年度の全体に占める割合 

区  分 

平成 19 年度実績 平成 20 年度実績 

件数 
金額 

(億円) 
件数 

金額 

(億円) 

競争入札 
40 

(42%) 

5.04 

(17%) 

37 

(48%) 

15.75 

(34%) 

企画競争･公募 
5 

(5%) 

0.80 

(3%) 

19 

(24%) 

5.39 

(12%) 

競争性のある契約 

(小計) 

45 

(47%) 

5.84 

(20%) 

56 

(72%) 

21.14 

(46%) 

競争性のない 

随意契約 

50 

(53%) 

24.38 

(80%) 

22 

(28%) 

24.84 

(54%) 

合計 
95 

(100%) 

30.22 

(100%) 

78 

(100%) 

45.98 

(100%) 

 

【競争性のない契約（随意契約）】 

・19 年度⇒50 件（53％）、24.38 億円（80％） 

・20 年度⇒22 件（28％）、24.84 億円（54％） 
平成 19 年度実績 平成 20 年度実績 増減 

件数 
金額 

（億円） 
件数 

金額 

（億円） 
件数 

金額 

（億円） 

50 

(53%) 

24.38 

(80%) 

22 

(28%) 

24.84 

(54%) 

△28 

(△56%) 

0.46 

(1.9%) 

 

競争性のない随意契約については、件数ベースで

は 50 件（19’）から 22 件（20’）に半減しており、

同計画を着実に実施したことを示しているが、金額

ベースでは 24.38 億円（19’）から 24.84 億円

（20’）に 0.46 億円増加した。 

これは、業務・システム最適化による WAMNET

システムの見直しにあたり、新システム稼働までの

間、経費節減を目的として、現行システムの運用保
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守契約を単年度契約から複数年度契約に変更したこ

とにより、契約金額が 4.2 億円増加したことが主な

要因となっており、実質的には競争性のない随意契

約の金額は減少している。 

 

２ 随意契約の相手方が第三者に再委託している状

況 

平成 20 年度において競争性のない随意契約（少

額随意契約を除く）の相手方が再委託を行っている

契約は、年金担保貸付、労災年金担保貸付及び承継

債権管理回収業務のシステム運用保守に係る契約で

3 件、心身障害者扶養保険業務に係る各種データ作

成等の事務委託で 1 件となった。これらの契約につ

いては、再委託を行う場合、事前に当機構の承認を

得ることとしている。 

また、当該契約については、随意契約の見直しに

伴い、年金担保貸付等 3 件は平成 21 年度より一般

競争入札に移行済み、心身障害者扶養保険業務 1 件

については、業務の見直しにより、平成 21 年度よ

り当該契約を廃止した。 
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（参考４の２） 

 

Ⅰ 平成２０年度の実績【全体】 

 件数 金額 

一般競争入

札等 

競争入札 
３７件 

(４８%) 

１５．７５億円 

(３４％) 

企画競争 
１９件 

(２４%) 

５．３９億円 

(１２％) 

随意契約 
２２件 

(２８%) 

２４．８４億円 

(５４％) 

合 計 
７８件 

(１００%) 

４５．９８億円 

(１００%) 

※ 随意契約については、予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99条第二号

から第七号までの金額を超えないもの）を除く。 

 

Ⅱ 平成２０年度の実績【同一所管法人等】 

 件数 金額 

一般競争

入札等 

競争入札 
２件 

(６７%) 

０．０５億円 

(７６%) 

企画競争 
－件 

(－%) 

－億円 

(－%) 

随意契約 
１件 

(３３%) 

０．０２億円 

(２４%) 

合 計 
３件 

(１００%) 

０．０７億円 

(１００%) 

※ 随意契約については、予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99条第二号

から第七号までの金額を超えないもの）を除く。 

 

Ⅲ 平成２０年度の実績【同一所管法人等以外の者】 

 件数 金額 

一般競争入

札等 

競争入札 
３５件 

(４７%) 

１５．７０億円 

(３４％) 

企画競争 
１９件 

(２５%) 

５．３９億円 

(１２％) 

随意契約 
２１件 

(２８%) 

２４．８３億円 

(５４%) 

合 計 
７５件 

(１００%) 

４５．９２億円 

(１００%) 

随意契約については、予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99条第二号から

第七号までの金額を超えないもの）を除く。
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随意契約見直し計画 
 

平成 19 年 12 月 

独立行政法人福祉医療機構 

 

１．随意契約の見直し計画 
（１）平成１８年度において、締結した随意契約について点検・見直しを行い、以下のとおり、

随意契約によることが真にやむを得ないものを除き、平成２０年度以降、可能なものから順

次一般競争入札等に移行することとする。 

 

【全体】 

 
平成１８年度実績 見直し後 

件数 金額（億円） 件数 金額（億円） 

事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） 
  

（3.6％） （5.4％） 

２  １．５１  

一
般
競
争 

入
札
等 

競争入札  
（3.6％） （0.1％） 

２ ０．０４  

企画競争 
（1.8％） 

１ 

（1.3％） 

０．３７ 

（81.8％） （92.6％） 

４５ ２５．７６  

随意契約 
（98.2％） （98.7％） （10.9％） （1.9％） 

５４ ２７．４６  ６ ０．５２ 

合   計 
（100％） （100％） （100％） （100％） 

 ５５  ２７．８３  ５５  ２７．８３ 

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 

 

【同一所管法人等】 

  
平成１８年度実績 見直し後 

件数 金額（億円） 件数 金額（億円） 

事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） 
  

（  ％） （  ％） 

０  ０  

一
般
競
争 

入
札
等 

競争入札 
（  ％） （  ％） 

０  ０ 

企画競争 
（  ％） 

０ 

（  ％） 

０ 

（  ％） （  ％） 

０ ０ 

随意契約 
（100％） （100％） （  ％） （  ％） 

０ ０ ０ ０ 

合   計 
（100％） （100％） （100％） （100％） 

０ ０ ０ ０ 

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 

付属資料 
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【同一所管法人等以外の者】 

 
平成１８年度実績 見直し後 

件数 金額（億円） 件数 金額（億円） 

事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） 

 

（3.6％） （5.4％） 

２  １．５１  

一
般
競
争 

入
札
等 

競争入札 
（3.6％） （0.1％） 

２ ０．０４  

企画競争 
（1.8％） 

１ 

（1.3％） 

０．３７ 

（81.8％） （92.6％） 

４５ ２５．７６  

随意契約 
（98.2％） （98.7％） （10.9％） （1.9％） 

５４ ２７．４６  ６ ０．５２ 

合   計 
（100％） （100％） （100％） （100％） 

 ５５  ２７．８３  ５５  ２７．８３ 

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 

 

（２）随意契約によることができる場合を定める基準については、既に国に準じたも

のとしている。 

 

（３）契約の公表の基準については、既に国に準じたものとしている。 

 

 

２．随意契約見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み及び移行時期 
○  平成１８年度の随意契約中、業システム最適化対象システムに係る契約及び

システム変更により一般競争入札等へ以降できる契約のものが大半を占めてい

る。 

これについては、最適化の検討結果を踏まえ、平成２０年度以降可能なものか

ら、一般競争入札等に移行する。 

・ 随意契約 ５５件、２７．８億円 

・ 最適化対象システム関連等 ３７件、２３．６億円（件数ベース６７．３％、

金額ベース８４．９％） 

 ○ その他の契約については、「随意契約の点検・見直しの状況」に基づき実施する。 
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（参考５） 

内 部 統 制 

 

①内部統制に係る取組

状況 

１ 当機構における内部統制に係る取組状況につい

ては以下のとおりであり、内部統制の強化に努め

ている。 

① 目標管理による人事評価制度の導入及びその勤務

成績を給与等に反映することによる業務遂行へのイ

ンセンティブの向上 

② 「経営理念」を策定し、経営方針を明確化すると

ともに経営企画会議及び電子掲示板等において全役

職員に周知を実施。 

③ 経営者が出席する役員会、経営企画会議、幹部会

等による内部統制の実施 

④ 品質マネジメントシステム（ＱＭＳ）に基づく業

務運営の実施 

⑤ 内部監査（監査課内部検査・ＱＭＳ内部監査）の

実施 

⑥ 外部監査（会計監査法人・ＱＭＳ外部監査）の実

施 

⑦ 監事監査の実施 

 

２ また、役職員倫理規程、個人情報管理規程及び

情報セキュリティポリシー等の規定を整備した上

で、職員研修を行い、コンプライアンス意識の定

着化に努めている。 
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（様式６） 

関 連 法 人 

①関連法人への業務委

託や出資等の状況 

１ 関連法人 

財団法人テクノエイド協会 

 

 
上記の法人が、独立行政法人会計基準に基づく関連

法人に該当（※）し、財務諸表の附属明細書に記載す

るとともに、当機構ホームページ等において公開して

いる。 

 

 

 
 

２ 取引実績（２０年度） 

事業収入 機構との取引金額 取引金額の割合 

657,149 千円 265,473 千円 40.3％ 

（参考）過去５か年の交付額の推移      （単位：千円） 

16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 

310,350 292,260 280,683 274,810 265,473 

 

３ 取引内容 
財団法人テクノエイド協会に対しては、「福祉用具の

研究開発及び普及の促進に関する法律」に基づき、同

法律の目的を達成するため財政支援するとした国等の

責務の一環として、当機構の長寿・子育て・障害者基

金事業による交付金を交付している。 
 

４ 取引の妥当性 
長寿・子育て・障害者基金事業による交付金にあた

っては、外部有識者からなる基金事業審査・評価委員

会において、毎年度、厳正に審査のうえ決定しており、

妥当なものであると考える。 

 

５ 事後評価の実施 
外部有識者からなる基金事業審査・評価委員会の評

価部会を開催し、同委員が事業の達成度・効果等につ

いてヒアリング調査を実施し、調査結果を法人に対し

てフィードバックするなど、交付後における事後評価

を行っている。 

 

６ その他 

「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法

律」における根拠規定は次のとおり。 

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律
（平成５年法律第３８号）第７条に基づく指定法人 
 

※関連法人該当理由 
事業収入に占める独立行政法人との取引に係る

額が３分の１以上である公益法人等に該当 



- 32 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律（抄） 
 

（ 目 的 ）  
第 一 条  こ の 法 律 は 、心 身 の 機 能 が 低 下 し 日 常 生 活 を 営 む の に 支 障 の あ る 老 人 及

び 心 身 障 害 者 の 自 立 の 促 進 並 び に こ れ ら の 者 の 介 護 を 行 う 者 の 負 担 の 軽 減 を
図 る た め 、 福 祉 用 具 の 研 究 開 発 及 び 普 及 を 促 進 し 、 も っ て こ れ ら の 者 の 福 祉 の
増 進 に 寄 与 し 、 あ わ せ て 産 業 技 術 の 向 上 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 
（ 国 及 び 地 方 公 共 団 体 の 責 務 ）  
第 四 条  国 は 、こ の 法 律 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 福 祉 用 具 の 研 究 開 発 及 び

普 及 の 促 進 を 図 る た め の 財 政 上 及 び 金 融 上 の 措 置 そ の 他 の 措 置 を 講 ず る よ う
に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 
（ 指 定 等 ）  
第 七 条  厚 生 労 働 大 臣 は 、社 会 福 祉 の 増 進 を 図 る こ と を 目 的 と す る 一 般 社 団 法 人

又 は 一 般 財 団 法 人 で あ っ て 、 次 条 に 規 定 す る 業 務 を 適 正 か つ 確 実 に 行 う こ と が
で き る と 認 め ら れ る も の を 、 そ の 申 請 に よ り 、 全 国 を 通 じ て 一 に 限 り 、 同 条 に
規 定 す る 業 務 を 行 う 者 と し て 指 定 す る こ と が で き る 。  

 
（ 指 定 法 人 に よ る 助 成 業 務 の 実 施 ）  
第 九 条  独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構 は 、第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 が さ れ た

と き は 、 独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 六 十 六 号 ） 第 十 二
条 第 一 項 第 七 号 の 規 定 に よ る 助 成 の 業 務 の う ち 、 福 祉 用 具 の 研 究 開 発 及 び 普 及
に 係 る も の （ 以 下 「 助 成 業 務 」 と い う 。 ） の 全 部 又 は 一 部 を 指 定 法 人 に 行 わ せ
る も の と す る 。  

 
（ 交 付 金 ）  
第 十 三 条  独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構 は 、予 算 の 範 囲 内 に お い て 、指 定 法 人 に 対

し て 、 助 成 業 務 に 必 要 な 資 金 に 充 て る た め 、 独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構 法 第 二
十 三 条 第 一 項 の 基 金 の 運 用 に よ っ て 得 ら れ た 収 益 の 一 部 を 交 付 金 と し て 交 付
す る こ と が で き る 。  
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（様式７） 

中期目標期間終了時の見直しを前提にした取組 

 

①中期目標期間の見直

しを前提にした取組状

況 

１ 当機構における取組状況 

中期目標期間中に達成すべき取組みについては、年

度計画において、当該年度に取組むべき目標を設定の

うえ業務を遂行しており、平成 20 年度においては、

概ね年度計画どおり順調な実績をあげているところで

ある。 

 

２ リスク管理債権比率 

福祉医療貸付事業におけるリスク管理債権比率につ

いては、中期目標期間中 1.56%を上回らないとする目

標に対し、累次のマイナス報酬改定により医療、介護

施設を取り巻く経営環境が年々厳しくなり経営体力が

低下する中、医師、看護師・介護職員の不足の影響を

受けるとともに、民間金融機関の貸出態度の悪化もあ

り、資金繰りに支障を来す貸出先が増加したこと等に

より、2.97%となり、年度計画の達成には至らなかっ

た。 

なお、リスク管理債権比率の増加の大部分は、貸出

条件緩和債権が太宗を占めるが、当機構においては、

貸付先の実情や将来の見通しを考慮したうえで、貸出

条件の緩和による経営立て直しや再生を支援すること

は、政策金融としての使命であると考えている。 

 

３ 平成 20 年度における取組み 

債権管理部門、貸付部門及び経営支援部門からメン

バーを選定し、業務連携作業チームを立ち上げ、リス

ク管理債権の発生要因の解析を実施するなど、業務間

の連携の強化を図り、リスク管理債権の抑制に努めた

ところである。 

 

４ 今後の対応 

引き続き、貸付先の実情等に応じ、貸出条件の緩和

による支援を積極的に講じていくこととするが、今後

は、①財務格付に基づき経営診断を行い、必要に応じ

実地調査等を実施、②事業完成後、施設の稼働状況等

に問題のある案件について実地調査等を実施、③大口

貸付先等について理事長をはじめ役職員による情報交
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換を実施するなど、貸付先の業況フォローの更なる強

化を図り、債権悪化の未然防止に取組むこととしたい。 

 

５ 業務運営体制の強化への取組み 

［平成 20 年度］ 

リスク管理債権の適正な管理のため、上記の業務連

携作業チームや 4 つのプロジェクトチームを立ち上

げ、機構の特長や専門性を活かしつつ、業務間の連携

を強化し効率的な運営を実施した。 

［平成 21 年度］ 

平成 21 年度からは、平成 20 年度に策定した経営

理念を具体化するため、組織横断的な取組みを実施す

べく「民間活動応援本部」を立ち上げ、当機構の持つ

総合力を発揮して福祉と医療の民間活動を支援してい

く予定である。 
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（様式８） 

業務改善のための役職員のイニシアティブ等 

 

①業務改善のための役

職員のイニシアティブ

等の取組状況 

１ 経営理念の策定 

平成 20 年 10 月に経営理念を策定し、国民の皆様

へ発信することにより、当機構の目指す方向性を明確

に示し、また、職員間の目標の統一・共有化が図られ

組織力の向上を実現している。 

 

２ お客さまに対する役職員の積極的訪問 

経営理念の具体化策の一つとして、理事長以下の役

職員がお客さまを直接訪問し、当機構の融資先、助成

先の法人が事業を順調に実行しているかを確認すると

ともに、現地の責任者、指導者等のトップがどのよう

な問題意識を持ち、どのような支援を望んでいるのか

といった生の声を聞くことにより、今後の当機構のあ

り方、存在意義、必要性を確立していく中で活用する

こととしている。 

 

３ 顧客満足度調査結果の反映 

各事業において、アンケート調査等を通じて顧客満

足度調査を実施し、国民のニーズの把握に努めるとと

もに、調査結果に基づき業務の継続的な改善を図るこ

ととしている。 

 

４ ＩＳＯ９００１に基づく品質マネジメントシス

テム（ＱＭＳ）の運用 

ＱＭＳの運用の効率化、有効性の向上を図り、業務

上の課題、顧客からのニーズ等に対応するための是

正・予防処置活動の充実及び内部監査の実施による事

務リスク等の抽出・管理を行い、効率的かつ効果的な

業務運営を実施している。 

 

５ 人事評価制度等の活用 

① 各事業部門は中期計画と連携して平成 20 年度の

業務目標を定めるとともに、人事評価制度を活用し

て各職員の個人目標として展開している。これらの

組織目標及び個人目標の進行管理については、ＱＭ

Ｓ及び人事評価制度に基づき適切に実施している。 
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② 人事評価結果に基づく処遇への反映にあたって

は、給与においても人事評価結果による格差を設け、

成果をあげた職員の能力や実績の評価を明確にする

ことにより、職員が高い士気を持って職務に励むこ

とが可能となった。 

 

６ 職員研修の充実 

担当業務に必要な知識・技術の習得等を目的として

各種研修（ＯＪＴ・Ｏｆｆ-ＪＴ）を実施するとともに、

各業務の特性に応じて、より専門性の高い職員の育成

を目指している。 

 

７ 改善アイデア提案制度の実施 

平成 19 年度に創設した改善アイデア提案制度を効

果的に運営し、職員の創意工夫による改善活動を活性

化するとともに、職員の意識改革・意欲向上を実現し

ている。 

 

 

 

 


